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１ はじめに 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号。以下「地教行法」

という。）第 26 条の規定では、教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び

執行の状況について点検及び評価(以下「点検評価」という。)を行い、学識経験者の意

見を求め、その結果に関する報告書を議会に提出するとともに、公表することとされて

います。 

本書は、川島町教育委員会が地教行法の規定に基づき、毎年度定めている「川島町教

育行政重点施策」に関し、令和４年度に取り組んだ事業の点検評価を行い、教育に関し

て学識経験を有する者の知見の活用を図り、対象事務の管理及び執行の状況の点検評価

の課題及び今後の取組の方向性に対する意見を付し、その結果に関する報告書をとして、

作成したものです。 

これからも新学習指導要領の基盤である「社会に開かれた教育課程」のもと、各校に

整備されたＩＣＴ環境を最大限に活用し、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体

的に充実することで、「主体的・対話的で深い学び」を実現するとともに、令和７年度の

小学校の統合と小中一貫教育校開校に向けた準備を継続してまいります。 

２ 点検評価の対象及び方法 

 (1)点検評価の対象 

「令和４年度 川島町教育行政重点施策」に掲げられた教育委員会所管の主な施策

を対象としています。 

 (2)学識経験者の知見の活用 

点検評価の客観性を確保するため、教育に関する学識経験を有する方の知見を活用

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

学識経験者  平岡 健 氏 

聖学院大学非常勤講師 

川越市立教育センター 学校専門指導員 

日本教育公務員弘済会埼玉支部 参事 
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３ 教育委員会の組織・運営に係る評価の結果 

 (1)教育委員会会議開催の状況 

   会議は、毎月１回開催する定例会と、必要に応じて開催する臨時会があります。 

NO 回数 日時・場所 議案等の案件の内訳 

会議公

開の状

況 

傍聴

者数 

１ 

 

第４回 

（定例） 

 

4月26日（火） 

13：30～ 

役場 

第1委員会室 

・川島町学校教育推進員の委嘱について 

・学校評議員の委嘱について 

・文芸かわじま第３２号編集委員の委嘱について 

・令和４年度川島町一般会計補正予算（第１号）の 

意見について 

・学校図書館司書教諭の任命について  

・川島町児童生徒体力向上推進委員会委員の委 

嘱について 

・川島町就学支援委員会委員の委嘱について 

・学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱につ 

いて 

・学校面接指導医師の指定について 

・令和４年度会計年度任用職員の任用について 

・区域外就学の承諾について 

・令和３年度就学援助受給申請者の認定について 

・公民館長及び主事の委嘱について 

・公民館委員の委嘱について 

・社会教育指導員の委嘱について 

・社会教育主事の任命について 

・社会教育委員の委嘱について 

・スポーツ推進委員の委嘱について 

・文化財専門調査員の委嘱について 

・文化財保護審議会委員の任命について 

・中央公民館主事の任命について 

・川島町立小・中学校における体験入学実施要綱を 

定めることについて 

一部 

非公開 

0人 

２ 第５回 

(定例) 

5月24日（火） 

13：30～ 

役場 

第1委員会室 

・川島町教育委員会の権限に属する事務の管理及 

び執行の状況の点検及び評価に関する有識者の 

委嘱について 

・川島町小中一貫教育推進協議会委員の委嘱につ 

いて 

・社会教育関係役職員感謝状の贈呈について 

・川島町公民館設置及び管理条例の一部を改正す 

る条例を定めることについて 

・令和４年度会計年度任用職員の任用について 

・令和３年度就学援助受給申請者の認定について 

・工事請負契約の締結について（川島町立伊草小 

学校トイレ改修工事） 

・工事請負契約の締結について（川島町学校給食セ 

ンターボイラー更新及び災害用バルク設置工事） 

一部 

非公開 

０人 

３ 第６回 

(定例) 

6月21日（火） 

13：30～ 

・社会教育関係役職員感謝状の贈呈について 

・令和４年度会計年度任用職員の任用について 

一部 

非公開 

０人 
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役場 

第１委員会室 

・学校薬剤師の委嘱について 

・スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

・図書館協議会委員の委嘱について 

・川島町特別支援教育就学奨励費支給要綱の一部 

を改正することについて 

・川島町私立幼稚園入園祝い金交付要綱を廃止す 

ることについて 

・川島教育研究会事業補助金交付要綱を定めること 

について 

・川島町就学援助費支給要綱の一部を改正すること 

について 

・お盆期間中の学校閉庁について 

４ 第７回 

(定例) 

7月19日（火） 

13：30～ 

役場 

第１委員会室 

・川島町地域学校協働活動補助金交付要綱を定め 

ることについて 

・川島町いじめ問題対策連絡協議会委員の任命に 

ついて 

・川島町学校規模適正化に伴うスクールバス運行 

管理に関する規則の一部を改正することについて 

・川島町学校規模適正化に伴うスクールバス運行 

管理に関する規程の一部を改正することについて 

・川島町立中学校生徒比企地区学力テスト補助金 

交付要綱の一部を改正することについて 

・川島町立中学校生徒ＱＵテスト補助金交付要綱の 

一部を改正することについて 

・令和４年度就学援助受給申請者の認定について 

一部 

非公開 

０人 

５ 第８回 

(定例) 

8月25日（木） 

13：30～ 

役場 

第2委員会室 

・令和４年度教育に関する事務の管理及び執行の状 

況の点検及び評価報告書（令和３年度対象）につい 

て 

・令和４年度川島町一般会計補正予算（第３号）の意 

見について 

・成年年齢の変更に伴う成人式名称の変更について 

・川島町立中学校生徒自転車通学用ヘルメット購入 

費補助金交付要綱を廃止することについて 

・区域外就学の承諾について 

・令和４年度就学援助受給申請者の認定について 

一部 

非公開 

０人 

６ 第９回 

(定例) 

9月22日（木） 

13：30～ 

役場 

第1委員会室 

・令和５年度当初教職員人事異動の方針について 

・川島町学校給食センター運営委員会委員の委嘱に 

 ついて 

・令和４年度川島町スポーツ賞受賞者の決定について 

・川島町における比企広域電子図書館及び電子書籍 

 の利用に関する要綱を定めることについて 

・令和４年度会計年度任用職員の任用について 

・令和４年度就学援助受給申請者の認定について 

一部 

非公開 

０人 

７ 第10回 

（定例） 

10月25日（火） 

13：30～ 

役場 

第1委員会室 

・令和４年度就学援助受給申請者の認定について 

 

一部 

非公開 

０人 

８ 第11回 

(定例) 

11月17日（木） 

14：00～ 

伊草小学校 

２階会議室 

・令和４年度川島町一般会計補正予算（第５号）の意 

見について（当日資料配付） 

・令和４年度川島町一般会計補正予算（第６号）の意 

見について 

一部 

非公開 

０人 
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・川島町学校運営協議会規則を定めることについて 

・区域外就学の承諾について 

９ 第12回 

(定例) 

12月20日（火） 

13：00～ 

役場 

中会議室 

・指定校変更の許可について 

・令和４年度就学援助受給申請者の認定について 

・令和５年二十歳の成人式について 

・中山公民館主事の退任について 

・中山公民館主事の委嘱について 

一部 

非公開 

０人 

10 令和５年 

第１回 

(定例) 

1月24日（火） 

13：30～ 

役場 

第１委員会室 

・令和７年度の開校を目途とする小中一貫教育校に 

適用する小中一貫教育制度について 

・川島中学校の小中一貫教育校化整備事業方針を定 

めることについて 

・入学通知書の送付について 

・令和４年度会計年度任用職員の任用について 

・区域外就学の承諾について 

・指定校変更の許可について 

・令和４年度就学援助受給申請者の認定について 

一部 

非公開 

０人 

11 第２回 

(定例) 

2月16日（木） 

13：30～ 

役場 

第１委員会室 

・令和５年度当初教職員人事異動計画について 

・川島町立小中学校設置条例の一部を改正する条例 

を定めることについて 

・令和４年度川島町一般会計補正予算（第８号）の意 

見について 

・令和５年度川島町一般会計予算の意見について 

・学校医の委嘱について 

・区域外就学の承諾について 

・指定校変更の許可について 

・令和４年度就学援助受給申請者の認定について 

一部 

非公開 

０人 

12 第３回 

（臨時） 

3月13日（月） ・令和５年第３回川島町教育委員会臨時会の書面 

表決について 

・川島町教育委員会教育長の辞職の同意について 

一部 

非公開 

０人 

 

13 第４回 

(定例) 

3月23日（木） 

13：30～ 

役場 

第２委員会室 

・令和５年度川島町教育行政重点施策について 

・令和５年度会計年度任用職員の任用について 

・つばさ南小学校・つばさ北小学校の統合にかかる組 

 織及び協議・検討事項について 

・小中一貫教育の目標を定めることについて 

・川島町教育委員会事務局組織規則の一部を改正す 

ることについて 

・川島町立小・中学校管理規則の一部を改正すること 

について 

・指定校変更の許可について 

・区域外就学の承諾について 

一部 

非公開 

０人 
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(2)教育委員会の構成要件(Ｒ５.３.31現在) 

教育長 性別 教育長再任回数 

１名 男性 ２回 

 

委員数 うち保護者である委員数 男女数 委員再任回数 

４人 １人 
男性 ２人 

女性 ２人 
０回 

※委員数は法定数（地教行法第３条）です。 

 

 

(3)教育委員会委員の研修等(研修・会議・総会・情報交換会等)の状況 

区 分 全 国 関 東 県 西 部 比 企 町 

委員対象 １ ０ ２ １ １ 20 

教育長のみ対象 １ ０ ６ ６ ３ ０ 

・委員対象の研修等の参加回数は、25回で延べ参加人員は85人でした。 

・教育長のみ対象の研修等の参加回数は、16回でした。 

 

～ 教育に関し、学識経験を有する者の意見 ～ 

１ 教育委員会の組織・運営に係る評価の結果 

令和４年度の教育委員会会議は、定例会 12 回、臨時会１回、計 13 回開催され、人

事管理及び執行に関する事項、学校給食、就学事務、生涯学習や社会教育事業の実施

等の議案を適切に審議し、事務を迅速に執行していました。また、学校運営協議会、

小中一貫校の推進、電子図書館システムに関わる事項等についても、「共に学び 絆

を深め 未来を拓く かわじま教育」に向けて、審議が着実に進められていました。

加えて、委員の方々の研修会等参加も今年度は増加しており、各研修で得られた知見

は、今後の町の教育行政改善・充実につながるものと期待しております。 

今後は、小中一貫校構想の実現、中学校部活動の地域移行等の大きな課題の解決が

求められています。それらの実現には、首長部局との連携は欠かせません。教育長の

リーダーシップの下、首長部局との情報交換や連携を密にしつつ、町一体となって取

り組んでいただくようお願いします。 
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４ 川島町教育行政重点施策の評価の結果 

担当課 教育総務課 

重点目標 Ⅰ 新たな時代を生き抜く力を育む学校教育の推進 

重点施策 １ 時代の変化に対応する教育の推進 

重点的に取り組む施策等 １ 新学習指導要領の着実な実施 

目的 
小学校では令和２年度から、中学校では令和３年度から新学習指導要領が全

面実施となった。改定の主旨を踏まえ、各校での着実な実施を図る。 

主な取組 
(1)各教科・領域における指導と評価の一体化の実現 

(2)主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の推進 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)各教科・領域における指導と評価の一体化の実現 

   新学習指導要領の改訂の趣旨に基づき、各教科・領域において育成を目

指す資質・能力を明確にした。「何ができるようになるか」「何を学ぶか」

「どのように学ぶか」という視点で各校において年間指導計画を作成し、

評価の観点を明確にしている。 

   川島町で文言・形式を統一した通知表を作成し、また、評価の観点の見

直しを行った。全教科に「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力等」「学

びに向かう力」の３観点を位置づけ、教師自身が指導と評価の観点を明確

にしながら子供たちの指導・支援をできるようにした。 

また、文言・形式を統一し、見直しをした評価の観点の通知表で、保護

者に今社会に求められる資質・能力を明確に示し、共有することで、家庭

と学校が連携して子供たちを育成できるようにしている。 

   西部教育事務所及び町教育委員会による各校への指導訪問を行った。 

また、併せて分科会、全体会を開催し、個別・全体指導を行った。 

  ・西部教育事務所指導訪問：中山小、つばさ南小、つばさ北小、川島中 

  ・教育委員会指導訪問：伊草小、西中 

 

 (2)主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の推進 

   （1）の指導に加え、川島町教育委員会が委嘱した各校の研究において、

「主体的・対話的で深い学び」の視点での研究を推進している。具体的に

は、埼玉県教育委員会から示された「主体的・対話的で深い学びの実現 ６

則」や西部教育事務所から出されている「授業デザインシート」、川島町教

育委員会が作成した「川島町授業スタンダード」を活用して、授業改善を

行い、その成果や課題を検証している。 

   教育委員会訪問時の授業観察及び、指導主事の学校訪問時に校内を回り、

授業参観した際に指導・アドバイスを行った。 

 

２ 課 題 

   全国学力調査、県学力調査の結果から児童生徒の課題を明確にし、研修

を深めることで、授業改善と学力向上に結び付ける。 

   なお、令和５年度も、川島町学校教育推進員会の取組として「学び合い

授業」を推進し、学校の枠を超えて授業を見合ったり、授業研究会に参加

したりすることで、川島町の教職員全体で指導力向上を図っていく。 
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担当課 教育総務課 

重点目標 Ⅰ 新たな時代を生き抜く力を育む学校教育の推進 

重点施策 １ 時代の変化に対応する教育の推進 

重点的に取り組む施策等 ２ ＧＩＧＡスクール構想の実現 

目的 
文部科学省のＧＩＧＡスクール構想を目指し、児童生徒に１人 1 台整備した

学習用端末等のＩＣＴ機器を活用し、個別に最適化された教育を実施する。 

主な取組 
(1)児童生徒 1人 1台端末を活用した授業の実践 

(2)ＩＣＴ機器を効果的に活用した授業の実践 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)児童生徒 1人 1台端末を活用した授業の実践 

   更なるＧＩＧＡスクール学習用端末の活用を目的に、川島町独自の取り 

組みとして、教職員が児童生徒の学習用端末の画面をリアルタイムで確認 

し、課題を指示することができる「授業支援ソフト」と「アカウント管理 

ソフト」を新たに導入した。 

   また、「授業支援ソフト」「アカウント管理ソフト」の効果的な活用を目

的に、教職員向け研修会を開催した。 

 

  ・「授業支援ソフト」「アカウント管理ソフト」の新規導入 

・「アカウント管理ソフト」操作研修 

   実施日：６月 30日、７月７日 

  ・「授業支援ソフト」操作研修 

   実施日：７月８日 

   

 

 (2)ＩＣＴ機器を効果的に活用した授業の実践 

  ・ＧＩＧＡスクールサポーター配置事業 

   学習用端末を活用した効果的な授業の実施を目的に、授業中の学習用端

末の操作方法の支援を行うＧＩＧＡスクールサポーター（１名）を令和

３年度に引き続き、配置。 

※各校７時間、各校計 12日間の配置。 

   

 

２ 課 題 

   全児童生徒に一人一台学習用端末を整備したことにより、個別最適な学 

  びの実現に向けた対応は充実してきている。 

   また、各校からの要望も踏まえ、授業中の児童生徒の画面の確認や、自 

宅での夜間利用制限を設定することができる「授業支援ソフト」をテスト

導入した。 

   一方で主体的・対話的で深い学びという観点から授業を捉えると、児童 

生徒が学び合い、高め合うという授業を実施するためには、今後も研究を 

継続していく必要がある。 
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～ 教育に関し、学識経験を有する者の意見 ～ 

２ 川島町教育行政重点施策の評価の結果 

Ⅰ 新たな時代を生き抜く力を育む学校教育の推進 

 １ 時代の変化に対応する教育の推進 

   新学習指導要領に基づく教育活動が、小・中学校で全面実施となりました。グロー

バル化の進展、絶え間ない技術革新、社会情勢や構造の変化、まさしく予測困難な時

代を迎えている今ほど、未来社会を切り拓き、たくましく生き抜く力を育成する教育

が求められている時はありません。とりわけ、新学習指導要領の確実な実施、「主体

的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善、ICTを活用し、子供一人一人に応じ

た「個別最適な学び」の実現に向けた新たな授業スタイルの追究が強く求められてい

ます。 

   こうした趨勢
すうせい

（※）を踏まえ、川島町では、学習指導要領に基づく教育が、学校・

家庭の連携により浸透できるよう、町全体で通知表の文言や形式を共通に整えました。

通知表は学校と家庭を往復することで、子供の身に付けてきた資質・能力の育成状況

を共に共有できます。加えて、評価の観点も含め書式を統一したことで、川島町の全

小中学校において「川島町授業スタンダード」に基づく授業の浸透、学力分析、指導

の重点把握等が容易になり、「主体的・対話的で深い学び」を実現する授業改善や学

力向上につなげることができます。 

入り口は「川島町授業スタンダード」、出口は「通知表」。出口にたどり着くまでの

プロセスは各学校の実態によるでしょうが、このように入り口と出口が共通化されたこ

とによって、町全体が同じ土俵に乗り、一丸となって子供の教育に当たる体制が築かれ

ていくものと期待しています。今後は、各種学力学習調査の分析を踏まえ、「川島町の

授業スタンダード」「通知表」の効果の検証とそれに基づく見直し・改善、若手教員の

育成、学習環境等の整備も必要となってくるでしょう。学校教育推進委員会等でこれら

事項に取り組むことを検討してみてはどうでしょうか。 

   学習環境の整備の面からは、学校現場では授業支援ソフトの導入、GIGA スクールサ

ポーターの継続配置が実施されました。急速に進んだ ICT 環境に苦慮する教員も少な

からずいます。操作方法を覚えるだけで精一杯で、授業で活用するまで手が回らない

という声も聞きます。それ故、授業支援ソフトの導入や GIGAスクールサポーターの配

置の効果は大きいと思います。特に今年度は、一校あたりの配置日数等も増加され、

学校現場にとっては大変ありがたかったようです。今後も引き続き、「個別最適の学

び」を目指し、配置日数の増加や研修会等でのソフト活用等の支援をお願いします。 

（※）物事の動向や成り行きなどを意味する表現。現在から将来にかけての移り変わり。 
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担当課 教育総務課 

重点目標 Ⅰ 新たな時代を生き抜く力を育む学校教育の推進 

重点施策 ２ 学校管理運営の改善・充実 

重点的に取り組む施策等 １ 人事評価制度の活用による教職員の資質・能力の向上 

目的 

教職員一人一人が「目指す学校像」や「重点目標」と関連させながら、自ら

の課題を明確に持ち、目標を設定し、達成に向けて取り組み、取組を振り返り、

改善する課程で、資質・能力の向上を図る。 

主な取組 (1)人事評価制度の活用による教職員の資質・能力の向上 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)人事評価制度の活用による教職員の資質・能力の向上 

   教職員評価システムにおける「自己評価シート」の作成を通して、組織

としての学校の目標を、一人一人の教職員の目標につなげ、それぞれの教

職員の目標が達成されることで、「目指す学校像」や「重点目標」の実現が

可能となるように管理職を対象とした研修を実施した。 

   また、中間申告、達成状況申告における管理職との面談を通して、進行

状況の整理や目標の修正が適正に行われ、各学校の教職員が意欲的に活動

することで資質・能力の向上が図れるように管理職に指導・助言を行った。 

   

 

２ 課 題 

   「自己評価シート」の申告にあたり、困難度の設定や達成度、自己評価

等に個人差が見られるため、教職員の意欲を高め、能力を引き出す視点か

ら各学校における評価面談には配慮が必要である。 

   また、教職員が多い学校では管理職が教職員との面談の時間を十分に確

保することが課題である。 
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担当課 教育総務課 

重点目標 Ⅰ 新たな時代を生き抜く力を育む学校教育の推進 

重点施策 ２ 学校管理運営の改善・充実 

重点的に取り組む施策等 ２ 学校評価制度の充実による学校改善の推進 

目的 

学校評価、学校関係者評価を実施することで説明責任を果たすとともに、家

庭・地域と連携・協力を図ることで、「開かれた学校づくり」を目指す。また、

学校評価の結果に応じて、学校に対する支援や条件整備等の必要な措置を講じ

ることにより、一定水準の教育の質を保証し、向上を図る。 

主な取組 

(1)町学校評価検討委員会による自己評価の実施 

(2)アンケート分析を踏まえた計画の策定 

(3)学校評議員制度の活性化と点検・評価及び評価に基づいた更新の実施 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)町学校評価検討委員会による自己評価の実施 

   町学校評価検討委員会で統一した基本項目を基に、自己評価（職員自己 

評価、保護者アンケート、児童生徒アンケート）を２学期末に実施し、検 

証のうえ、改善策を検討した。 

 

 (2)アンケート分析を踏まえた計画の策定 

   「保護者アンケ―ト」や具体的な意見や要望、児童生徒による授業評価 

を含む「児童生徒アンケート」の結果を分析し、課題を明確にして、次年 

度の計画策定に活用した。 

 

 (3)学校評議員制度の活性化と点検・評価及び評価に基づいた更新の実施 

   学校評議員は、校長の求めに応じて学校運営に関する意見を述べる組織 

であり、全ての小中学校に設置している。 

   各校では、各学期に１回程度、会議を開催し、学校の教育目標、教育活 

動の状況、学校と地域の連携や参観した授業等の教育活動について、評議 

員から意見をいただいた。 

  ※令和４年度は、合計 32人委嘱。 

  【内訳】 

   中山小：５人、伊草小：６人、つばさ南小：６人、つばさ北小：６人、 

   川島中：４人、西中 ：５人 

 

 

２ 課 題 

   学校自己評価や学校関係者評価を活用したＰＤＣＡサイクルにより、学

校運営の改善や教育活動のさらなる充実を目指す。 

   学校自己評価システムでは、保護者、地域住民、学校評議員、児童生徒

等の意見を取り入れ学校運営を行うが、より良い学校運営のためには教職

員がさまざまな意見を真摯に受け止め、工夫改善を続けることが必要であ

る。 

また、評価結果を基に、継続的な課題や新たな課題を明確にし、公表す

ることで説明責任を果たす必要がある。 
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担当課 教育総務課 

重点目標 Ⅰ 新たな時代を生き抜く力を育む学校教育の推進 

重点施策 ２ 学校管理運営の改善・充実 

重点的に取り組む施策等 ３ 各学校におけるカリキュラム・マネジメントの推進 

目的 

学校評価、学校関係者評価を実施することで説明責任を果たすとともに、家

庭・地域と連携・協力を図ることで、「開かれた学校づくり」を目指す。 

また、学校評価の結果に応じて、各学校の教育目標の実現に向けて教育課程

を編成・実施・評価・改善を計画的・組織的に推進し、学校に対する支援や条

件整備等の必要な措置を講じることにより、一定水準の教育の質を保証し、向

上を図る。 

主な取組 
(1)教育課程の編成・実施・評価のサイクルの意識化の推進 

(2)コミュニティ・スクールの推進による社会に開かれた教育課程の実現 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)教育課程の編成・実施・評価のサイクルの意識化の推進 

   校長の自己評価シートに基づく面談（年度当初・年度中間・年度末）に

おいて、経営方針の確認、執行状況の改善等について、指導・支援を行っ

ている。 

 

 (2)コミュニティ・スクールの推進による社会に開かれた教育課程の実現 

   学校評価（教職員の自己評価、児童生徒・保護者評価、学校関係者評価）

の結果に基づき、次年度に向けた課題対応等について各校に報告していた

だき、指導・支援を行っている。 

なお、令和５年度からの町内全校でのコミュニティ・スクール設置に向

けた制度準備を実施した。 

 

 

２ 課 題 

   評価を公開するだけでなく、学校運営について、基本方針や日々の教育

活動について、学校だより、学校公開等を通して、より一層家庭、地域に

公開し、意見をいただくなど、コミュニティ・スクールに向けた取組が必

要である。 

   なお、令和５年度から町内全校でのコミュニティ・スクール開始を予定

している。 
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～ 教育に関し、学識経験を有する者の意見 ～ 

２ 川島町教育行政重点施策の評価の結果 

Ⅰ 新たな時代を生き抜く力を育む学校教育の推進 

 ２ 学校管理運営の改善・充実 

我が国の公立学校教育は、変化に対応する柔軟性や多様性に乏しいこと，効率性が

十分に意識されていないこと，閉鎖性が強く，地域の一員としての意識や地域社会と

の連携を欠きがちであることなどが指摘されています。このため、学校教育をより質

が高く，多様性と柔軟性に富むものとするために，多様な主体による学校教育の提供

を認めることや，外部の人材や資源を学校教育に積極的に活用すること，公立学校の

運営に保護者や地域住民を参画させる仕組みを構築すること，公立学校の包括的な運

営を外部に委託することなど，学校の管理運営の在り方についての様々な見直しが求

められました。文部科学省は、2010 年「学校運営の改善の在り方等に関する調査研究

協力者会議」を発足させ、2017 年「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校

と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について（答申）」で学校運営の改善

についての方向性を示しました。それがコミュニティ・スクールでした。現行の学習

指導要領においても「地域とともにある学校づくり」を掲げ、地域と学校が育てたい

子供像、目指すべき教育のビジョンを保護者や地域と共有し、目標の実現に向けてお

互いにパートナーとして連携・協働し、未来を担う子供たちの成長を支えることの必

要性が記されており、全国的にコミュニティ・スクールへの移行が進められました。

川島町においても次年度にはコミュニティ・スクールがスタートする運びとなってい

ます。 

このことから、これからの学校管理運営の改善・充実は、学校だけの視点を持って

行われるのではなく、「地域と共にある学校」という視点で進めていくことが重要と

考えます。そのためには、地域に開かれた教育課程の実現、教職員の意識改善や資質

能力の育成、地域に開かれた学校運営が必要です。その際のキーポイントは、カリキ

ュラム・マネジメントと学校評価にあると考えます。カリキュラム・マネジメントを

核にして地域に開かれた教育課程を実現していくことも、教職員の意識改善や資質能

力の育成を図っていくこともできますし、学校評価を核にすれば地域に開かれた学校

運営を実現していくことも可能と考えるからです。 

川島町では、学校評価における「保護者アンケート」「児童生徒アンケート」の結

果の分析・活用、次年度における課題対応等への支援を進めるなどのコミュニティ・

スクール開始を視野にいれた準備が進められていました。 

今後、川島町では、コミュニティ・スクールのみならず小中一貫校も視野に入れ、

これまでの取組を生かしつつ、その実現に向けた準備を計画的に進めてく必要があり

ます。例えば、上記のカリキュラム・マネジメント、学校評価に視点をあてれば、➀
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自己評価シートを活用し、教職員にカリキュラム・マネジメント能力を育成する②学

校評価を公開し、保護者・地域の方々等からも意見をいただき、学校経営等に活用し

ていく、といった取組も必要ではないかと考えます。ぜひ、新しいスタイルの学校に

ふさわしい学校管理・運営の仕方を追究していただきたいと思います。 

川島町の小中一貫校とコミュニティ・スクール。学校と家庭・地域との密度の深い

連携・協働による義務教育９年間での子供の大きな成長が楽しみです。 
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担当課 教育総務課 

重点目標 Ⅰ 新たな時代を生き抜く力を育む学校教育の推進 

重点施策 ３ 学力の向上と指導方法の工夫・改善 

重点的に取り組む施策等 

１ 全国学力学習状況調査、埼玉県学力学習状況調査、川

島町学力確認テストの実施と結果の分析による授業改

善の推進 

目的 
児童生徒の学力を的確に把握し、きめ細かな指導の中で、「読む・書く・計算」

を確実に身に付けさせる。 

主な取組 (1) 学力・学習状況調査等の分析と指導方法の工夫・改善 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)学力・学習状況調査等の分析と指導方法の工夫・改善 

   全国学力学習状況調査、埼玉県学力学習状況調査の結果を受け、各小中

学校で結果を分析し、苦手とする部分を集中的に指導した。また、川島町

独自の学力テストを実施し、指導の検証を行った。さらに、７月には、埼

玉県教育局市町村支援部義務教育指導課指導主事を招聘し、埼玉県学力学

習状況調査の活用方法に関する研修会を行った。 

また、各校で授業力向上を目指した授業研究会を実施した。 

 

 

２ 課 題 

   本町の児童生徒の学力については、学校や学年によって差がある。 

各小中学校では、全国や埼玉県の学力・学習状況調査や、川島町独自の

学力テストの分析を行い、児童生徒一人一人の学力の伸びの把握に努めな

ければならない。 

また、さらに伸ばすための質の高い授業の展開も求められる。 

今後も、「教師の指導力向上」、「主体的・対話的で深い学び」の実践ため

に、研修会や授業研究会に積極的に参加するよう町内の教職員に呼びかけ

る必要がある。 
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担当課 教育総務課 

重点目標 Ⅰ 新たな時代を生き抜く力を育む学校教育の推進 

重点施策 ３ 学力の向上と指導方法の工夫・改善 

重点的に取り組む施策等 ２ 学力向上を目指す指導方法の工夫・改善の推進 

目的 
児童生徒の学力を的確に把握し、きめ細かな指導の中で、「読む・書く・計算」

を確実に身に付けさせる。 

主な取組 (1)ティームティーチング（ＴＴ）、少人数指導の充実 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)研修会や授業研究会の計画的な実施による授業力・指導力の向上 

  【令和４年度 学校課題研究における授業研究会】 

  〇中山小  

学校課題「読む力・考える力・伝える力の育成を目指した国語科指導」 

   ・10月 18日：１年１組 

   ・11月９日：６年１組 

 

  〇伊草小  

学校課題「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業の創造」 

   ・６月 28日：４年２組 

   ・７月４日 ：３年２組 

   ・10月 26日：２年１組 

   ・11月 15日：５年１組 

   ・11月 29日：１年１組 

   ・12月 12日：６年２組 

 

  〇つばさ南小 

学校課題「自発的、自治的な活動を目指して、よりよい生活をつくり、

互いに認め合える特別活動」 

   ・９月 27日：３年１組 

   ・９月 29日：２年１組 

   ・１0月 21日：６年１組 

   ・11月２日（西部地区学力向上のための授業研究会） 

：1年１組、４年１組、５年 1組 

 

  〇つばさ北小 

学校課題「メンターチームによる教師の指導力向上」 

   ・11月 18日 ：１年 1組 

   ・12月１日：３年 1組 

 

  〇川島中 

   学校課題「豊かな心を育み進んで学ぶ生徒の育成」 

個人研究による授業公開 
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  〇西中 

学校課題「いきいきと授業に取り組む生徒の育成」 

   ・９月 14日：２年２組（理科） 

   ・11月９日：３年２組（社会） 

   ・２月３日：３年１組（国語） 

 

 (2) ティームティーチング（ＴＴ）、少人数指導の充実 

   新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を実施しながら、基礎基本の定

着を図るために、教科指導充実加配を活用して、Ｔ・Ｔ（ティーム・ティ

ーチング）指導や学級をさらに少人数に分けた指導を行い、個々の児童生

徒の実態に応じたきめ細かな指導や補充・発展の指導を行った。 

  ・教科指導充実加配の状況 

   中山小 専科加配（音楽）（１名）：（13時間） 

   伊草小（１名）：算数３年生から６年生（20時間） 

   川島中（１名）：数学１年生から２年生（18時間） 

   西 中（１名）：数学１年生から３年生（18時間） 

    

 

 

２ 課 題 

   本町の児童生徒の学力については、学校や学年によって差がある。 

各小中学校では、全国や埼玉県の学力・学習状況調査や、川島町独自の

学力テストの分析を行い、児童生徒一人一人の学力の伸びの把握に努めな

ければならない。 

また、さらに伸ばすための質の高い授業の展開も求められる。 

今後も、「教師の指導力向上」、「主体的・対話的で深い学び」の実践ため

に、研修会や授業研究会に積極的に参加するよう町内の教職員に呼びかけ

る必要がある。 
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～ 教育に関し、学識経験を有する者の意見 ～ 

２ 川島町教育行政重点施策の評価の結果 

Ⅰ 新たな時代を生き抜く力を育む学校教育の推進 

３ 学力の向上と指導方法の工夫・改善 

   これからの時代に求められる資質・能力を身に付け、主体的に生きる人間の育成が

求められています。特に学校教育においては、「主体的・対話的で深い学び」を軸と

した授業改善による学力向上が重要課題の一つとして挙げられています。このために

は、児童生徒の学びの様相を的確にとらえ、個に応じて学習の質を高める授業の実現

が必要です。そのための手段の一つとして学力調査の分析・活用は欠かせません。 

   全国の学校では、全国学力学習状況調査を分析し、課題や成果を授業改善につなげ

る努力を重ねています。この調査は年度初めに実施されるため、分析結果は前年度の

学習状況となりますが、全教職員が全体的な課題を見据えて、児童生徒の指導に当た

る上では大変有益な調査です。川島町では、この調査に加え、学力確認テスト（教研

式ＣＲＴ ・埼玉県公立高校入試準拠実力テスト）を３学期に実施しています。この調

査は、その該当年度における児童生徒の学力状況の分析を行うことなるため、児童・

生徒の学力の伸びだけではなく、指導してきた教員の指導の効果を検証し、教員一人

一人が授業改善の手がかりを見出すことができる大変有益な調査です。 

これら二つの調査を関連付け、効果的に活用することで、各学校の児童の実態に応

じた指導の工夫や授業改善を一層進めることができると確信しています。 

問題は、これらの調査を有効に活用できているかということだと思います。全国学

力学習調査の研修会は行われていますが、もう一つの学力確認テストの研修会は行わ

れていないようです。これら調査を学校課題研究に活用できているか、これらの調査

を関連付けられない、教員が自己の課題を見出せていない、分析するのに手間がかか

るなどの分析・活用上に課題があるのか、そういった課題を洗い出し、調査の活用に

向けて教育委員会としてどのような支援ができるかを検討する余地はあるかと思いま

す。多くの学校で学校課題研究が進められ、研究授業、研究発表会も開催されていま

すので、こうした研究に学力調査の分析・活用がつながることで、更なる効果を期待

できると思います。 
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担当課 教育総務課 

重点目標 Ⅰ 新たな時代を生き抜く力を育む学校教育の推進 

重点施策 ４ 「英語の町」を目指した英語教育の推進 

重点的に取り組む施策等 １ 英語教育充実事業の実施 

目的 

グローバル化が進むなか、外国語（特に英語）能力の基礎や表現力等のコミュニケ

ーション能力の育成を図り、広い視野を持ち、異文化を理解するとともに、これを尊重す

る態度や異なる文化を持った人々と共に生きていく資質や能力を育成する。 

主な取組 

(1)ＡＬＴの派遣（中学校常駐） 

(2)小学校外国語支援員の配置 

(3)ＡＬＴによる英語体験教室「英語村」の充実（対象：５・６年生） 

(4)英語シャワーデイの実施（各小学校で実施予定）【新規】 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)ＡＬＴの派遣（中学校常駐） 

   小学校では外国語（英語）を楽しく学習することで、聞き取り能力を高 

めるために実践的な活動ができるＡＬＴ（外国語指導助手）を採用し、 

１～４年生は担任教師と、５・６年生は英語専科教員と共に授業を行って 

いる。 

   中学校では生徒の英語科の学力向上（特に「話す」「聞く」能力の向上） 

を目指してＡＬＴ（外国語指導助手）の常駐配置化を図っている。 

  ・配置日 

   小学校：385日（中山小：112日、伊草小：116日、つばさ南小：76日、 

           つばさ北小：81日） 

   中学校：433日（川島中：221日、西中212日） 

 (2)小学校外国語支援員の配置 

   学習指導要領の改訂に伴う、小学校５・６年生の英語の教科化及び３・ 

４年生の外国語活動の導入のため、担任教師とＡＬＴ（外国語指導助手） 

の授業を支援するための外国語支援員（会計年度任用職員）を配置し、計 

画的な外国語教育を行った。 

  ・英語科授業に対応した教職員研修：８月26日（31名参加） 

 (3)ＡＬＴによる英語体験教室「英語村」の充実（対象：５・６年生） 

   英語を楽しく学ぶことを目的に、小学校５・６年生を対象に小学生英語

体験教室「英語村」を夏季休業期間中に実施した。 

  

   

 

  

 

 (4)英語シャワーデイの実施（各小学校で実施予定） 

   全校児童が楽しく英語に触れることを目的とした英語シャワーを２校

（中山小、つばさ南小）で実施した。 

   ・中山小   ：10月 31日（英語でハロウィンイベント） 

   ・つばさ南小 ：１月 25日（ＡＬＴによるオンラインクイズ配信） 

２ 課 題 

   学習指導要領の改訂により、小学生の外国語（英語）が教科化された。

このことに伴い、小学生が英語を楽しく学習することができるような事業

についても継続して実施していく必要がある。 

 

実施日 会場 参加者（人） 

７月 29日（金） 
午前の部 

川島町役場 
15 

午後の部 11 

合計 26 



- 19 - 

 

担当課 教育総務課 

重点目標 Ⅰ 新たな時代を生き抜く力を育む学校教育の推進 

重点施策 ４ 「英語の町」を目指した英語教育の推進 

重点的に取り組む施策等 ２ 英語検定受験推進事業の実施 

目的 
児童生徒の学力を的確に把握し、きめ細かな指導の中で、「読む・書く・計算」

を確実に身に付けさせる。 

主な取組 

(1)中学生英語検定受験料を負担（年１回、２級まで） 

(2)小学生英語検定受験料を負担（年１回、３級まで、対象：５・６年生） 

(3)町外の小中学校に通学する児童生徒に対し、受験料を１回分負担 

(4)ＡＬＴによる英検対策事業の充実 

(5)学校と私塾が連携した「英語検定取得支援講座」の充実 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

(1)中学生英語検定受験料負担を２級まで拡大 

   第５次川島町総合振興計画（第３節学校教育の充実）まちづくりの指標 

  では中学２･３年生の英検３・４級取得率を 70％と定めている。 

特に、英語に関しては、グローバル化が進む現代社会において「読む」 

「聞く」「話す」「書く」の４つの技能をバランスよく習得することが求め

られ、この４技能を試す機会として英語検定は有効な学習機会である。 

このため、グローバル社会でも適応できる英語力を全ての生徒に身につ

けるため、（公財）日本英語検定協会の実用英語技能検定（２級・準２級・

３級・４級）を受験する生徒に対して、英語検定料を町が負担（年１回を

限度）する事業を実施した。 

また、英語検定の合格率を高めるためには、受験する生徒を学習面で支

援する必要があるため、学校での基礎学力の定着を目指した授業や補習学

習に併せて、英語検定取得を支援する講座を私塾と連携し開設している。 

 

・支援事業費 

   受験を希望する児童生徒に対して、川島町役場及び両中学校を会場に受

験した場合、一人あたり同一年度内１回を限度とし、次の検定料を町が

負担することにより保護者の負担軽減を図っている。 

 

   英検 ２級（高校卒業程度）  検定料：6,400円 

   英検準２級（高校中級程度）  検定料：5,700円 

   英検 ３級（中学卒業程度）  検定料：4,700円 

   英検 ４級（中学中級程度）  検定料：2,900円 

   英検 ５級（中学初級程度）   検定料：2,500円 

 

  ・英語検定受験推進事業実施日 

   第１回英語検定：令和４年６月４日(土） 

第２回英語検定：令和４年 10月１日(土） 

第３回英語検定：令和５年 1月 14日(土)  
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◆中学生受験結果 

受験級 1 回 ２回 ３回 受験者数 合格者数 （合格率） 

２級 ４ ２ １ ７ ４ 57.1% 

準２級 20 ８ ９ 37 32 86.5% 

３級 34 21 17 72 50 69.4% 

４級 34 ９ 20 63 35 55.6% 

計 92 40 47 179 121 67.6% 

 

 (2)小学生英語検定受験料を負担（対象：５・６年生） 

   町立小学校の５・６年生で、実用英語技能検定３級、４級、５級を団体受験する 

児童に対して、英語検定料を町が負担（年１回を限度）する事業を実施した。 

   

◆小学生受験結果 

受験級 ２回 ３回 受験者数 合格者数 （合格率） 

３級 ３ ３ ６ ４ 66.7% 

４級 10 ７ 17 13 76.5% 

５級 31 24 55 25 45.5% 

計 44 34 78 42 53.8% 

   ※小学生は、第２回、第３回のみ受験。 

 

 (3)町外の小中学校に通学する児童生徒に対し、受験料を１回分負担 

   町外の小中学校に通学する児童生徒に対しても、町立小中学校に通学す

る児童生徒と同様に、受験料を１回分負担。 

・受験者数：２人（中学生のみ） 

 

 (4)ＡＬＴによる英検対策の実施 

   英語を楽しく学ぶことを目的に、小学校５・６年生を対象に小学生英語

体験教室「英語村」の中で、英検５級対策も合わせて実施した。 

   また、英語検定を受験する児童に対し、ＡＬＴを講師とした「小学生英

語検定取得支援講座（ガイダンス）」を実施した。 

 なお、中学校ではＡＬＴによる英検２次試験対策（面接対対策）を実施

した。 

 

  ・小学生英語検定取得支援講座（ガイダンス）※５級対象 

   実施日 ９月 10日（土） 

   会 場 川島町コミュニティセンター 

対 象 ５・６年生 

 

 (5)学校と私塾が連携した「英語検定取得支援講座（ガイダンス）」の充実 

   英語検定を受験する生徒に対して、検定日の直前に、対策講座として、 

過去問題や英検対策 Web教材「旺文社英検ＣＡＴ」等を活用した「学校と 

私塾が連携した英語検定取得支援講座（ガイダンス）」を実施した。 

実施日 第１回：５月 14日 (土）（川島中・西中） 

第２回：９月 17日(土）（川島中・西中） 

※３級、４級講座は小学生も参加。 
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２ 課 題 

町では英語教育推進を目的としたさまざまな事業を実施している。 

特に中学生については、英語検定（３、４級）取得率 70％を数値目標に掲

げており、私塾と連携した講座等も実施しているが、目標の達成には至っ

ていない。 

 引き続き、私塾やＡＬＴ派遣事業者と連携・協力し、英語検定取得率の

向上に取り組んでいく必要がある。 

また、新たな取組として、小学生が楽しく英語に触れることがでいる「英

語シャワーデイ」を中山小とつばさ南小で実施した。 

令和５年度は、この取組を全小学校で実施するとともに、小学生が英語

を楽しく学習することができるような事業についても継続して検討してい

く必要がある。 
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～ 教育に関し、学識経験を有する者の意見 ～ 

２ 川島町教育行政重点施策の評価の結果 

Ⅰ 新たな時代を生き抜く力を育む学校教育の推進 

 ４ 「英語の町」を目指した英語教育の推進 

   ローカルな町からグローバルな人材を育成する、その切り口が「英語の町」構想で

あり、英語教育の充実、英語検定受験推進事業がその柱となっています。 

学校における英語教育においては、小学校においては外国語支援員を２名配置し、

全小学校に勤務を割り振り、英語の授業の充実を図っています。中学校においては ALT

を２校に常駐させ、授業のほかにも学校内の様々な場面で英語に触れる機会を作って

おり、英語の学びの充実が図られています。また、英語検定では、検定料を年１回、

小学生５、６年生は３級まで、中学生は２級までを町が負担し、経済的な支援を行っ

ています。さらに、英語検定に合格できるよう、ＡＬＴや私塾による支援体制を確立

させ、児童生徒の英語力の育成に尽力しています。加えて、順番に各小学校にＡＬＴ

が集合し、集中的に英語に触れる「英語シャワーデイ」の開催や、夏季休業中に児童

の英語への興味・関心を高めるイベントが実施されていました。７月 29日に開催され

た「英語村」では、ＡＬＴと一緒に宝探しや旅行プラン作りに挑戦していました。参

加者の子供が「英語を話すのは楽しい」と語る姿は、この事業の成果を語っていると

思います。こうした取組により、英語検定においても全体的には合格率も上がってき

ており、特に準２級の合格者数が増えたことは嬉しい限りです。 

  今後可能であれば、英語シャワーデイ、英語村の実施回数の増加を望みます。負担

増となりますが、英語に興味を持つ子供の増加につなげられると思います。   

英語を楽しく学ぶことを通じて、英語検定に合格する英語力を身に付けさせる「英語の町」

構想に大きな期待を寄せています。 
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担当課 教育総務課 

重点目標 Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 

重点施策 １ 豊かな心を育む教育の推進 

重点的に取り組む施策等 １ 道徳教育の推進 

目的 
各小・中学校の全教育活動の中で、道徳的な心情を育て、判断力・実践意欲

を持たせる等、道徳性を養う。 

主な取組 

(1)学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の推進 

(2)道徳授業研究会の実施や担任と管理職等のＴ・Ｔによる授業の実践 

(3)保護者への道徳授業の公開 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の推進 

   各小・中学校では道徳教育推進教師や道徳主任を中心に指導体制の充実

を図った。児童生徒は道徳の授業だけでなく、各教科の授業、日常の学校

生活や家庭生活等の中で多くの道徳的体験をしている。各教科の目標や内

容の多くは道徳教育と密接に関係しており、各教科の目標や内容に基づい

て授業を行うなかで、児童生徒の道徳性を養っている。 

 

 (2)道徳授業研究会の実施や担任と管理職等のＴ・Ｔ（ティーム・ティーチン

グ）による授業の実践 

   各小・中学校の「特別の教科 道徳」は、年間 35時間（小学校 1年生は

34時間）週１時間を実施した。 

   各小・中学校では道徳教育推進教師や道徳主任を中心に指導体制の充実

を図った。各学年の道徳の時間を充実させるために、資料や場面絵の準備、

川島町郷土資料の提供、各担任への授業のアドバイス等を積極的に行った。 

   各学校の管理職に道徳の授業への積極的な参画を促した。授業の終末に

子ども達が身近に接している管理職の話を入れることによって、道徳的価

値についてのさらなる気づきや自分の考えを深めるよい機会となった。 

   

 (3)保護者への道徳授業の公開【中止】 

   令和４年度は未実施。今後は授業参観や学校公開等で、保護者へ積極的 

に道徳の授業を公開するなど、学校だけではなく家庭や地域との連携に努

めていく。 

 

 

２ 課 題 

   本格実施された「特別の教科 道徳」は記述式での評価を行うこととなっ

ている。そのためには、道徳教育推進教師や道徳主任を中心に、全教職員が

さらに「特別の教科 道徳」について学ぶ必要がある。そのために研修でき

る機会を意図的に計画していくことが大切である。 

 

 

 

 

 

 

【中止】：新型コロナウイルス感染症拡大防止のための中止。 
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担当課 教育総務課 

重点目標 Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 

重点施策 １ 豊かな心を育む教育の推進 

重点的に取り組む施策等 ２ 人権を尊重した教育の推進 

目的 

講師を招いて、人権教育に関する講演・研修会を行うことで、各学校の管理

職、教職員が人権課題について再確認をし、児童生徒への人権教育を充実させ、

児童生徒に人権感覚を身に付けさせる。 

主な取組 
(1)「人権感覚育成プログラム」の活用の推進 

(2)人権教育・啓発研修への参加の促進 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)「人権感覚育成プログラム」の活用の推進 

   埼玉県教育委員会主催の「人権感覚指導者研修会」に町内小学校教諭を 

派遣し、児童生徒の人権感覚を育むために開発した「人権感覚育成プログ 

ラム（学校教育編）」について、各学校での一層の活用を推進するための研 

修を受け、各校で研修内容を全教職員に伝え、人権教育の指導方法の工夫 

改善を図った。 

 

 (2)人権教育・啓発研修への参加の促進 

   川島町・吉見町管理職人権教育研修会を川島町、吉見町の教育委員会の

主催で講師を招いて実施した。 

   実施日：令和４年 12月 19日 

演 題：「学校における人権教育を考える」 

 講 師：川越市立川越第一中学校 校長 吉田  基 氏 

参加人数：13名（川島町・吉見町の小・中学校校長等） 

 

  ・川島町・吉見班合同人権教育研修会 

   同和教育を中心として、人権教育の推進に資するための研修会を、川島町、 

吉見町の教育委員会の主催で講師を招いて実施した。 

実施日：令和５年２月８日 

演 題：「学校における同和教育」 

講 師：東松山市教育委員会 生涯学習課 田中 辰弥 氏 

参加人数：19名（川島町の小・中学校教職員） 

    

 

２ 課 題 

   川島町人権施策基本方針に基づき、今後もこれまでの取組を継続すると   

  ともに、新たな人権課題への対応についても充実させていくことが必要で

ある。児童生徒への人権教育を実践するにあたり、管理職、教職員が自ら

研修を深め、人権尊重の理念を正しく理解するとともに自身の役割を自覚

し、一体となって人権教育に取り組む体制を整える必要がある。 

また、若い教職員や臨時的任用教職員の採用数が増加していることから、

教職員に対する人権教育の更なる充実が必要である。 
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担当課 教育総務課 

重点目標 Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 

重点施策 １ 豊かな心を育む教育の推進 

重点的に取り組む施策等 ３ 豊かな体験活動の推進 

目的 
収穫の喜びや自然物に触れ合う直接体験を通して、自然の恵みに感謝するこ

ころを育てる。 

主な取組 

(1)埼玉県・埼玉大学・木づかい子育てネットワークとの協力連携による木育推 

進事業（中山小学校） 

(2)みどりの学校ファームの取組 

(3)キャリアパスポート（わたしの志ノート）の活用支援 

(4)災害対応を含めたボランティア活動の推進 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)埼玉県・埼玉大学・木づかい子育てネットワークとの協力連携による木育

推進事業（中山小学校、つばさ北小学校） 

  ①中山小学校の小川げんきプラザでの宿泊学習（※日帰り）で「木に関す

るオリエンテーリング」などの木育体験活動を行った。この木育体験の

事前学習を中山小学校の多目的室で同教授の指導で行った。 

  ・事前学習：５月 20日 

  ・宿泊学習：５月 24日 

  ・事後学習：未実施 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、日帰りで実施。 

 

 (2)みどりの学校ファームの取組 

   各小学校において、地域の方から田んぼをお借りして、田植えや稲刈り

体験をしたり、また、野菜を種や苗から育てたり、収穫した野菜やお米を

食したりすることで、食べ物を育てる苦労や喜びを学習した。 

 

 (3)キャリアパスポート（わたしの志ノート）の活用支援 

   系統的・継続的にキャリア教育を推進していくために、特別活動主任研

修会でキャリアパスポート活用の手引きを作成し、町内の小中学校が統一

でキャリアパスポートを作成・活用できるようにした。ファイルで次学年

（小学校から中学校へも含む）へ持ち上がれるようにしている。 

 

 (4)災害対応を含めたボランティア活動の推進 

   両中学校では、毎年夏休み期間における各事業所でのボランティア活動

を実施している。令和４年度は未実施。今後も実施に向けて関係機関との

連携を進めていく。 

 

 

２ 課 題 

   今後も体験型の自然体験や農業体験を経験することで町の自然環境につ

いても学ぶ必要がある。 

なお、中学生のボランティア活動については、今後も、中学生がボラン

ティアとして活動できる環境整備に取り組んでいくべきである。 
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～ 教育に関し、学識経験を有する者の意見 ～ 

２ 川島町教育行政重点施策の評価の結果 

Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 

１ 豊かな心を育む教育の推進 

豊かな心を育む教育の中心は道徳教育であり、その要は特別の教科道徳（道徳科）

です。川島町の小中学校では、道徳主任を中心に、資料準備、場面絵の作成、授業ア

ドバイス等を積極的に行っていました。また、管理職等とのＴ.Ｔ（ティーム・ティー

チング）による授業の充実を図り、子どもたちの道徳性の育成に尽力しています。こ

うした授業を保護者に公開する予定でしたが、昨年度に引き続き感染症拡大防止のた

め中止になったことは残念でした。 

近年、価値観の多様化する中、これまでの当たり前が通用しないといった声が多く

聞かれるようになりました。それ故、これからの社会を担う子供たちの道徳的思考力・

判断力の育成は急務とも言えます。このため、全面実施となった特別な教科道徳や、

問題解決的な道徳の学習が注目されています。ぜひ、川島町においても研修会等を通

じて、問題解決型の道徳の学習を指導できる教員の育成をお願いしたいと思います。 

また、豊かな心の育成には、豊かな体験活動の推進や人権教育の充実も欠かせませ

ん。人権教育の充実に関しては、川島町では、例年、全教員が人権感覚育成プログラ

ムを踏まえた指導ができるよう研修を行っていますので、継続をお願いします。 

豊かな体験活動の推進に関しては、毎年、小中学校では、豊かな体験活動やボラン

ティア活動を計画しています。特に小学生では自然に触れる体験、中学生にはボラン

ティア体験が重要と認識しております。自然に触れる体験では、大学の先生を指導者

に木育の事前指導、そして小川元気プラザにて「木に関するオリエンテーリング」が

行われていました。ぜひ、多くの小学校で「木育推進体験活動」を継続して展開でき

るようお願いいたします。 

   中学生のボランティア活動については、今年度も残念ながら未実施となりました。

ボランティアを行う場を準備できないという声も耳にしますが、次年度からはコミュ

ニティ・スクールとしての活動が始まることもあり、中学生のボランティア活動に光

が当たると考えています。近隣の地域では、盆踊りの櫓を組んでも誰も踊らない、い

っそやめようかと考えていたところ、中学校の協力により、中学生が地域の方から盆

踊りを教わり、各地域で行われた盆踊りに参加してくれたことで、夏祭りが活性化し

たと聞きます。盆踊りボランティア、櫓組み立てボランティア、その他にも地域に貢

献できるボランティアなど、中学生がボランティアとして活躍できる場がきっとある

と思います。加えて、特別活動の主任さん方によって、今回キャリアパスポートの手

引き作成、ファイルでの情報提供ができるようになりました。キャリアパスポートの

利便性が高まり、子供たちのボランティア活動にも有効に活用できると考えます。地
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域の課題解決を共有し、総合的な学習の時間と絡めてその課題解決を目指したボラン

ティア活動が展開されることを期待しています。 
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担当課 教育総務課 

重点目標 Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 

重点施策 ２ いじめ・不登校対策の推進 

重点的に取り組む施策等 １ 教育相談体制の充実 

目的 児童生徒の実態を把握し、いじめや不登校の早期発見、早期解消を図る。 

主な取組 

(1)さわやか相談員、スク―リングサポートセンター相談員、ＳＣ（スクールカ

ウンセラー）、ＳＳＷ（スクールソーシャルワーカー）との連携強化 

(2)カウンセリングスタッフ会議、研修会の実施 

(3)中学生学校生活等意識調査（ＱＵ）に係る補助事業の実施 

(4)いじめ問題対策連絡協議会の開催 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)さわやか相談員、スク―リングサポートセンター相談員、ＳＣ（スクール 

  カウンセラー）、ＳＳＷ（スクールソーシャルワーカー）との連携強化 

   学校と家庭及びスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、

さわやか相談員、スクーリングサポートセンター相談員が組織的な連携を

することで相談体制を構築。 

   また、県から派遣されたスクールソーシャルワーカーによる学校訪問と

不登校児童生徒の対応を行った。不登校でも緊急性のある事案に関しては

町の子育て支援課と協力し、対応した。 

 

 (2)カウンセリングスタッフ会議、研修会の実施 

   教育相談主任やさわやか相談員、適応指導教室指導員、スクールカウン

セラーやスクールソーシャルワーカー参加のカウンセリングスタッフ会議

を実施し、不登校や支援が必要な児童生徒の自立と集団生活への適応能力

を高めるための方策を共有した。 

  ・カウンセリングスタッフ会議（７回開催） 

第１回：５月 31日、第２回：７月８日、第３回：９月 20日、 

第４回：10月 21日、第５回：12月 13日、第６回：２月 10日、 

第７回：３月 10日 

  ・川島町スクーリングサポートセンターから、子供について不安や悩みを

抱えている保護者向けに「しらさぎだより」を発行した。 

※年３回発行（６月・10月・２月） 

 

 (3)中学生学校生活等意識調査（ＱＵ）に係る補助事業 

５月及び 10月に実施し、生徒指導等に活用した。 

 

 (4)川島町いじめ問題対策連絡協議会の開催 

   ７月 13日、２月 20日に協議会を開催。いじめの防止等のための対策の 

推進に関する事項やいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に関す 

る事項について協議を行った。小中学校でのいじめ防止に対する取組につ 

いて発表を行った。 

 

２ 課 題 

   今後もいじめ防止のため、関係機関が緊密な連携を図り、対応していく

必要がある。 
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～ 教育に関し、学識経験を有する者の意見 ～ 

２ 川島町教育行政重点施策の評価の結果 

Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 

２ いじめ・不登校対策の推進 

令和４年５月 17日に「いじめ対応の更なる強化・改善について（通知）」が文部科

学省から出されています。その大まかな趣旨は、いじめ問題に対する基本認識を学校

全体で共有し，いじめを見逃さない仕組みを構築するとともに，学校や教育委員会の

みでは解決できない事案については警察等の関係機関に速やかにつなぐなど，組織的

ないじめへの対応の徹底です。 

具体的には、①いじめ問題に対する基本認識の徹底、②どんないじめも見逃さない

対応の強化、③犯罪とも言うべきいじめ問題に係る警察等との積極的連携の３点が挙

げられています。 

特に、いじめの重大事態について，首長部局との連携をさらに強化するため、総合

教育会議を活用し、総合教育会議に附議すること。なお、総合教育会議に先立ち、当

該事案に係る教育委員への報告や教育委員会会議の開催を遺漏なく行うことに留意す

ることとあり、教育委員会、首長部局と連動したいじめ対策の徹底を呼び掛けていま

す。 

不登校については、令和５年２月 14日に不登校に関する基礎資料が文部科学省から

出されています。その資料によれば、最初のきっかけとは別に「学校に行きづらくな

る理由」（複数回答）について、「ある」と回答があった児童生徒のうち、「勉強が

分からない」（小学生 31％、中学生 42％）との回答が最も高い割合でした。また、「学

校に戻りやすいと思う対応」（複数回答）では、「個別に勉強を教えてもらえること」

（小学生 11％、中学生 13％）が一定の割合を占め、学習支援の重要性が示唆されてい

ました。保護者からの回答では、「支援機関等の対応への評価」（単一回答）におい

て、「教育支援センター（適応指導教室）等の公的支援機関」について「利用できる

環境であるが利用していない」（小学生 29％、中学生 34％）が一定数を占めており、

支援の必要を認識していないことや、相談先が分からないことなどから支援につなが

っていないことが分かり、相談窓口の周知やアウトリーチ型支援が必要であると指摘

しています。 

いじめや不登校については、早期発見、早期解消を関係機関と連携し繰り返し対応

していくこと、スクーリングサポートセンター・スクールソーシャルワーカー・相談

窓口等の取組を保護者に周知し、相談しやすい環境を整備していくことが求められま

す。川島町では、定期的にカウンセリングスタッフ会議を開催し、教育相談主任をは

じめ、さわやか相談員、スクールソーシャルワーカー等の関係職員が情報の共有、対

応の連携等を話し合っていました。また、スクーリングサポートセンターが発行して
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いる「しらさぎだより」は保護者の支援として有効な取組と考えています。 

2017 年に国が示した不登校にかかわる基本指針について、不登校の子どもを持つ保

護者のおよそ６割はその基本方針を「知らない」と回答したという調査もありますの

で、児童生徒及び保護者への具体的な対応については、学校訪問や便りの発行と併せ

て、やはりアウトリーチ型の対応を増やしていきたいところです。 

ぜひ、悩んでいる家庭に必要な情報・支援が届けられるよう、引き続きお願いしま

す。 

加えて、若手教員が増加する中、教職員のいじめ等にかかわる研修は必須だと思い

ます。いじめの発達心理を学ぶ研修、いじめの実態を知る研修等、様々な角度からの

研修を全小中学校で実施していただきたいと思います。 
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担当課 教育総務課 

重点目標 Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 

重点施策 ３ 健康づくりとスポーツの推進 

重点的に取り組む施策等 １ 子供の健康保持・増進 

目的 
児童生徒の食育及び健康づくりについて、食と体の健康づくり、歯の健康づ

くりを推進することで、すこやかな生活が送れるようにする。 

主な取組 

(1)新型コロナウイルス感染症予防対策の取組 

(2)学校給食を活用した食育の推進 

(3)学校保健教育推進事業 

(4)フッ化物洗口によるう蝕予防事業 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)新型コロナウイルス感染症予防対策の取組 

   各校に教育業務支援員を配置し、校内の消毒をこまめに行うことで、新 

型コロナウイルス感染症拡大防止に取り組んでいる。 

   また、各クラス担任を中心に「教室の換気」、「３密を避ける」、「手洗 

い、うがい等の徹底」に取り組むとともに、児童生徒にも呼びかけている。 

 

 (2)学校給食を活用した食育の推進 

   各学校での授業や給食集会などをとおして、日常生活における食の重要 

性を指導することができた。また、試食会や給食だよりを活用して、保護 

者に対しても食習慣の大切さを伝えることができた。 

 

 (3)学校保健教育推進事業 

   各学校の学校保健委員会において、学校関係者、保護者、児童生徒を対 

象に学校医、学校歯科医、薬剤師を講師に招いて、予防教育、健康診断の 

必要性等、健康に関する講座等を行った。 

 

 (4)フッ化物洗口によるう蝕予防事業 

   フッ化物洗口は、小中学校において、保護者からの承諾を得て希望する 

者が週１回実施した。 

 

 

２ 課 題 

今後も新型コロナウイルス感染症予防対策に配慮しながらの教育活動を

継続するため、教育委員会では、状況を踏まえ、各校を適切に支援してい

く必要がある。 

食育については、好き嫌いをなくすための栄養指導や規則正しい食生活

を身に付けるための指導を行っている。給食委員会が実施した残食調査で

は特定の食物(野菜等)に食べ残しも見受けられる。十分な栄養摂取が可能

となるよう、今後もさらに食べやすくするために、調理の工夫を重ねてい

くことが必要である。 

   フッ化物洗口と合わせて、さらなる虫歯予防の歯磨き指導や保健指導を

通して、歯科予防教育を進めていく必要がある。 
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担当課 教育総務課 

重点目標 Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 

重点施策 ３ 健康づくりとスポーツの推進 

重点的に取り組む施策等 ２ 体力向上の推進と学校体育の充実 

目的 

新体力テストの結果分析により課題を明確にした積極的な取組を継続して行

い、児童生徒の体力向上に努める。また、体育や運動部活動の充実により、家

庭・地域と連携しながら体力・運動能力の向上に努める。 

主な取組 
(1)体力向上推進委員会による研究ならびに授業研究会の推進 

(2)外部指導者による運動部活動の充実 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1) 体力向上推進委員会による研究ならびに授業研究会の推進 

・川島町児童生徒体力向上推進委員会を４回、授業研究会を２回開催する

ことにより、体育の授業を参観する機会のない教師も参加することがで

きた。また授業研究会では、中学校の専門的な立場からの意見を小学校

の体育授業に取り入れることができ、小・中連携を図ることができた。 

  ・第１回体力向上推進委員会：６月 22日 

 ・第２回体力向上推進委員会：８月 25日 

 ・第３回体力向上推進委員会：10月 25日 

 ・第４回体力向上推進委員会：３月８日 

    

  ・第１回授業研究会 実施日：11月 17日 

 川島町立伊草小学校 「走・跳の運動 高跳び」（第４学年） 

   指導者：嵐山町立菅谷小学校 教頭 荒川 統 先生 

 

  ・第２回授業研究会 実施日：12月６日 

 川島町立川島中学校 「武道 柔道」（第２学年） 

   指導者：嵐山町立玉ノ岡中学校 教頭 西川 光治 先生 

 

 

 (2)外部指導者による運動部活動の充実 

   両中学校の部活動ではより専門的な指導が行うことができるよう、外部

指導者を依頼し、顧問と協力しながら指導を行っている。主に土・日を中

心として活動し、生徒は専門的な指導が受けることができ、また、複数の

大人が見守ることによって、きめ細かい指導や安全面での配慮ができてい

る。 

 

 

２ 課 題 

   令和４年度は、研究会を２回実施し、体育主任だけでなく、若手の教員

も授業を見ることができた。今後は、学校全体で体力向上につながる取組

の活性化を図っていきたい。 

なお、新体力テストの結果を分析し、生涯にわたり運動を楽しむ土台作

りとして、川島町児童生徒体力向上推進委員会で研究し強化を図る必要が

ある。中学校では、新体力テストの実施時期の調整や体育主任を中心に、

体育の授業で効果的に向上する具体的な策に取り組む必要がある。 

具体的には、１時間の授業の工夫や単元計画、年間指導計画の見直しも
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視野に入れていく必要がある。体育の授業や部活動の指導の工夫・改善、

指導者の技術向上を図り、児童生徒の興味・関心・意欲を高めていく。 

   また今後は、総合型地域スポーツクラブと連携・協力し、対象者のニー

ズを踏まえつつ、スポーツを継続的に行うきっかけづくりとなるような教

室を開催できるよう検討する必要がある。 

 

 

 

～ 教育に関し、学識経験を有する者の意見 ～ 

２ 川島町教育行政重点施策の評価の結果 

Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 

３ 健康づくりとスポーツの推進 

今年度も、各学校においては、児童・生徒の健康を守るために新型コロナウイルス

の感染防止に多大な苦労をされたことと思います。 

そのような中、給食集会、保護者への試食会等を通じた食育、学校保健委員会を中

心に開催された講座等、例年通りの活動ができたことは何よりです。 

近年、児童生徒の体力向上においては体育の授業と部活動がそのけん引役を担って

いたわけですが、部活動については、教員の働き方改革、地域の運動の活性化等の面

からも部活動の在り方等が国で検討され、「部活動の地域移行」が進んでいるところ

です。 

川島町においても、こうした流れを見据え、今年度は若手教員の育成も含めて、授

業研究会を２回開催するなど体育の授業の充実に努めていました。また、民間のスイ

ミングスクールのインストラクターを指導者に、つばさ南小・つばさ北小の全児童が

合同で水泳の授業を行ったり、外部指導者を活用し中学校の土日の部活動を行ったり

しており、部活動等の地域移行の準備が着実に進められていると推察しています。 

授業や部活動における外部指導者や施設の活用は、スポーツの魅力や楽しさを子供

たちに再発見できる良い機会となると思います。今後も引き続き、小中一貫校構想を

視野に、予算の確保、並びに部活動を支える指導者の育成、総合型地域スポーツクラ

ブとの連携、指導者人材バンク、スポーツ施設等の確保などへの支援をお願いします。 
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担当課 教育総務課 

重点目標 Ⅲ 子供たちの学びを支える教育環境の充実 

重点施策 １ 時代の変化に対応した教育環境の整備 

重点的に取り組む施策等 １ 小中一貫教育推進 

目 的 

令和４年３月に教育委員会で策定した「～川島町の未来を拓く～小中一貫教

育校開校に向けて（まとめ）」に基づき、「新しい時代を切り開き、活躍できる

力」を身に付けるための質の高い教育を展開する「小中一貫教育校」の開校（※）

を目指します。 

（※）「小中一貫教育校」の開校 

令和７年度（目途）・・・先行統合 

   川島中学校区での施設一体型・小中一貫教育校と、西中学校区での施設

分離型・小中一貫教育校の開校 

 令和 17年度（目途）・・・最終統合 

   町内小・中学校を 1カ所に集約した施設一体型・小中一貫教育校の開校 

主な取組 

(1) 令和７年度の小中一貫教育校に関する説明会の開催 

(2) 第３期・小中一貫教育推進協議会、専門部会による研究、協議 

(3) 小中一貫教育先進校視察研修の実施 

(4) 小学校と中学校の連携、交流、研究事業 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)小中一貫教育校に関する説明会の開催 

   「～川島町の未来を拓く～小中一貫教育校開校に向けて（まとめ）」につ

いて、教職員、保護者、地域住民に周知を図り、また、令和７年度を目途

とする小中一貫教育校の開校に対する理解・協力を求めるため、つぎのと

おり説明会を開催した。 

 ◆保護者説明会  

開催日 時間 対象者 場所 参加者 

６月 20日（月） 

午後７時～ 

伊草小 

保護者 

伊草小 

体育館 
８人 

６月 21日（火） 
中山小 

保護者 

中山小 

体育館 
９人 

６月 22日（水） 
川島中 

保護者 

川島中 

体育館 
９人 

６月 23日（木） 
西中 

保護者 

西中 

体育館 
３人 

６月 25日（土） 

午前 10時～ 

けやき・さくら

保育園保護者 

川島町 

コミセン 
17人 

６月 28日（火） 
とねがわ 

幼稚園保護者 

とねがわ 

幼稚園 
26人 

６月 30日（木） 

午後７時～ 

つばさ南小 

保護者 

つばさ南小

体育館 
22人 

７月１日（金） 
つばさ北小 

保護者 

つばさ北小

体育館 
29人 

合 計 123人 
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 ◆地域住民説明会  

開催日 時間 対象者 場所 参加者 

７月 17日（日） 
午前 10時～ 町内在住者 

川島町コミュニティ

センター 

32人 

７月 23日（土） 17人 

合 計 49人 

 

 (1)小中一貫教育推進協議会、専門部会員による研究、協議について 

   町が推進する小中一貫教育については、学識経験者、小･中学校の教職員

（専門部会員）、保護者代表、地域代表、公募委員からなる「川島町小中一貫 

教育推進協議会」において、研究、協議を進めてる。 

第３期の推進協議会（委員の任期:令和４年６月２日～令和６年３月 31

日）では、特に、令和７年度の小中一貫教育校の開校に向けた、具体的な

研究、協議を実施している。 

    

 ◆令和４年度における推進協議会（全体会議）の開催 

開催日 回 数 内 容 

６月２日（木） 第１回 
・小中一貫教育校開校に向けた諸準

備の内容について 

令和５年１月 17日（火） 第２回 
・川島中学校の小中一貫教育校化に

伴う整備事業方針について 

２月 15日（水） 第３回 ・小中一貫教育の目標について 

   

 ◆令和４年度における推進協議会（専門部会会議）の開催    

開催日 回 数 内 容 

７月 13日（水） 第１回 

・９年間を見通した教育目標の検討 

・川島中学校の小中共用化、教材の

収納場所の検討 

８月４日（木） 第２回 
・川島中学校の小中共用化に伴う現

場確認 

10月 13日（木） 第３回 

・小中一貫教育で目指す児童生徒

像・学校像・教師像の検討 

・川島中学校の小中一貫教育校化に

伴う整備方針の検討 

11月 16日（水） 第４回 

・小中一貫教育で目指す児童生徒

像・学校像・教師像の検討 

・川島中学校の小中一貫教育校化に

伴う整備方針の検討 

12月９日（金） 第５回 

・小中一貫教育で目指す児童生徒

像・学校像・教師像の検討 

・川島中学校の小中一貫教育校化に

伴う整備方針の検討 

令和５年２月９日（木） 第６回 
・小中一貫教育校の年間行事計画等

の検討 
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 (1)小中一貫教育先進校視察研修の実施 

   小中一貫教育に関する知見等を得ることを目的に、小中一貫教育推進協

議会委員及び事務局職員で、次のとおり先進校視察研修を実施した。 

 

視察日 視察地 視察内容 

５月 10日（火） 

春日部市立 

江戸川小中学校 

（施設一体型） 

・小中一貫教育に係る施設整

備の内容（小学校増築校舎

等） 

７月７日（木） 

千葉県成田市立 

下総みどり学園 

（施設一体型） 

・既存の中学校地内に、小学

校を追加整備した小中一貫

教育校の施設 

千葉県成田市立 

大栄みらい学園 

（施設一体型） 

・小・中学校の施設全てを新

たに整備した小中一貫教育

校の施設 

12月 15日（木） 

千葉県成田市立 

下総みどり学園 

（施設一体型） 

・小中一貫教育校の学校運

営・教育活動 

・小中学生の合同活動など 

 

 

 (4)小学校と中学校の連携、交流、研究事業 

   小中一貫教育は、小学校の教職員と中学校の教職員が、義務教育９年間

を見通した中で、目指す子ども像を共有し、お互いの指導方法の違いを尊

重しながら連携、交流、協力し、子どもたちの主体的・対話的な学習を指

導するという新たな取り組みです。 

   このような趣旨から、令和４年度においては、特に、小・中学校の教職

員同士が、お互いに授業方法等を理解し合えるように、異校種間の授業参

観を実施した。 

 

 

２ 課 題 

   令和４年度には、川島町小中一貫教育推進協議会及び専門部会で、「小中

一貫教育の目標」を作成しました。今後は、この「小中一貫教育の目標」

について、さらに審議を深め、令和５年度中に「川島町小中一貫教育基本

方針」を策定する予定です。 

そして、川島町小中一貫教育推進協議会及び専門部会では、この「川島

町小中一貫教育基本方針」に基づき、小中一貫教育推進の柱となる「小・

中学校教員による乗入れ授業」、「小中合同事業」、「小小合同事業」につい

て、具体化に向けた協議、検討を進める予定です。 
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担当課 教育総務課 

重点目標 Ⅲ 子供たちの学びを支える教育環境の充実 

重点施策 １ 時代の変化に対応した教育環境の整備 

重点的に取り組む施策等 ２ ＧＩＧＡスクール構想に対応した教育機器の充実 

目的 

校内通信ネットワーク及び児童生徒１人１台端末等の環境整備を実施するこ

とで、文部科学省よるＧＩＧＡスクール構想実現を目指す。 

また、各校において整備したＩＣＴ環境を活用できるよう、教職員向けの研

修会等を実施することで、学力向上に向けた効果的な授業実施を目指す。 

主な取組 

(1)児童生徒１人１台学習用端末活用の環境の充実 

(2)児童生徒用デジタル教科書の更なる導入と活用・研究 

(3)校内ＬＡＮの追加整備（中山小・伊草小） 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)児童生徒１人１台学習用端末活用の環境の整備・充実 

   更なるＧＩＧＡスクール学習用端末の活用を目的に、川島町独自の取り 

組みとして、新たに「授業支援ソフト」「アカウント管理ソフト」を導入し 

た。また、「授業支援ソフト」「アカウント管理ソフト」の効果的な活用を 

目的に、教職員向け研修会を開催した。 

 

  ・「授業支援ソフト」「アカウント管理ソフト」の新規導入 

・「アカウント管理ソフト」操作研修 

   実施日：６月 30日、７月７日 

  ・「授業支援ソフト」操作研修 

   実施日：７月８日 

   

 

  ・ＧＩＧＡスクールサポーター配置事業 

   学習用端末を活用した効果的な授業の実施を目的に、授業中の学習用端

末の操作方法の支援を行うＧＩＧＡスクールサポーター（１名）を令和

３年度に引き続き、配置。 

※各校７時間、各校計 12日間の配置。 

 

 (2)児童生徒用デジタル教科書の更なる導入と活用・研究 

   デジタル教科書の活用については不十分であり、学校間でも差がある。 

  今後も活用方法等について、研究が必要である。 

 

 

２ 課 題 

   文部科学省よるＧＩＧＡスクール構想の実現を目的に整備した学習用端

末を活用し、すべての児童生徒がいつでも「個別最適な学び」ができる環

境は整っている。 

   さらに、各校からの要望も踏まえ、授業中の児童生徒の画面の確認や、 

  自宅での夜間利用制限を設定することができる「授業支援ソフト」をテス 

ト導入した。 

また、学習用端末の効果的な活用を目的に、教職員向け研修会の開催や 

ＧＩＧＡスクールサポーターの各校への派遣を実施した。 
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今後も教職員がＩＣＴ環境を活用した効果的な授業ができるよう、教職

員向けの研修会等の実施や、環境整備を継続していく必要がある。 

なお、児童生徒用のデジタル教科書については、活用方法について、今

後も研究していく必要がある。 
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担当課 教育総務課 

重点目標 Ⅲ 子供たちの学びを支える教育環境の充実 

重点施策 １ 時代の変化に対応した教育環境の整備 

重点的に取り組む施策等 ３ 安全で快適な学校施設等の整備・充実 

目的 

児童生徒が安心・安全に学校生活が送れるよう、学校施設の改修及び修繕を

適切に行う。 

また、スクールバスを運行することで、安全・安心な登下校を実現する。 

主な取組 

(1)伊草小学校トイレ工事（工事）【継続】 

(2)特別教室へのエアコン追加整備（中山小、伊草小、西中） 

(3)小学校通学バス安全運行の推進 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)伊草小学校トイレ工事（工事）【継続】 

   伊草小学校校舎のトイレ洋式化と非接触水栓の洗面所に改修する工事を

実施することで、衛生環境の向上に取り組んだ。 

 

 (2)特別教室へのエアコン追加整備（中山小、伊草小、西中） 

   各校の特別教室にエアコンを追加整備することで、学習環境の向上に取

り組んだ。 

 

 (3)小学校通学バス安全運行の推進 

   遠距離通学となる旧出丸小学校区、旧小見野小学校区の児童を対象に、

登下校時の安全確保と負担軽減を目的に、スクールバスを運行している。 

  ・スクールバス（29人乗り）計４台 

   つばさ南小学校：２台（１、２号車） 

   つばさ北小学校：２台（３、４号車） 

 

 

２ 課 題 

   町内全ての学校施設が老朽化していることから、施設の長寿命化のため

に計画的な改修が必要である。 

   今後も、「川島町公共施設個別施設計画（令和２年度に策定）」に基づき、

計画的に大規模改造工事等を実施していく。 

   なお、つばさ南小学校、つばさ北小学校の開校（平成 30年４月）から運

行しているスクールバスは、児童の安全・安心な登下校を実現している。 

   今後も、保護者や地域のかたと協議のうえ、スクールバスの運行を継続

していく。 
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～ 教育に関し、学識経験を有する者の意見 ～ 

２ 川島町教育行政重点施策の評価の結果 

Ⅲ 子供たちの学びを支える教育環境の充実 

１ 時代の変化に対応した教育環境の整備 

  少子高齢化の波は、川島町においては年度を増すごとに高くなりつつあります。令和４年

度の児童生徒数は 1,191人、令和１７年度には 482人となると予想されています。 

川島町では令和 17年を目途に、小中一貫校 1校に集約する計画を立て、令和７年には施

設一体型小中一貫校を開設して段階的に統合しようとする準備が進められています。 

令和４年３月には「川島町の小中一貫教育校開校に向けた推進計画」をまとめ、４月には

「学校統合推進室」が設置され、春日部市や成田市へ小中一貫校視察や、町内小中学校で

の授業参観交流が年に６回実施されていました。さらには推進協議会等の活動や統合に向け

た教育活動の様子等を「小中一貫教育だより」、広報誌やホームページ等で広く紹介したり、

保護者や地域住民への説明会を開催したりするなど、時代の変化に対応する一貫校への理

解と協力を得る関係者の方々の努力に感心しています。加えて、小学校、中学校の枠にとら

われず、９年間の教育課程を前期、中期、後期の３つに分け、質の高い教育活動をどう創造し

ていくのか、この構想の実現に大きな期待を寄せています。 

ＧＩＧＡスクール構想における教育機器の整備・充実においては、「授業支援ソフト」「アカウ

ント管理ソフト」の導入並びに操作研修が行われており、ＩＣＴ環境の充実が一歩前進しました。

また、操作が苦手な教員もいることからＧＩＧＡスクールサポーターを引き続き配置するなど、 

ＩＣＴの活用に向けた環境整備も大いに評価しています。ただ、デジタル教科書においては、

各学校間での導入教科に差が見られますので、ここはぜひ共通に拡充していただきたいと思

います。 

  学校施設等の改修では、今年度も引き続きトイレの改修工事が進められていました

し、これまでは空調設備においても特別教室への設置が課題でしたが、中山小、伊草

小、西中学校の特別教室にもエアコンが設置されたことは学校に通う子どもたちにと

って大変ありがたいことだと思います。小中一貫校に向けた計画、費用対効果等の課

題もありますが、今の子供たちに少しでもより良い環境を提供することは大事なこと

ですので、ぜひ続けていただきたいと思います。 
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担当課 教育総務課 

重点目標 Ⅲ 子供たちの学びを支える教育環境の充実 

重点施策 ２ 教職員の資質・能力の向上 

重点的に取り組む施策等 １ 個別の教育的ニーズに応えることができる教員の育成 

目的 

児童生徒一人一人の学び方に配慮した学習課題の設定と、一人一人への適切

な支援ができる教員を育成することで、児童生徒にとって分かりやすい授業を

実現させ、一人一人の学びを充実させる。 

主な取組 

(1)全教職員対象の特別支援教育に関する研修の実施  

(2)特別支援教育の視点を生かした授業・学級運営の推進に関する研修の実施 

(3)個別の教育支援計画・指導計画の作成と活用の推進  

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)全教職員対象の特別支援教育に関する研修の実施 

   特別支援教育支援員研修会を実施して、支援員の資質向上を図った。 

  ・実施日：４月４日 

 

 (2)特別支援教育の視点を生かした授業・学級運営の推進に関する研修の実施 

  西部教育事務所及び町教育委員会の学校指導訪問の際に、授業参観、指導 

を実施した。 

また、各校のニーズに合わせ、特別支援学校の特別支援教育コーディネー

ターによる巡回指導を実施した。 

 

 (3)個別の教育支援計画・指導計画の作成と活用の推進 

   保護者との面談をもとに、児童生徒一人一人の状況に合わせた目標設定、 

支援に対する評価を実施した。 

 

 

２ 課 題 

   特別支援学級だけでなく、通常の学級においても特別な支援を必要とす

る児童生徒が少なからず在籍している。また、特別支援学級に在籍する児

童生徒が「交流」として通常の学級で活動する場面も多い。そうした状況

の中でも個別の教育的ニーズに応えながら授業を展開できる教員を育成す

ることは重要な課題である。 

   そこで、「一人一人の教育的ニーズを把握し、適切な指導や必要な支援を

行う」という特別支援教育の考えについて全教職員を対象とした特別支援

教育に関する研修を実施し、障がいについて理解を深めるとともに個別の

指導計画を作成する手順を学び、「ねらい」を共有して教職員が連携して指

導が展開できるようにすることが不可欠である。 
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担当課 教育総務課 

重点目標 Ⅲ 子供たちの学びを支える教育環境の充実 

重点施策 ２ 教職員の資質・能力の向上 

重点的に取り組む施策等 ２ 信頼関係に基づく生徒指導・教育相談が進められる教員の育成  

目的 子供たちの心身の健全育成と確かな学びの保障を図る。 

主な取組 
(1)児童生徒理解に基づく生徒指導の推進に関する研修の実施 

(2)あらゆる機会をとらえた教育相談の推進に関する研修の実施 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)児童生徒理解に基づく生徒指導の推進に関する研修の実施 

   各校において児童生徒理解に係るアンケートを実施。児童生徒の回答を 

  踏まえ、生徒指導部会等での指導方針・支援方法の検討、確認を行った。 

  ・生徒指導主任による校内研修会の実施。 

 

 (2)あらゆる機会をとらえた教育相談の推進に関する研修の実施 

  ・ＳＣ（スクールカウンセラー）、ＳＳＷ（スクールソーシャルワーカー）

と連携したケース会議の実施。 

   定期的な教育相談部会の開催。児童生徒との面談の実施。 

 

・スクーリングサポートセンターによる月に一度の学校訪問の実施。 

   月に一度、各小学校の担当相談員が授業参観を実施し、特別な配慮が必 

  要な児童への指導の在り方や学級経営等について指導やアドバイスを行っ 

ている。 

 

 

２ 課 題 

   生徒指導については、学級担任を中心に実施しているが、関係機関と連

携し、組織的な対応をすることが必要である。 

 なお、子ども達の不適応や問題行動の原因は、家庭環境や対教師との人

間関係に起因するものも多い。教員が教育相談的配慮や指導力を高めるこ

とで諸問題の減少に繋げることが急務である。 
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担当課 教育総務課 

重点目標 Ⅲ 子供たちの学びを支える教育環境の充実 

重点施策 ２ 教職員の資質・能力の向上 

重点的に取り組む施策等 ３ 教師の指導力・授業力の向上 

目的 

子供たちの学力向上を目的に、学力向上先進県である秋田県に教職員を派遣

し、学力を向上させるための具体的な指導方法や支援方法について学ぶ。 

また、視察参加者による報告会を開催することで、全教職員の指導力向上を

図る。 

主な取組 

(1) 全教職員研修会の実施（学力向上・小中一貫教育の推進） 

(2) 学力先進地校（秋田県）への視察 

(3)学校指導訪問によるきめ細やかな指導支援の実施 

(4)川島町立小・中学校「学び合い交流事業」の実施【継続】 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)全教職員研修会の実施（学力向上・小中一貫教育の推進） 

  ・英語科授業に対応した職員研修 

   実施日：８月 27日 

   会 場：中山小学校 

   対 象：町内全小学校教職員 

   参加者：15名 

 

 (2)学力先進地校（秋田県）への視察 

   子供たちの学力向上を目指し、全国学力学習状況調査の成績が全国 1 位

である秋田県に行き、具体的な取組について先進的な研究を学び、教職員

の意識改革及び、指導力の向上を図った。 

 

  視察期間：令和４年 11月１日～11月２日 １泊２日 

視 察 先：秋田県横手市教育委員会（第１日目） 

秋田県横手市立増田小学校及び増田中学校（第２日目） 

  内  容：『令和４年度 秋田県横手市教育委員会「言語活動の充実による

学力向上推進事業」公開研究会に参加 

  視 察 員：川島町立小中学校教員（各校１名） 

       学校教育推進担当教頭（１名） 

川島町教育委員会学校統合・学校教育指導幹（１名） 計８名 

  視察参加教員による研究授業 

   実施日：令和５年２月３日、２月 24日 

  

 (3)学校指導訪問によるきめ細やかな指導支援の実施   

   実施日：中山小 ６月 10日、つばさ北小 ６月 15日、つばさ南小  

９月 22日、川島中 10月 18日 

        

 (4)川島町立小・中学校「学び合い交流事業」の実施【継続】 

   各学校で「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて、実践的な授業

改善に取り組むとともに、小中の枠を超えて、他校の実践や研究協議に参

加することを通して、教師の指導力を向上し、児童生徒に確かな学力を育 

成するため、「学び合い交流事業」を実施。 
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   実施日：７月４日  伊草小 ３年２組 

７月１３日 川島中 １年１組 

       10月 18日 中山小１年１組 

10月 26日 伊草小２年１組 

       10月 31日 川島中 英語 

       11月２日  つばさ南小 １年１組、４年 1組、５年１組 

       11月９日 中山小 ６年２組、西中 ３年２組 

       11月 10日 川島中 ２年１組 

       11月 17日 伊草小 ４年１組 

       11月 18日 つばさ北小 1年１組 

       11月 22日 つばさ南小 ６年１組 

       12月１日 つばさ北小 ３年１組 

       12月６日 中山小 ３年１組、４年１組 

       12月７日 川島中 1年 1組 

       12月 12日 伊草小 ６年２組 

       ２月３日 西中 ３年 1組 

       ２月 24日 中山小 ６年２組 

 

 

２ 課 題 

   若い教員が増えるなか、経験豊かな中堅及びベテラン教員による指導力

（技術）の伝承のための支援が必要である。 

   また、働き方改革と教育活動の質の向上についてのバランスが重要であ

る。 
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担当課 教育総務課 

重点目標 Ⅲ 子供たちの学びを支える教育環境の充実 

重点施策 ２ 教職員の資質・能力の向上 

重点的に取り組む施策等 ４ 教職員倫理の確立 

目的 教職員の不祥事、学校事故等の防止 

主な取組 (1) 各学校における倫理確立委員会の充実を目指す研修の実施 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)各学校における倫理確立委員会の充実を目指す研修の実施 

   校長会、教頭会における事例報告とその対応について、指導主事が指導 

  を実施。 

 

  ・年度当初の自己評価シートに基づく教育長面談時における指導の実施 

   校長・教頭が作成する自己評価シートを基に、年度当初に校長との教育 

長面談を実施する。その際に、教育長及び各指導主事から学校経営方針の 

確認と教職員事故防止に向けた指導を行った。 

 

  ・管理指導訪問、学校指導訪問時における教職員事故防止の取組への指導 

   施設管理及び教職員の服務、児童生徒に対する指導面から各校の実態を 

校長・教頭から把握し、取組方法への指導・支援を行った。 

 

 

２ 課 題 

   教職員が、自分事として捉え、不祥事防止への意識向上や危機感、使命

感をより一層持つことができるような方策が必要である。 

 教職員同士がお互い「しない」「させない」「見逃さない」という取組と

校内体制の整備が必要である。 
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～ 教育に関し、学識経験を有する者の意見 ～ 

２ 川島町教育行政重点施策の評価の結果 

Ⅲ 子供たちの学びを支える教育環境の充実 

２ 教職員の資質・能力の向上 

  現学習指導要領では、子供たちが、これからの時代に求められる資質・能力を身に

付け、生涯にわたって能動的に学び続けることができる子供の育成を目指しています。

このためには、通常学級、特別支援学級等において、児童・生徒の十分な学びを確保

し、「個別最適な学び」「協働的な学び」を一体的に充実し、「主体的・対話的で深

い学び」の実現に向けた授業改善が欠かせません。そして、その鍵を握るのは教職員

の資質・能力の向上です。 

  では、その鍵を握る教職員を取り巻く現状はどうでしょうか。文部科学省のワーキ

ンググループ等では下記の事項を挙げています。 

 (1）子どもの学ぶ意欲や学力・気力・体力が低下傾向にあるとともに、様々な実体験

の減少等に伴い、社会性やコミュニケーション能力等が不足していること。 

 (2）いじめや不登校、校内暴力等の問題が依然として深刻な状況にあるほか、仮想現

実やインターネットの世界に過度に浸ったことも原因と考えられる事件が発生する

など、子どもたちの間に「新しい荒れ」とも言うべき状況が見られること。 

 (3）ＬＤ（学習障害）、ＡＤＨＤ（注意欠陥／多動性障害）や高機能自閉症等の子ど

もへの適切な支援など、子どもや学校教育に関する新たな課題や、それに関する知

見が明らかになりつつあること。 

 (4）保護者や地域住民が学校運営に参画する仕組みが整備されるとともに、学校に自

己評価の努力義務が課されるなど、開かれた学校づくりに向けて、学校が説明責任

を果たし、保護者や地域社会との信頼を深めることが重要となっていること。 

 

   実際の学校現場においては、こうした教育環境の変化への対応や保護者等からの

様々な要望の中で、教職員は実に多くの業務を抱えています。日々子どもと接し、子

供の人格形成に関わっていくという使命を果たすことに専念できずに、多忙感やスト

レスを感じている教員も少なくありません。 

   また、昨今の児童生徒数の減少に伴う学校規模の縮小化、若手教員の増加、加えて

労働時間や多忙感等の要因により、学年主任等の他の教員を指導する機能の低下や、

同僚性、子供理解、指導力、教育への使命感や情熱が不足している教員の増加なども

指摘されています。 

   このような現状を踏まえるならば、教職員の資質・能力の向上は、教職員だけに目

を向けていては難しいと思います。コミュニティ・スクール、部活動の地域移行、GIGA

スクール、小中一貫教育など「時代の変化に対応した教育環境の整備」と密接な関係
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を図りつつ、教職員の資質・能力の向上を進めていく必要があります。しかしながら、

このような変化の激しい社会においては、オールマイティな教育の専門家としての教

員を求めることは不可能だと思いますし、もはや個々の児童の困難さに応じて担任一

人で学習指導、生徒指導、家庭との連携等の対応を行う資質・能力を身に付けていく

ことは限界に近づいていると思っています。では、どうしたらよいのでしょうか。そ

の一つの方法が「チーム」で対応するということです。そして、「チーム」で対応で

きる教職員の育成こそが急務であると考えます。一人一人の教職員の持つ良さを伸ば

し発揮できる、自分の不足する能力を他の教育資源を活用して教育力を上げるなど、

自分の得意分野を生かし、「チーム」で対応できる資質・能力、例えば専門的な知識

や技能を持った人や組織を、自分の学級経営や授業の中で活用する、プランニング能

力、コーディネイト能力、課題解決能力といった資質・能力の育成が必要だと考えま

す。研修等を通じて、「チーム」で取り組む力を育成していくことが、新たな生徒指

導、教育相談、指導方法等の可能性の扉を開くと確信しています。 
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担当課 教育総務課 

重点目標 Ⅲ 子供たちの学びを支える教育環境の充実 

重点施策 ３ 学力向上のための基盤整備 

重点的に取り組む施策等 １ 「川島方式子ども学習支援システム」による学力向上の推進  

目的 
学力の向上を目指した総合的な事業として「川島方式子ども学習支援システ

ム」を推進し、学力向上を目指す。 

主な取組 

(1)基礎学力向上事業 

(2)小学生日本語検定受検推進事業 

(3)きめ細かい教育の推進事業（各校の実態に応じた町費による 35 人学級の編成） 

(4)私塾と連携した通塾支援事業 

(5)放課後児童クラブ学習支援事業 

(6)外国人児童生徒支援事業 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

(1)基礎学力向上事業(学力調査、家庭学習ノート、問題集、比企地区学力 

テスト)  

  ・「かわべえ・かわみん家庭学習ノート」３冊と「英語ドリル」を全児童に

配付。 

・ＣＲＴ全国標準学力検査（小学校全学年）を実施。 

・ＮＲＴ全国標準学力検査（小学２年生、４年、中学１年生）を実施。 

・比企地区学力テスト（中学３年生）に対する補助。 

・川島町立中学校学力調査（中学１年生、２年生）を実施。 

 

 (2)小学生日本語検定受検推進事業 

   特定非営利活動法人日本語検定委員会主催の日本語検定の受検機会を拡 

大し、児童の学力の基礎となる日本語力の向上を図るため、日本語検定（５ 

級、６級）を受検する児童に対して、検定料を町が負担する事業を実施し 

  た。 

 

  ※日本語検定は、「１敬語・２文法・３語彙・４言葉の意味・５表記・６漢 

   字」の６つの領域別問題と、読解問題などの総合問題から構成されてお 

   り、日本語の総合的な能力を測るものです。領域別得点率が一定の基準 

   に満たない領域がある場合には、認定されません。総合得点率と領域別 

   得点率の両方の基準を満たすことで認定されます。 

  〇総合得点率 ⇒ 70％以上、領域別得点率 ⇒ 50％以上で「認定」 

 60％以上、領域別得点率 ⇒ 50％以上で「準認定」 

 

   対象：小学５・６年生（280名の内、274名が受検） 

   受検会場：各小学校を準会場とし授業の中で実施 ※会場は各小学校 

   検定料：５級、６級ともに 1,800円 

   実施日：11月11日  

   受検級：小学５年生 ６級（小学校４年生レベル） 

      ：小学６年生 ５級（小学校卒業レベル） 

 

級別認定率（平均）６級：７４．１％、５級：７５．３％ 
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  ◆検定結果 

 

 

(3)きめ細かい教育の推進事業 

   「きめ細かい教育」を推進するため、小学校には、35人学級の編成を目 

的とした教員の配置を、中学校には指導の充実を目的とした「教科指導充 

実教諭」の配置を実施している。 

  ・中山小：特別支援学級を担当する教員を１名配置。 

  ・川島中：美術の指導を目的とした教科指導充実教諭（週４日勤務）を 

１名配置。 

・西中 ：数学の指導を目的とした教科指導充実教諭（週３日勤務）を 

１名配置した。 

   きめ細かい教育の推進事業として、教員を配置することで、学力向上や 

規律ある態度の育成を図った。 

 

 (4)私塾と連携した通塾支援事業 

   経済的理由などによる教育の格差が生まれ、そのことで、それぞれの学 

歴や就職につながるといった負の連鎖が生じており、この格差を解消する 

ことが社会的な課題となっている。 

   教育委員会では基礎学力の定着と学力の向上を目指して「学校と私塾が 

連携した学習支援事業」を実施し、通塾を断念していた子供たちや保護者 

に対しての支援をしている。 

  対象者：川島町教育委員会が認定した令和３年度就学援助認定児童・生 

      徒（小学校：５年生、６年生、中学校：全学年） 

  支援内容：教育委員会と支援協定を結ぶ私塾（飛翔塾）に対象児童生徒が

通塾する場合に、受講料の一部を町が助成。 

  助成額 受講料１コースに対して 5,000円を上限とし、予算の範囲で、年 

      間で３コース、15,000円を上限。 

  通塾支援の実施結果 小学生：２名、中学生：１名 

 

 (5)放課後児童クラブ学習支援事業 

   町内全て（４か所）の放課後児童クラブに教員経験である放課後児童ク

ラブ学習支援員を派遣し、学習支援を実施することで、学力向上を目指す。 

 

 (6)外国人児童生徒支援事業 

   町立小・中学校に在籍する外国人児童生徒に対して日本語の指導を行う

支援員の派遣をＮＰＯ法人川島町国際友好プラザに委託し、日本語の指導

学校名 検定級 受検者数 認定者数 準認定者数 
認定率

（％） 

中山小 
６級 

５級 

48 

44 

43 

28 

０ 

５ 

89.6 

63.6 

伊草小 
６級 

５級 

33 

40 

26 

35 

２ 

０ 

78.8 

87.5 

つばさ 

南小 

６級 

５級 

17 

24 

17 

18 

０ 

５ 

100.0 

75.0 

つばさ 

北小 

６級 

５級 

17 

31 

14 

24 

１ 

１ 

82.4 

77.4 

合計 
６級 

５級 

115 

139 

100 

105 

３ 

11 

87.0 

75.5 
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を行うことで、児童生徒の学校生活への適応の向上を図る。 

  実施校：中山小、伊草小、つばさ南小、川島中 

 

 

２ 課 題 

   県独自の学力学習状況調査では子供たちの学力の伸びを経年で把握する

ことができる。更に、町独自の学力確認テストを実施することにより基礎

学力の定着が図れていない分野を分析することができる。 

これらのデータを有効活用するためには、小中学校でさらに分析し、日

頃の授業に役立てていかなければならない。 

学力向上を目的とした取組については、検証のうえ、継続していく必要

がある。 

放課後児童クラブ学習支援事業については、今後も事業を継続していく

必要があるが、学習支援員の確保には苦慮している状況である。 

外国人児童生徒支援事業については、さまざな国籍の児童生徒が増加す

るなか、事業を継続するためにも、ＮＰＯ法人川島町国際友好プラザと情

報共有・連携していくことが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 51 - 

 

～ 教育に関し、学識経験を有する者の意見 ～ 

２ 川島町教育行政重点施策の評価の結果 

Ⅲ 子供たちの学びを支える教育環境の充実 

３ 学力向上のための基盤整備 

現学習指導要領では、「主体的に学習に取り組む態度」の育成が求められています。

このためには、子どもたち一人一人の「やってみたい」という意欲を大事にし、具体

的な行為につながる支援が肝要となります。 

川島方式子供学習支援システムによる学力向上基盤づくり事業では、町、学校、家庭、

地域が一体となって様々な角度から子供の学習を支援する取組を展開しています。今

年度は、町費で川島中学校に美術１名、西中学校に数学１名の教員を増員し、中山小

学校には特別支援学級を指導する教員 1 名を配置し、一人一人の思いに応えることが

できる教育活動を実現しています。その他、「かわべえ、かわみん学習ノート」「英

語ドリル」等の家庭学習の教材、通塾支援、放課後児童クラブでの学習支援、外国人

児童生徒への支援等が行われており、川島町で生活する子供たちの学習環境を町ぐる

みで支えようとする意気込みを感じます。 

こうした取組が、どのような成果をもたらしているのかを子供たちのみならず、関係

する人々にも丁寧にフィードバックすることで、子供の学力を支える基盤はより強固

となっていきます。そのフィードバックする材料も川島町ではきちんと用意されてい

ました。川島町ＣＲＴ学力確認テストであり、国、県等で実施された各種学力学習調

査です。これを材料として、関係した人たちを集めての成果報告会の開催などはどう

でしょうか。それぞれの取組を確認し合うとともに、様々な角度からの子供たちを支

援する方々の横の連携も生まれるかも知れません。 

学力向上の基盤がより強固な一枚岩になっていくことを期待しています。 
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担当課 教育総務課 

重点目標 Ⅲ 子供たちの学びを支える教育環境の充実 

重点施策 ４ すべての子供の学びの保障 

重点的に取り組む施策等 １ 就学支援の充実 

目的 

教育の機会均等のため、経済的理由によって就学が困難と認められる児童生徒に対し

て、学校給食費、学用品等を就学援助費として支給することにより、義務教育の円滑な実

施を図る。幼児教育の振興と保護者の経済的負担軽減を図る。 

主な

取組 

(1)要保護及び準要保護児童生徒就学援助事業 (2)特別支援教育就学奨励事業  

(3)育英資金貸付事業 (4)奨学金利子助成事業 (5)自転車総合保険加入事業  

(6)新中学１年生自転車通学用ヘルメット支給事業【新規】 

施策

の評

価 

及び

課題

等 

１ 施策の評価 

 (1)要保護及び準要保護児童生徒就学援助事業 

   令和４年度に、小・中学校に就学する児童生徒の保護者への経済的負担を軽減する

ため、「川島町就学援助費支給要綱」及び「要保護児童生徒援助費補助金及び特別支

援教育就学奨励費補助金交付要綱」により学用品費等を支給した。 

 

◆小学生                           (単位：円) 

区 分 人 数 金 額 

新入学用品費(令和４年度就学予定児童) 11 562,210 

学用品費 114 1,197,950 

通学用品費 99 199,218 

校外活動費 42 47,131 

修学旅行費 16 315,812 

ＰＴＡ会費 82 160,900 

オンライン学習通信費（世帯） 83 1,059,334 

計 3,542,555 

 

◆中学生                           (単位：円) 

区 分 人 数 金 額 

新入学用品費(令和５年度就学予定生徒) 16 927,680 

学用品費 66 1,341,660 

通学用品費 42 83,068 

校外活動費 25 48,314 

修学旅行費 30 1,537,110 

通学用自転車購入費 17 306,000 

ＰＴＡ会費 56 118,200 

生徒会費 66 98,350 

体育実技用具費 13 53,300 

オンライン学習通信費（世帯） 28 305,666 

計 4,819,348 
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 (2)特別支援教育就学奨励事業 

◆小学生                (単位：円) 

区 分 人 数 金 額 

給食費 20 429,575 

修学旅行費 ３ 29,232 

校外活動費 ９ 5,830 

学用品・通学用品購入費 20 128,175 

オンライン学習通信費 10 70,000 

計 662,812 

 

◆中学生                (単位：円) 

区 分 人 数 金 額 

給食費 ７ 138,460 

校外活動費 ６ 6,930 

学用品・通学用品購入費 ８ 197,304 

修学旅行費 ２ 57,720 

体育実技用具費 １ 2,050 

オンライン学習通信費 ３ 21,000 

計 423,464 

 

 (3)育英資金貸付事業 

貸付件数 ２件 

◆運用状況                           (単位：円) 

区 分 前年度末現高 決算年度中の増 決算年度中の減 年度末現在高 

貸付金 12,984,384 600,000 2,716,626 10,867,758 

現金 7,015,616 2,716,626 600,000 9,132,242 

計 20,000,000 3,316,626 3,316,626 20,000,000 

 

 (4)奨学金利子助成事業 

・広報紙やホームページでの町民への周知 助成件数：０件 

 

 (5)自転車総合保険加入事業 

・生徒、保護者の安全・安心を考慮し、自転車通学をしている川島中、西中の全校 

 生徒（441名）の自転車総合保険料を全額負担した。 

 

 (6)新中学１年生自転車通学用ヘルメット支給事業【新規】・ 

 

  

２ 課 題 

   経済的理由によって就学や進学が困難となることがないように支援しているが、、

就学援助事業及び育英資金貸付制度等の周知については、工夫が必要である。 

自転車総合保険加入事業（平成 30 年度開始）については、生徒の安全・安心のた

めの事業であり、保護者からは好評である。 

また、これまでは保護者負担で購入していた自転車通学用ヘルメットについて、保

護者負担軽減を目的に、令和４年度から、新中学１年生を対象に自転車通学用ヘルメ

ット無償支給事業を開始した。 
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担当課 教育総務課 

重点目標 Ⅲ 子供たちの学びを支える教育環境の充実 

重点施策 ４ すべての子供の学びの保障 

重点的に取り組む施策等 ２ 児童・生徒一人一人を大切にする教育の推進 

目的 一人一人の教育的ニーズに応じた支援の充実 

主な取組 

(1)特別支援学級の整備・充実（全小中学校設置）  

(2)通級指導教室の整備・充実（小中各１校設置）  

(3)スクーリングサポートセンターの整備・充実 

(4)児童生徒支援員の配置（全小中学校配置） 

(5)さわやか相談員の配置（全中学校配置） 

(6)就学相談、就学支援委員会の充実  

(7)幼保小連携事業の推進 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)特別支援学級の整備・充実（全小中学校設置） 

   特別支援学級の担任によって作成された個別の教育支援プラン（Ａ・Ｂ

プラン）に基づいて、特別支援学級における指導を行うとともに、通常学

級との交流学習を積極的に行うことにより、インクルーシブ教育（※)を推

進。 

（※)特別な支援の必要な子供とそうでない子供が平等に学ぶために合理的な

配慮のもとで行われる教育 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

知的障がい 

学級 

小：17人 

中：４人 

小：16人 

中：４人 

小：20人 

中：３人 

小：20人 

中：８人 

自閉症・情緒

障がい学級 

小：７人 

中：５人 

小：13人 

中：５人 

小：13人 

中：６人 

小：16人 

中：６人 

 

 (2)通級指導教室の整備・充実（小中各１校設置） 

通室児童生徒数 小学校：14名、中学校：15名 

  就学支援委員会による通室判断「適」の児童生徒数 

小学校：11名、中学校：18名 

 (3)スクーリングサポートセンターの整備・充実 

  ・毎月１回、各小学校に担当相談員が巡回訪問し、子供たちの観察と助言

を校長に行う。 

  ・毎月１回、スクーリングサポートセンターの相談員とさわやか相談員、

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）等によ

るカウンセリングスタッフ会議で、不登校児童生徒の情報共有、支援策

についての協議を実施。 

 

 (4)児童生徒支援員の配置（全小中学校配置） 

   特別支援教育支援員について、各学校・幼稚園の実態に応じて配置した。 

   また、通常学級に在籍する特別な支援を要する児童生徒についても、 

日常の支援を行うことができた。 

・令和４年度特別支援教育支援員の配置状況（26人) 

中山小：  ６人(７人) 
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伊草小：  ４人(４人) 

つばさ南小：２人(４人） 

つばさ北小：４人(３人) 

川島中：  ５人(２人) 

西中：   ５人(５人) ※( )内は令和３年度の配置人数 

 

 (5)さわやか相談員の配置（全中学校配置） 

  相談員が扱った中学生の相談について 

  相談人数：49人  相談項目：不登校・性格・行動・学業 

 

 (6)就学相談、就学支援委員会の充実 

  ・幼稚園・保育園において巡回就学相談会を実施し、就学の不安や悩みが

ある保護者に情報を提供した。 

  ○町立けやき保育園 ：７月 28日 

○町立さくら保育園 ：７月 25日 

  ○私立とねがわ幼稚園：７月 27日 

  ・就学支援委員会全体会３回、専門委員会を２回開催し、医師、学識経験 

   者、保健師、児童福祉施設の職員、学校職員参加のもと、適正な就学に 

   係る教育的支援に関することを審議した。 

  ○全体会（年３回）：７月 14日、11月 24日、2月 2日  

  ○専門委員会（年２回）：９月 6日、11月 10日 

 

 (7)幼保小連携事業の推進 

  ・各小学校と町立保育園及び私立幼稚園の連携については、入学前に連絡

会を行い、園児の情報交換を行った。また、保育園や幼稚園での様子を

小学校教諭が参観し、新入学児童の理解を図った。 

  ・小１プロブレムの解消や小学生に就学前児童への思いやりの心を育成す

ることを目的に、町立保育園、私立幼稚園の園児と町立小学校児童の交

流を実施。【中止】 

 

２ 課 題 

   特別支援学級の担任により作成された「教育支援プランＡ・Ｂ」を日々

の教育活動に活用することが課題である。作成にあたっては、どのような

力を身につける必要があるか、どのような支援や配慮が必要なのかを記入

し、自立活動として時間割に明確に位置付ける必要がある。 

   さらに、指導の経過や児童生徒の変容について追記し、共有することに

より、直接指導にあたる特別支援教育支援員をはじめ、交流する学級の担

任や授業者が連携しながら指導の適否を確認していくことで特別支援学級

の指導の充実を図っていく必要がある。 

   こうした特別支援学級における指導・支援は、個に応じた指導の基本で

ある。各学校では特別支援学級を核として一人一人を大切にする教育を推

進することが課題である。 

   また、就学支援委員会で「特別支援学級適」や「特別支援学校適」等の

判断がされても、保護者との合意形成が難しいケースが見受けられる。保

護者の理解が得られるように特別支援学級における指導の一層の充実を図

るとともに、特別支援教育に対する丁寧な説明を行っていくことが不可欠

である。 

 

【中止】：新型コロナウイルス感染症拡大防止のための中止。 
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～ 教育に関し、学識経験を有する者の意見 ～ 

２ 川島町教育行政重点施策の評価の結果 

Ⅲ 子供たちの学びを支える教育環境の充実 

４ すべての子供の学びの保障 

   アメリカのインフレ抑制に伴う利上げにより、我が国でも円安が進行し、10月には

23年ぶりとなる１ドル 150円となりました。このため、輸入する原材料費が値上がり

し、これに伴っての値上げが私たちの生活に大きな影響をもたらしました。特にコロ

ナ禍と相まって、子育て世代における生活費、大学生の学費等への不安が高まった時

期でもあります。こうした社会情勢はこの川島町においても例外ではありません。 

川島町では、第３子以降の保育料を無料化したり、中学校全生徒の自転車総合保険

を全額負担したり、１人１台のタブレット配付に伴い、要保護・準要保護児童生徒、

さらには特別支援教育就学児童生徒にもオンライン学習通信費（要保護・準要保護世

帯 14,000円、特別支援教育就学世帯 7,000 円）を補助したり、新中学１年生に自転車

通学用ヘルメットを無償支給したりなど、子供の安心・学びを保証する就学支援を拡

充しています。このことは大いに評価できます。 

また、特別支援学級を全小中学校に設置するとともに、さわやか相談員や支援員の

拡充に尽力されていることに感謝いたします。 

しかしながら現状は、特別な配慮が要する児童生徒、不登校児童生徒は近年増加傾

向にあります。クラスの子供一人一人への対応は、一人の教員が担うには限界にきて

いると思います。川島町のスクーリングサポートセンターの取組、相談員、支援員の

更なる拡充を教員・保護者も期待していますので、ぜひ予算確保も含めよろしくお願

いしたいと思います。 
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担当課 教育総務課 

重点目標 Ⅲ 子供たちの学びを支える教育環境の充実 

重点施策 ５ 学校・家庭・地域が連携した教育活動の推進 

重点的に取り組む施策等 １ 防犯教育・安全教育・防災教育の推進 

目的 

登校時の交通安全指導や登下校時の見守り活動等により、家庭・地域と連携

し、防犯教育と安全教育を推進し、交通事故や不審者等による犯罪の防止に努

める。 

主な取組 

(1)家庭、地域と連携した安全体制の推進 

(2)交通安全教育及び防犯教室の実施 

(3)防災教育及び防災教室の実施 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)家庭、地域と連携した安全体制の推進 

   登下校時の安全対策、交通安全・犯罪防止活動に、川島町交通指導員や 

川島見守り隊、スクールガードリーダー、こども 110番の家協力者連絡会 

等に協力をいただいている。 

  ・各種情報媒体の活用(緊急メール配信システム、防災行政無線) 

   防犯、災害等緊急時の家庭への連絡手段として、緊急メール配信システ 

ムを導入している。不審者情報の提供や災害時の保護者への連絡など、

緊急かつ確実に多くの保護者に連絡しなければならないときなどに効果

がある。各学校は、不審者や災害時以外の連絡等でも活用している。 

  また、防災行政無線での見守り放送は、町民からも評価を得ている。 

  ・学校だより等を通じた家庭への働きかけやＰＴＡと連携した防犯・交通

安全活動等、あらゆる機会、手段を用いて防犯教育や安全教育を推進し

ている。 

 

 (2)交通安全教育及び防犯教室の充実 

   各小・中学校において登下校指導を定期的に実施している。また、各小 

学校では道路の歩き方や自転車の乗り方についての指導を定期的に実施し 

ている。なお、保護者、地域のかたにも登下校の見守りの協力をいただき、 

地域全体で交通安全に取り組んでいる。 

 

(3)防災教育及び防災教室の実施 

   各学校において、避難訓練（地震・火災等）を行っている。 

また、集団下校の際には安全指導を行い、その際には雷や突風の危険性 

  や対処方法の指導を行っている。 

   町防災対策室職員による水害についての防災教室を川島中学校、西中学 

  校の２年生を対象に実施。 

 

 

２ 課 題 

   今後も引き続き、学校・家庭・地域等が一体となった取組が必要である。

そのためには、学校が行う安全教室(交通安全・防犯)等の機会に、地域の

かたに参加していただき、顔合わせをしておくことも必要である。 

   保護者の理解のもと、緊急メール配信システムを有効活用し、適切に情

報提供をしていく必要がある。 
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担当課 教育総務課 

重点目標 Ⅲ 子供たちの学びを支える教育環境の充実 

重点施策 ５ 学校・家庭・地域が連携した教育活動の推進 

重点的に取り組む施策等 ２ 家庭教育の充実 

目的 

核家族化、都市化、地域の人間関係の希薄化に伴い、子育てが難しい社会環境

になりつつあり、同時に家庭の教育力の低下が懸念されていることから、親が親

として成長するための学習機会を提供する。 

主な取組 

(1)「家庭生活の約束６か条」及び「ノ－テレビ・ノ－ゲ－ムの日（※）」の推進 

(2)「彩の国教育の日」及び「彩の国教育週間」における取組の推進 

（※）毎月の５日、15日、25日 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)学習習慣定着のための「家庭生活の約束６か条」及び「ノ－テレビ・ノ－

ゲ－ムの日」の推進 

・「早寝 早起き 朝ご飯」運動の普及、啓発事業 

   「家庭生活の約束６か条」（小学校版、中学校版）を作成・配布し、家 

   庭に「続けよう 早寝、早起き、朝ごはん」を呼びかけた。 

   「家庭生活の約束６か条」（小学校版、中学校版）に係わるアンケート 

   調査を各小・中学校のＰＴＡ広報部を中心に実施し、各校の広報で紹介し

た。 

 

 (2)「彩の国教育の日」及び「彩の国教育週間」における取組の推進 

  【主な取組】 

  ・中山小「中山小まつり」 

  ・伊草小「まつの木フェスティバル」 

  ・つばさ南小「つばさフェスティバル」 

  ・つばさ北小「ウイングフェスティバル」 

  ・川島中「合唱祭」 

  ・西中「合唱祭」 

 

 

２ 課 題 

   引き続き、学校・家庭・地域が一体となった取組が必要である。 

また、学校からの情報発信については、取組方法も含めて、見直す必要が

ある。 
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担当課 教育総務課 

重点目標 Ⅲ 子供たちの学びを支える教育環境の充実 

重点施策 ５ 学校・家庭・地域が連携した教育活動の推進 

重点的に取り組む施策等 ３ 「学校応援団」の充実 

目的 
学校応援団の小・中学校における組織を活性化するとともに、教育支援の充

実を図る。 

主な取組 
(1)学校応援団活動に対する支援の充実 

(2)学習ボランティアの活動支援 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)学校応援団活動に対する支援の充実 

   学校応援団は、町内全小・中学校で組織されており、令和４年度の登録 

者数は 394人である。 

なお、学校応援団による教育支援活動は次のとおりである。 

 

【小学校】 

①朝の交通安全母の会による交通安全指導と安全の見守り及び、見守り隊

による登下校時の見守り及び防犯活動 

②読書活動等へのボランティア（読み聞かせ、図書室の整理等） 

③総合的な学習の時間や社会科、生活科での地域の方々によるボランティ 

ア（米作り・さつまいもつくり・地域の昔の話等） 

④家庭科、算数科でのボランティア 

(裁縫用ミシンの使い方、教科学習支援等) 

⑤学校の環境整備 

（除草作業や側溝内の堆積物の除去、樹木などの簡単な枝落とし） 

【中学校】 

・学校の環境整備 

   （ 除草作業や側溝内の堆積物の除去、樹木などの簡単な枝落とし） 

 

 (2)学習ボランティアの活動支援 

   学習ボランティアの効果的な活用を次のとおり実施した。 

【小学校】 

①読書活動等へのボランティア（読み聞かせ、図書室の整理等） 

②総合的な学習の時間や社会科、生活科で地域の方々によるボランティア

（米作り・地域の昔の話等） 

③家庭科、算数科、体育科でのボランティア(裁縫用ミシンの使い方、教科 

学習支援等の協力） 

 

 

２ 課 題 

   交通安全や防犯を含め、ボランティア等による学校応援団は、学校だけ 

  では解決が困難な問題に対して重要である。今後も、地域住民とのつなが 

  りを大事にしながら、支援の内容がさらに広がるような工夫・改善が行わ 

れるよう協議していく必要がある。 
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～ 教育に関し、学識経験を有する者の意見 ～ 

２ 川島町教育行政重点施策の評価の結果 

Ⅲ 子供たちの学びを支える教育環境の充実 

５ 学校・家庭・地域が連携した教育の推進 

豊かな心を持ち、たくましく生きる子どもは、学校、家庭といった「点」だけでは

育たない、学校と家庭、学校と地域との連携といった「線」でも育たない、子どもを

真ん中に置き、学校、家庭、地域との連携といった「面」でこそ育つと考えます。 

川島町では、交通安全や防犯、防災等の教室の実施、学習支援ボランティアによる

読み聞かせやミシン縫いの手伝い、除草や図書室の整理等、学校・家庭・地域の連携

による教育活動の充実に努めています。川島町の地理的条件を踏まえるならば、子供

たち、町民の命を守る観点から、学校・家庭・地域が一体となって防災教育に取り組

むことは極めて重要であると言えます。中学校を中心に防災教室が開催され、マイタ

イムラインの作成、ハザードマップを活用した災害対策等を共に考える機会を設けて

いました。こうした取組を積み上げ、災害時には組織的かつ有機的な連携を発揮でき

るよう、子供たちの育成をお願いしたいと思います。また、学校・家庭・地域に加え、

防犯や交通安全等では警察との連携は欠かせません。薬物乱用、情報セキュリティ、

不審者対応教室等の実施については、保護者・地域の方々参加・協力をもとに授業参

観日や学校公開日等での開催をぜひお願いしたいと思います。 

今後、川島町では、コミュニティ・スクール＋小中一貫校を視野に入れた連携の見

直し・強化を図っていく必要があります。 

例えば、学校応援団。今後、学校運営協議会等との関係性や組織体制、活動内容等

の整理・見直しが必要となってくるものと思います。その他、家庭と共に取り組んで

いる事業の見直しも必要になってくるかと思います。「ノーテレビ・ノーゲームの日」

の推進や「家庭生活の約束６か条」の配付等を通じて家庭との連携に取り組んでいる

と思いますが、その実態や成果はどうでしょうか。「テレビ、ゲーム１時間の日なら

やれるかも」といった声も聞きます。PTA と共に、見直し・改善を進めていくことで、

より連携を深め、持続可能な教育活動につなげることができると思います。また、部

活動の地域移行。これも地域や家庭との協力がなければ成り立たない課題です。 

これからの予想できる変化に対して、どのように連携すればよいのか、どのような 

   教育活動を展開していけばよいのか、現行の取組を行いつつ、その答えを模索する

研究が必要と考えます。 
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担当課 生涯学習課  

重点目標 Ⅳ 新たな生涯学習の推進体制の探求 

重点施策 １ 生涯学習の推進体制の再構築と実践 

重点的に取り組む施策等 １ 「地域活動センター（仮称）」開設に向けた調査・研究 

目的 
平成４年の生涯学習推進のまち宣言以降、堅持してきた生涯学習の推進体制

について、現代的課題をふまえて再構築を検討する。 

主な取組 
(1)地域活動センター（仮称）開設準備検討委員会の実施【新規】 

(2)先進事例地の視察・情報収集【新規】 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1) 地域活動センター（仮称）開設準備検討委員会の実施【新規】 

  ・地域活動センター（仮称）開設準備検討委員会の設置要綱の検討を行った

が、会議の実施には至らなかった。 

・地域活動センター（仮称）に関連する部署（政策推進課・総務課・健康福祉

課・子育て支援課・農政産業課）を集めて庁内会議を実施することで、各課

の意見聴取、集約に努めた。 

 

 (2) 先進事例地の視察・情報収集【新規】 

  下記施設の視察、情報収集を行った。 

  ・三郷市  北公民館（旧小学校の跡地を利用した公民館） 

        瑞沼市民センター 

  ・小川町  木部区民センター 

  ・東松山市 大岡市民活動センター 

  

 

 下記の会議で比企地区内の地域活動センター・公民館の情報収集を行った。 

  ・第１回比企地区公民館連合会主事部会 令和４年７月 28日 
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担当課 生涯学習課 

重点目標 Ⅳ 新たな生涯学習の推進体制の探求 

重点施策 １ 生涯学習の推進体制の再構築と実践 

重点的に取り組む施策等 
２ 地域学校協働活動（地域ゆめ・みらいづくり事業）の実践

と研究 

目的 

旧出丸小学校、旧小見野小学校を活用し、地域全体で子供を育てる仕組みづ

くりを推進するとともに、近隣大学との連携により、地域を活性化するための

様々な活動を実施する。 

主な取組 
(1)地域学校協働活動「地域ゆめみらいづくり事業」の実践 

(2)近隣大学との連携による学生の活動参画 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)地域学校協働活動「地域ゆめみらいづくり事業」の実践 

  旧出丸小学校、旧小見野小学校を活用し、地域全体で子供を育てる仕組み

づくりを推進するとともに、地域を活性化するための様々な活動を実施した。 

 

  ・運営に関する会議の開催状況 

地域学校協働本部会議及び地域会議を２回開催 

 

  ・旧小学校の開放状況 

   開放場所：旧出丸小学校・旧小見野小学校 

   開放日数：旧出丸小学校  42日    

旧小見野小学校 42日  合計 84日 

 

   来場者：旧出丸小学校  1,972人  

旧小見野小学校 2,582人  合計 4,554人 

 

  ・実施講座数 

   【旧出丸小学校】 

    11講座：参加者数 425人 

        ドッジボール、水ふうせんバトル、まがたまづくり、 

        クリスマス deきもだめし、多肉植物の寄せ植え教室 等 

 

   【旧小見野小学校】  

    7講座：参加者数 561人 

        Go to mini縁日、きもだめし、こども写真教室、 

ハロウィンイベント 等 

合計 18講座／986人 

 

  ・学習支援   

各旧小学校において、学習支援を目的として、自習室を設置するととも

に、学習支援員による学習会を実施した。 

 

 (2)近隣大学との連携による学生の活動参画 

  地域学校協働活動のハロウィンイベントにて、スタッフと共に大東文化大

学の学生が運営に携わり、222人の来場があった。また、学習支援において、

中学生チャレンジ学習会（計５回）を実施し、城西大学付属川越高等学校の

生徒が指導にあたった。 
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２ 課 題 

   本町の地区公民館は常時開放されていないため、子供から大人までの居 

場所づくりとしての機能は、本来の「公民館的機能」として今後も拡充し

ていく必要がある。地域住民による運営スタッフが力量を高め、自律的に

運営され始めている点は大きな成果であると言える。この方向性を一層推

進するために、スタッフや運営を支える組織づくりをさらに推進したい。

また、近隣大学や企業等と連携し、より魅力的で地域の活性化に資する事

業を展開したい。 
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担当課 生涯学習課 

重点目標 Ⅳ 新たな生涯学習の推進体制の探求 

重点施策 １ 生涯学習の推進体制の再構築と実践 

重点的に取り組む施策等 ３ 総合型地域スポーツクラブと連携した活動の充実 

目的 

社会情勢の変化に伴い、従来の地区対抗を中心とした「動員」「参加依頼」型

ではなく、スポーツに関心のある方が誰でも自由に楽しめるスポーツイベント

を、川島町総合型地域スポーツクラブと連携して実施する。 

主な取組 (1)魅力的なスポーツフェスティバルの実施 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)魅力的なスポーツフェスティバルの実施 

   ・講師の指導による「跳び箱教室」や「体力測定」を実施するとともに、

「はじめてのスポーツ」をテーマにした、各種団体等によるスポーツ

の体験広場を実施した。 

    

（参加人数） 

   ・体力測定   58人 

   ・跳び箱教室 121人 

   ・ボルダリング体験 362人 

   ・剣道体験   40人 

   ・ソフトテニス体験 77人 

   ・サッカー体験 119人 

   ・インディアカ体験 132人 

   ・バスケットボール体験 156人 

 

   ・総合型地域スポーツクラブの活動充実に資する内容の実施 

    総合型地域スポーツクラブにて、「ボッチャ体験教室」を実施した。 

参加人数 149人 

 

 

２ 課 題 

   「はじめてのスポーツ」をテーマにした体験広場は、多くの方にご参加

いただいた。 

イベントが一過性のものとならないよう、継続してスポーツを楽しめる

仕組みづくりを総合型地域スポーツクラブと連携し、構築することが必要

である。 
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～ 教育に関し、学識経験を有する者の意見 ～ 

２ 川島町教育行政重点施策の評価の結果 

Ⅳ 新たな生涯学習の推進体制の探求 

１ 生涯学習の推進体制の再構築と実践 

少子化、高齢化による地域コミニュティの弱体化に歯止めをかけ、地域の活力を再

生する新たな生涯学習の体系の構築が喫緊の課題であると捉えます。川島町では、地

域活動センター（仮称）、総合型地域スポーツクラブをその推進の重要な要として位

置付け、地域内外の団体とネットワークをつくり、多様な学習、スポーツ、地域活動

を展開できるようにすることを目指そうと取り組んでいます。 

今年度、新たな集いの場を創出する「地域活動センター(仮称)」の開設に向け、開

設準備検討委員会設置のための例規検討、先進事例地の視察、センター機能の検討等

が始まりました。しかし予定していた開設準備委員会による検討会の開催までは至り

ませんでした。「どのようなセンターにするのか」「どのようにネットワークを構築

していくのか」など、すぐにでも検討を始めたい事項が多々あったのではと思うと、

検討会議が開催できなかったことは誠に残念でした。 

しかしながら一方で、新たな推進体制の構築に向けた基盤づくりともなる、地域学

校協働活動や川島町総合型地域スポーツクラブは充実してきました。地域学校協働活

動では、今年度も昨年度と同様にコロナ禍の活動になりましたが、旧小見野小学校、

旧出丸小学校を活用した各種講座や「ちいきの学習会」に参加する親子連れが増え、

昨年度の 1.5 倍程度の参加者がありましたし、どの会場においても参加者の意欲を引

き出す工夫や準備に努力している運営スタッフの方々の姿があり、うれしく思いまし

た。ぜひ、こうしたスタッフの活動を支援する上でも、印刷機やコピー機等の活動を

支える環境整備についてもご検討いただければと思います。 

また、今年度のスポーツフェスティバルにおいては、、各クラブが取り組んできた

成果をスポーツフェスティバルとして発表・開催するといった場、参加者にスポーツ

の楽しさを伝える場、さらにはこれら取組を YouTube 等で広く広報し、新たなスポー

ツクラブへの参加を促す場となっていたと評価しています。川島町総合型地域スポー

ツクラブをプラットホームに、各地域のスポーツクラブの活動支援、育成支援が実を

結びつつあると感じています。今後も関係機関・関係組織等とビジョンを共有し、「一

緒に作っていく」を基本に、ネットワークの拡充に向けたプロセスを大事にしながら、

成長させていただきたいと思います。 
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担当課 生涯学習課 

重点目標 Ⅳ 新たな生涯学習の推進体制の探求 

重点施策 ２ 活動・学習のための仕組みづくり 

重点的に取り組む施策等 １ 新たな地域子ども教室の展開 

目的 
子供が、地域社会の中で様々な体験活動ができるような機会を提供する。ま

た、地域学校協働活動と連携し、小学校区単位で事業の実施について検討する。 

主な取組 
(1)地域学校協働活動と連携した地域子ども教室の実施 

(2)小学校の学区単位での事業の実施検討【新規】 

施策の評価 

及び課題等 

 

１ 施策の評価 

 (1)地域学校協働活動と連携した地域子ども教室の実施 

   地域子ども教室（つばさ北っ子くらぶ）において、地域学校協働活動（み

んなのひろば）と連携して、科学実験教室「葉っぱでしおりづくり」、「折

り紙を楽しもう」を実施した。 

 (2)小学校の学区単位での事業の実施検討【新規】 

   同じ小学校区である三保谷地区（三保谷っ子くらぶ）と出丸地区（出丸

たんけんクラブ）の活動を『つばさ南っ子くらぶ』として、八ツ保地区（八

ツ保っ子くらぶ）と小見野地区（小見野っ子くらぶ）の活動を『つばさ北

っ子くらぶ』に統合し活動を始めることができた。 

 

 

２ 課 題 

   令和７年度には、小中一貫教育校の開校が予定されているが、現在の小

学校区の活動を一体化させるのか、現小学校区で実施するのかは検討の余

地がある。平成 29 年度末の小学校統合以降、丁寧に２つの地域が連携で

きるように調整を行うことで、現在の小学校の学区単位での地域子ども教

室の枠組みを構成することができた。 

令和７年度の小中一貫教育校が実現された際には、地域組織については、

改めて丁寧な調整が行われないと、活動自体が衰退・消失してしまう危惧

がある。引き続き、現状を正確に分析し、将来を見据えた適切な組織運営

の支援が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 67 - 

 

担当課 生涯学習課 

重点目標 Ⅳ 新たな生涯学習の推進体制の探求 

重点施策 ２ 活動・学習のための仕組みづくり 

重点的に取り組む施策等 ２ 町内中学校及び、近隣大学との連携強化 

目的 
子供が、地域社会の中で様々なスポーツや体験活動ができるような機会を提

供する。また、大学と連携することで大学の教育力を地域社会の中で活用する。 

主な取組 

(1)近隣大学との連携による各学習・スポーツ講座の充実 

(2)地域学校協働活動をプラットフォームにした学校・地域子ども教室・各種

地域団体との連携 

施策の評価 

及び課題等 

 

１ 施策の評価 

 (1)近隣大学との連携による各学習・スポーツ講座の充実  

   「体力測定教室」（11月３日/計２回/58名）〔武蔵丘短期大学〕 

   「みんなのスポーツ」（7月～9月 計 4回）〔武蔵丘短期大学〕 

   「50/2kmキッズウォーク」（11月 20日/計 1回/17名）〔大東文化大学〕 

 

 (2)地域学校協働活動をプラットフォームにした学校・地域子ども教室・各 

種地域団体との連携 

   地域学校協働本部会議と地域会議を６月と２月に開催し、学校、公民館、

地域子ども教室、民生・児童委員等を本部委員として委嘱し、運営などに

ついて情報を共有する機会を設けた。 

   また、講座やイベントを実施する際には、チラシ等を学校に配布し、周

知に努めた。 

   実際の活動においては、地域学校協働活動を展開する旧小学校にて、地

域子ども教室を実施したり、町の文化協会と連携した講座を実施した。 

 

 

２ 課 題 

   近隣大学との連携による各学習・スポーツ講座の充実については、11月

３日に開催した「かわじま スポーツチャレンジ 2022」において、武蔵丘

短期大学と連携し「体力測定」、また、「みんなのスポーツ」を 7月・10月・

11月に 4回実施した。今後、総合型地域スポーツクラブも含めた三者の連

携を通して、講師の招聘や、事業の充実を図っていくことが求められる。

また、同日に開催した「第 30 回川島町生涯学習町民ふれあいフェスティ

バル」にて、ステージ発表の運営に大東文化大学の学生が携わった。さら

に、11月 20日に開催した「50/2kmキッズウォーク」においても同大学の

学生が運営に協力した。 

   地域学校協働活動をプラットフォームにした学校・地域子ども教室・各

種地域団体との連携については、本部会議及び地域会議を開催し、公民館、

ＰＴＡ、民生委員の方にも参加していただいた。今後も、実際の活動時に

協力してもらえるような仕組を整備し、多様な事業を展開できるような取

組が必要である。 
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担当課 生涯学習課 

重点目標 Ⅳ 新たな生涯学習の推進体制の探求 

重点施策 ２ 活動・学習のための仕組みづくり 

重点的に取り組む施策等 ３ 総合型地域スポーツクラブの運営支援 

目的 
地域に存在する人材・施設・資金等を活用し、住民が主体的に運営する総合

型地域スポーツクラブを支援して、町全体のスポーツの活性化を推進する。 

主な取組 

(1)先進事例地の情報収集の継続 

(2)運営安定化への支援 

(3)中学生の部活動支援に資する内容の実施への支援 

(4)プレ事業の実施と登録者増加への支援 

(5)総合型地域スポーツクラブの種目メニューの増加への支援 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)先進事例地の情報収集の継続  

   県内で活動する総合型地域スポーツクラブからなる「彩の国 SC ネット

ワーク」の会議に参加するなど、県内他市町村の先進クラブと情報交換を

行い、スムーズな運営方法を研究した。 

 

 (2)運営安定化への支援 

   スポーツ振興くじの助成金に係る事務や新しい種目の提案、運営方法に

係る助言等、様々な場面で連携を図り、クラブの運営の安定化を支援した。 

 

 (3)中学生の部活動支援に資する内容の実施への支援 

   本年度は、中学生向けの定期講座として、卓球、ヒップホップの講座を

新たに実施し、中学生のスポーツ環境の充実に資する事業に取り組んだ。 

 

 (4)プレ事業の実施と登録者増加への支援 

   新しい種目の提案や運営方法に係る助言等、様々な場面で連携を図り、 

クラブの運営の安定化、新規会員の獲得を支援した。 

 

【プレ事業、体験教室】 

   ７月９日(土)：ボッチャ教室(障がい者のみ)     29人 

   ９月 17日(土)：ボッチャ教室(一般のみ)      ９人 

   ９月 21日(水)：スポーツチャンバラ教室      19人 

   11月５日(土)：卓球教室             ５人 

   11月 15日(火)：将棋教室             ２人 

   11月９日（水）：スポーツチャンバラ        ３人 

   11月 12日(土)：ボッチャ             ３人 

   11月 19日(土)：ボッチャ（障がい者・一般共同）  25人 

   11月 19日(土)：ソフトテニス           ８人 

   11月 24日(木)：ピラティス教室          32人 

   ２月２日(木)：ピラティス教室           10人  

   ２月 16日(木)：ピラティス教室          ５人 

   ２月 10日(金)：ヨガ教室             14人 

   ２月８日(水)：骨盤ストレッチ          ８人 

   ２月７日(火)、14日(火)、21日(火)：シェイプアップビート 

 11人 
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   ２月 25日(土)：サッカー教室           17人 

 

【新規定期レッスン種目】 

・骨盤ストレッチ     会員数： ８人 

・将棋          会員数： ５人 

・ヒップホップアドバンス 会員数： ８人 

・卓球アドバンス     会員数： ５人 

・スポーツチャンバラ   会員数： ６人 

・ピラティス       会員数： 14人 

 

(5)総合型地域スポーツクラブの種目メニューの増加への支援 

   町と包括連携協定を締結している大学などを紹介し、総合型地域スポー

ツクラブの種目やメニューの増加を支援した。（年度末会員数：205名） 

 

 

２ 課 題 

   新規定期レッスンも開講するなど、会員数を伸ばすことができた。 

今後も、同クラブを核として、スポーツに取り組むきっかけづくり、ス

ポーツ環境の充実を図っていく必要がある。また、同クラブが他の既存団

体等から活動を認められ、頼りにされる存在に成長するよう、地道なＰＲ

活動を継続するとともに、助成金等を有効活用し、自主運営ができるよう

に支援していく必要がある。 

   幅広い世代の人々が複数のスポーツを気軽に楽しめるように工夫し、住

民相互が世代を超えて交流する場として活用できるよう、同クラブを育

成・支援していくことが求められる。 

   また、部活動の地域移行に向け、地域の受け皿としての役割が担えるよ 

  う、引き続き運営体制の強化、定期講座の充実を図っていく必要がある。 
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～ 教育に関し、学識経験を有する者の意見 ～ 

２ 川島町教育行政重点施策の評価の結果 

Ⅳ 新たな生涯学習の推進体制の探求 

２ 活動・学習のための仕組みづくり 

今年度は、地域子ども教室において、三保谷地区、出丸地区の活動を「つばさ南っ

子くらぶ」、八ツ保地区と小見野地区の活動を「つばさ北っこくらぶ」として統合し、

新たな活動がスタートしました。小中一貫校構想の計画に基づき、地域子ども教室の

新たな枠組み作りが始まったと評価します。まずは令和 7 年度に向けて、充実した活

動が展開できる仕組みづくりや環境整備をお願いします。その際、学校運営協議会、

地域学校協働活動、他の関係団体や保護者等も含め、細かな調整と時間が必要となる

ものと思われます。新たな枠組みのビジョンを共有、共創を図りつつ、令和 17年の最

終統合の際にも活用できる取組となるよう進めていただきたいと思います。 

また、近隣大学や地域学校協働活動における各種地域団体との連携による教室・講

座の開催は、実施内容のレパートリーを豊かにし、ネットワークを広げる機会ともな

ります。大東文化大学や武蔵丘短期大学と連携した教室・講座や地域子ども教室と地

域学校協働活動との連携による教室等が行われていましたし、学校協働本部会議、総

合地域型スポーツクラブを核とし、学ぶ環境づくり、スポーツを楽しむ環境づくり、

関係団体への活動支援等が着実に進められていました。 

加えて今年度は、総合型地域スポーツクラブとの連携による中学校部活動への支援

として、新たに卓球教室やヒップホップの講座が開催されていました。中学校の部活

の地域移行は、地域ぐるみで子供たちを育てる土壌を築けるかが勝負です。今後も引

き続き、部活動の地域移行を視野に入れ、こうした講座の充実やクラブ育成への支援

をよろしくお願いします。なお、総合型地域スポーツクラブを核としたクラブ会員数

は、前年度よりもおよそ 50人も増加しており、関係者の地道な支援が実を結びつつあ

ると評価しています。 

今後も地域の企業や他地域の教育機関、近隣大学等とのネットワークを広げ、新た

な生涯学習の基盤づくりが進むよう支援をお願いします。 
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担当課 生涯学習課 

重点目標 Ⅳ 新たな生涯学習の推進体制の探求 

重点施策 ３ 施設利用者の利便性の向上 

重点的に取り組む施策等 １ 社会教育・体育施設のリニューアル工事 

目的 
老朽化の顕著な社会教育施設において、利用者の利便性を向上させるため

に、施設改修を実施する。 

主な取組 

(1)コミュニティセンター等照明器具ＬＥＤ化更新工事【新規】 

(2)武道館屋上防水工事【新規】 

(3)緊急時対応修繕費の計上 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)コミュニティセンター等照明器具ＬＥＤ化更新工事【新規】 

   川島町コミュニティセンターの照明器具は老朽化が進んでいることか

ら、照明器具のＬＥＤ化更新工事を実施し、施設利用者の利便性の向上を

図ることができた。 

 (2)武道館屋上防水工事【新規】 

   川島町武道館の屋上について、経年劣化等により雨水の侵入があったこ

とから、屋上防水工事を実施し、施設の保全と施設利用者の利便性の向上

を図ることができた。 

 

 (3)緊急時対応修繕費の計上 

   施設利用者の利便性を向上させるため、故障や破損部分について、緊急 

修繕を実施した。 

  【主な修繕】 

   ・コミュニティセンターエントランスタイル修繕                          

   ・コミュニティセンター高窓排煙装置修繕                        

   ・コミュニティセンター及びフラットピア川島誘導灯緊急修繕                       

   ・ホール通路灯ＬＥＤ灯交換修繕                        

   ・強化ガラスドア交換修繕                        

   ・シャワー室給湯器交換修繕 

・多目的トイレ便座修繕 

   ・旧小学校照明ランプ交換等修繕                            

・旧出丸小学校視聴覚室仕切り壁等修繕  

 

 

２ 課 題 

   本町の社会教育・体育施設は、昭和 40年代後半～60年初頭に建設され 

た施設が多く、適切な維持管理のためには、定期的な修繕が継続的に必要

である。 
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担当課 生涯学習課 

重点目標 Ⅳ 新たな生涯学習の推進体制の探求 

重点施策 ３ 施設利用者の利便性の向上 

重点的に取り組む施策等 ２ 町立図書館の利便性の向上 

目的 
町民のさまざまな課題解決や生涯学習を支援する情報拠点を目指し、時代の

ニーズに合わせた利便性の向上を図る。 

主な取組 

(1)授業で使う並行読書用図書の蔵書充実と学校との連携強化 

(2)電子図書館システムの導入【新規】 

(3)比企広域電子図書館協議会（仮称）への参加【新規】 

(4)読書の記録通帳の導入【新規】 

(5)学習者への支援機能のＰＲと相談・情報提供機能の充実 

 「学習・調べもの応援宣言！」 

(6)夏休み子ども学習支援講座（宿題サポート）の充実  

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)授業で使う並行読書用図書の蔵書充実と学校との連携強化 

   学校から依頼のあった授業用図書について、既存の蔵書で提供冊数が不 

足する場合は、不足分を迅速に購入し、提供した。「はたらくくるま(低学 

年向け)」と「どうぶつの赤ちゃん（低学年向け）」のテーマについて、 

まとまった数を購入した。また、依頼が無かったテーマの図書についても、 

蔵書が不足しているものは事前に購入した。 

【授業用図書貸出回数・冊数】 

・令和３年度：９回・227冊 

・令和４年度：10回・270冊 

 

 (2)電子図書館システムの導入【新規】 

   比企広域電子図書館推進協議会に参加する関係市町と協議を進め、令和 

４年９月１日より「比企広域電子図書館 比企ｅライブラリ」の運営を開

始し、非来館者サービスへの裾野を広げることができた。また、広報紙や

ホームページへの掲載、ポスター掲示、チラシの配布、イベント開催時の

来館者への声掛けなどを行い、周知及び普及を図った。 

【登録者数】 

令和４年度：170人 

 

 (3)比企広域電子図書館協議会（仮称）への参加【新規】 

   電子図書館の導入に向け、令和４年３月 25日に１市６町で組織する「比

企広域電子図書館推進協議会」を設立した。電子図書館システム導入に係

る事業者の審査など、導入に必要となる準備を関係市町と共に進め、令和

４年９月１日「比企広域電子図書館 比企ｅライブラリ」をスタートさせ

た。 

 

 (4)読書の記録通帳の導入【新規】 

   ４月 26 日より借りた本の書名や貸出日などを印字できる「読書の記録

通帳」の交付を開始した。 

年代を問わず来館者へ周知を行った。また、読書マラソン時の「読書の

記録通帳」の活用、小学校２年生の図書館見学時には、記録通帳の記帳体

験を見学内容に取り入れるなど、図書館利用及び読書活動の推進を図った。 
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【交付人数】 

   令和４年度：390人 

 

 (5)学習者への支援機能のＰＲと相談・情報提供機能の充実 

  「学習・調べもの応援宣言！」 

   学校図書主任等との連絡会にて、総合学習等の授業で使う図書につい 

て、先生側で資料を指定せずとも、テーマ・単元・学年に応じ図書館に 

選定を任せる方法も可能であるとＰＲした。 

   県立図書館や他市町村立図書館から資料を取り寄せられることについ

て、広報かわじま等を用いて周知を図った。 

  【借受件数】 

   ・令和３年度：1,089件 

   ・令和４年度：1,301件 

 

 (6)夏休み子ども学習支援講座（宿題サポート）の充実 

   町内小学生を対象に、夏休みの宿題の自習をボランティア指導者が  

サポートする事業を行った。 

   令和３年度は新型コロナウイルス感染症のため、開催日数を１日短縮し 

たが、感染拡大防止対策を十分に行い、例年と同様に５日間開催した。 

  ・７月 21日(木)・22日(金)、27日(水)～29日(金) 

  ①午前の部：午前 10時～正午 

  ②午後の部：午後１時～午後３時  

  【参加者】 

   ・令和３年度：延べ 114人 

   ・令和４年度：延べ 140人 

 

 

２ 課 題 

  (1)授業で使う並行読書用図書の蔵書充実と学校との連携強化 

   学校からの希望による授業用図書の貸出について、テーマによっては資 

料数が少なく、希望数を揃えられないことがあるため、今後も需要の多い 

テーマについては資料の充実を図る必要がある。 

 

  (2)電子図書館システムの導入【新規】 

   登録者数がまだ少ないため、電子図書館に関するイベントを実施する 

など、さまざまな方法で周知を行っていく必要がある。 

 

  (3)比企広域電子図書館協議会（仮称）への参加【新規】 

   電子図書館の共同利用期間が令和９年３月 31日までであることから、 

共同利用期間の継続時に利用状況が芳しくないと現在の関係市町で、継続 

して共同運営できない可能性がある。そのため、引き続き電子図書館の普 

及に取り組んでいく必要がある。 

 

  (4)読書の記録通帳の導入【新規】 

   交付者数を増やすため、引き続き周知を行っていきたい。また、新１年 

生の図書館利用券申込時に合わせて申込みをしてもらうなど、申込方法の

工夫などもしていく。 

 

  (5)学習者への支援機能のＰＲと相談・情報提供機能の充実 

   県内他館から資料が取り寄せられることについても、まだ知らない利用 
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者も多いので、一層の周知を図る必要がある。また、司書によるレファレ

ンスサービスについても周知をしていく。 

 

  (6)夏休み子ども学習支援講座（宿題サポート）の充実 

夏休み自由研究・宿題サポートでは、指導者の固定化がなかなか解消で 

きていないため、退職教員や教員志望学生の情報を収集して声掛けが必要 

である。 

 

 

 

～ 教育に関し、学識経験を有する者の意見 ～ 

２ 川島町教育行政重点施策の評価の結果 

Ⅳ 新たな生涯学習の推進体制の探求 

３ 施設利用者の利便性の向上  

施設・設備のハード面においては使いやすさ、気持ちよさ、そして安全等が重要に

なります。また、それぞれの施設が持つ機能面、すなわちソフト面では、多様な学習

の提供、学習者への支援方法等が利便性を高める上で重要なポイントとなります。 

川島町では、川島町民体育館、コミュニティセンター等の照明をＬＥＤに変えたり、

武道館屋根防水工事を進めたりと、快適な環境の維持向上に努めていました。また、

図書館に電子図書館システムが導入され、図書館までの往復が課題となっていた利用

者への図書貸し出しサービスの向上が図られました。他市町村との共同での導入とい

うこともあり、図書購入等を独自にできないといった課題等はありますが、利用形態

の拡大、利用方法等の普及に期待を寄せています。 

また、図書館に来館する意欲の向上を図るため、「読書の記録通帳」や「夏休み自

由研究・宿題サポート」等の取組は、図書に触れる、図書を使う機会を促進する上で

有効な取組だと思います。今後も、学校との連携を密にし、実施期間や実施方法等を

先生方と共に考えつつ、図書を介在させた教室・講座の充実をお願いします。 
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担当課 生涯学習課 

重点目標 Ⅳ 新たな生涯学習の推進体制の探求 

重点施策 ４ 地区公民館・各種団体の支援 

重点的に取り組む施策等 １ 地区公民館のあり方研究と実践 

 

目的 

 

公民館の各種事業・講座の充実を図ることで、川島町の社会教育活動の推進

を図る。また、地区公民館の事業の見直しや新規事業の導入、地区公民館施設・

旧小学校の活用を図ることで、地域の社会教育活動の活性化を図る。 

主な取組 
(1)地区公民館事業の在り方研究会の開催 

(2)旧小学校へ移転した公民館の学習・活動環境の整備【新規】 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)地区公民館事業の在り方研究会の開催【新規】 

   ・第１回公民館の在り方検討会（４月 11日開催） 

   ・第２回公民館の在り方検討会（５月 30日開催） 

   ・第３回公民館の在り方検討会（７月 25日開催） 

   ・第４回公民館の在り方検討会（８月 22日開催） 

   ・第５回公民館の在り方検討会（10月 17日開催） 

   ・第６回公民館の在り方検討会（12月 12日開催） 

   ・第７回公民館の在り方検討会（令和５年２月 21日開催） 

 

 (2)旧小学校へ移転した公民館の学習・活動環境の整備 

  ・年間予約方法の運用方法の確立、また、施設整備として、照明の設置、 

壁の撤去を実施した。 

  

 

２ 課 題 

  (1)地区公民館事業の在り方研究会の開催 

   新型コロナウイルス感染症の影響から、３大事業（盆踊り・地区体育祭・

敬老祭）をはじめとした各種事業を通常通り実施することは難しかった

が、各館が工夫を凝らし、実施できる事業を行った。３大事業については、

伊草公民館で盆踊りを実施し、〔伊草〕、〔三保谷・出丸合同〕、〔八ツ保・

小見野合同〕で地区体育祭・スポーツイベントを行った。また、敬老芸能

祭については、全ての地区では実施できなかったが、対象者に記念品を配

布した。なお、更なる事業の充実に向け、住民に求められる公民館活動を

実施できているのか再評価が必要と考えられる。 

   また、地区公民館の在り方に関するアンケートを実施し、公民館関係団

体、元公民館委員、ＰＴＡ、一般町民から回答を収集した。このアンケー

ト結果をもとに、今後の新たな公民館について、公民館の在り方検討会に

おける議論を継続して行うことが求められる。 

 

  (2)旧小学校へ移転した公民館の学習・活動環境の整備 

旧小学校は耐震化がなされているというメリットがあるが、他方で施設

自体が老朽化しているという課題がある。 
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担当課 生涯学習課 

重点目標 Ⅳ 新たな生涯学習の推進体制の探求 

重点施策 ４ 地区公民館・各種団体の支援 

重点的に取り組む施策等 ２ 各種団体の支援 

目的 
各種団体の活動を補助金やソフト面で支援することで、町全体の生涯学習の

推進を図る。 

主な取組 

(1)スポーツ推進員の資質向上に係る研修会の充実 

(2)スポーツ少年団・文化協会・スポーツ協会への事業助成の継続 

(3)外国人支援事業 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)スポーツ推進員の資質向上に係る研修会の充実 

   スポーツ推進委員としての活動の質的な充実を図ることを目的とし、 

  11月３日に開催した「かわじま スポーツチャレンジ 2022」の事前講座 

も兼ねて、10月に体力測定の講習会を実施した。 

 

 (2)スポーツ少年団・文化協会・スポーツ協会への事業助成の継続 

  〇スポーツ少年団 

   スポーツ少年団の活動支援を目的に補助金を交付した。 

   （令和４年度 合計 674,000円） 

  ○文化協会 

   文化協会加盟団体が実施した事業について、文化協会に対して補助金を 

交付した。 

   ・川島町書道愛好会    （書道展、中央文化展：合計 40,000円） 

   ・ぬのしり写友会    （写真展、中央文化展等：合計 50,290円） 

   ・川島陶芸クラブ          （中央文化展：合計 10,000円） 

   ・絵画愛好会“遊画”  （絵画展、中央文化展：合計 40,000円） 

   ・合唱連盟          （かわじま音楽祭：合計 30,000円） 

   ・郷土愛好会（中央文化展、まがたま作り教室：合計 30,000円） 

   ・川島俳句連盟           （中央文化展：合計 10,000円） 

                     （７団体：合計 210,290円） 

○スポーツ協会 

   専門部主催の教室や大会への補助を実施した。また、スポーツ協会加盟 

団体に対して補助金を交付した。 

                （15団体：合計 663,000円） 

   

 (3)外国人支援事業 

   ＮＰＯ法人川島町国際友好プラザに事業を委託し、町内に在住・在勤の 

外国人に対する国際交流事業の実施や、日本語学習等の支援を行った。 

令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、オンラインでの 

日本語教室を中心に、各種交流事業を実施した。また、３月に町民会館に

て川島町国際交流パーティーを開催した。 

  【令和４年度実績】 

   ・外国人との文化交流事業      ： 53回 

   ・国際友好コーディネート事業    ：261回 

   ・外国人に対する日本語教室等の実施 ： 53回 
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   ・外国人を支援する方法を学ぶ講座  ： 1回 

    「身近な外国人と交流しませんか」 

 

 

２ 課 題 

  (1)スポーツ推進員の資質向上に係る研修会の充実 

   今後、スポーツ推進委員が地域で活躍していくため、地域における  

スポーツの課題を把握し、実態に応じた研修会を企画・実施していく必要

がある。 

  (2)スポーツ少年団・文化協会・スポーツ協会への事業助成の継続 

  ○文化協会 

   加盟団体数が減少しており、文化協会に加盟していない団体に対する加

入への一層の働きかけや、協会に加盟することで、展示会などの活動に対

して補助金を受けることができる利点等を周知することが必要である。 

   新型コロナウイルス感染症の影響から、各団体の活動が自粛、縮小され

ており、アフターコロナを見据えた活動再開に備え、団体活動が活発に行

えるよう、補助金についても事業規模に併せて検討する必要がある。 

 

  ○スポーツ協会 

    スポーツ協会の加盟団体は、いずれも会員数が減少傾向にあり、町全体

としてスポーツ環境の活性化が課題となっており、既存の団体の活動の充

実を図りつつ、総合型地域スポーツクラブとも連携し、町全体としてスポ

ーツ人口の増加に取り組んでいく必要がある。 

 

  (3)外国人支援事業 

   新型コロナウイルス感染症の影響により、交流事業が少なくなりながら

も、オンラインでの日本語教室等を実施することで、切れ目のない支援を

行った。また、やさしい日本語を使った外国人に対する支援方法を学ぶ講

座を実施し、多文化共生への理解を促進した。 

   今後は、諸外国の文化を学んだり、体験できる講座等の実施を通して、

異文化理解を深めていく必要がある。 
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～ 教育に関し、学識経験を有する者の意見 ～ 

２ 川島町教育行政重点施策の評価の結果 

Ⅳ 新たな生涯学習の推進体制の探求 

４ 地区公民館・各種団体の支援 

近年、地域社会における様々な現代的課題（経済低迷、少子高齢化に伴う人口・労

働力の減少、過疎化の進行 等）に対し、公民館等が行政の関係部局の垣根を越えて連

携・協働し社会教育を活性化することで、地域の絆、地域コミュニティの再生・地域

の活力向上を図ることが求められています。 

少子高齢化が進む川島町においても、現代的な課題への対応、盆踊り等の見直し、

地域文化の継承、動員型の体育祭からの脱却、地域の活性化等を睨みつつ、公民館の

事業の在り方や公民館の役割・活動が問われています。このため地区公民館事業の在

り方研究会の動向は極めて重要と考えます。耐震基準を満たしていない公民館施設の

除却、移転複合化に伴う地域活動センター（仮称）を核とした新たな生涯学習体制、

公民館施設の老朽化、施設の維持にかかる予算等も課題となっており、公民館在り方

検討会の動向に注視している町民の方も多いと思います。ぜひ、地域住民と共に考え、

検討内容の公開も含めて望ましい方向性を追究していただきたいと思います。 

また、町では公民館の再編に伴い、地域の学習活動が停滞しないよう、公民館の活

動拠点を旧小学校へ移転・開催するなどの支援を行っています。より安心して活用が

図られるよう、旧学校の施設内に残る不要物の処分、必要な備品等の整備等を行い、

安全で快適な学習環境づくりを進めていただきたいと思います。 

また、スポーツ少年団、文化協会、スポーツ協会等の各種団体については、助成金

による活動への支援、「地域学校協働活動」「総合型地域スポーツクラブ」「コミュ

ニティ・スクール」「部活動の地域移行」等への理解浸透をお願いするとともに、ス

ポーツフェスティバルや町民ふれあいフェスティバル等を通じて、小中学校との連携

についても拡充できるよう協力をお願いします。なお、川島町においても外国人が増

えています。川島町に在住している外国の方々及びその子供たちの生活を支援するた

めにも、ＮＰＯ法人川島町国際友好プラザへとの事業委託を、引き続きお願いします。 
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担当課 生涯学習課 

重点目標 Ⅴ 社会教育による多様な学びの充実と伝統文化の継承 

重点施策 １ 知的好奇心を刺激する講座等の充実 

重点的に取り組む施策等 １ 趣味・教養に関する講座 

目的 
学習者のニーズの高い多種多様な趣味や教養の講座を開催することで、より

多くの町民に生涯学習活動の機会を提供する。 

主な取組 
(1)趣味に関する講座 

(2)教養に関する講座 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)趣味に関する講座 

   ・空高く打ち上げよう！ペットボトルロケット：７月 30日（13名参加） 

   ・小学生理科実験教室：９月 10日（９名参加） 

・フォークギター教室：８～10月中（全５回/６名参加） 

・親子で家庭菜園  ：９月～11月中（全３回/12名参加） 

   ・初めての詩歌・韻文入門教室：11～１月中（全３回/４名参加） 

 

 (2)教養に関する講座 

   ・スマートフォン教室：10～11月中（全２回/16名参加） 

 

 

２ 課 題 

   「フォークギター教室」については、活動終了後に参加者がサークル化

を希望したため、学習の継続、学習環境の整備という観点で評価できると

考えられる。サークルづくりへの支援など、職員の力量の向上・経験の積

み重ねが今後も大切である。また、日常生活において、情報機器の活用が

必要とされる現状において、「スマートフォン教室」を開催することによ

り、情報格差の問題解消に向けた取り組みができた。今後も、社会情勢や

地域課題に即した講座を実施することで、地域住民の生活の豊かさを追求

することが必要である。 

   新型コロナウイルス感染症の影響により、料理教室等の感染リスクの高

い講座を実施することができなかった。今後は、多様な講座を展開できる

ような環境整備や人材確保が必要である。 
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担当課 生涯学習課 

重点目標 Ⅴ 社会教育による多様な学びの充実と伝統文化の継承 

重点施策 １ 知的好奇心を刺激する講座等の充実 

重点的に取り組む施策等 ２ 地域づくりに関する講座 

目的 
地域の教育力の向上、地域コミュニティの活性化、地域で活躍する人材の育

成を生涯学習の観点から図る。 

主な取組 

(1)地域の課題を解決するための学習講座・活動 

(2)防災の視点を取り入れた公民館活動や講座の実施の検討 

(3)食育講座の実施 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)地域の課題を解決するための学習講座・活動 

   地域の課題である安全・安心に関わる防災の講座として、令和４年７月

２４日に「水害から命を守るシンポジウム ～歴史・経験に学び、未来

につなげる～」を開催した。 

 

 (2) 防災の視点を取り入れた公民館活動や講座の実施の検討 

   社会教育委員会議の令和３年度の建議「水害を中心とした防災教育につ

いて～地域ぐるみで命を守るために～」を踏まえ「水害から命を守るシン

ポジウム ～歴史・経験に学び、未来につなげる～」を開催した。 

 

 (3)食育講座の実施 

   新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食を伴う講座は、実施でき

なかった。 

   

２ 課 題 

   (1)(2)の共通の課題としては、社会教育行政として、審議会の答申や建

議の内容に基づく講座や取組の実施は、民意を反映する仕組みとして大切

にしていかなければならない。多くの自治体において、審議会は形骸化し

ているという指摘もあるが、「生涯学習推進宣言のまち」として、審議会

と連動した事業展開は今後も継続していかねばならない。 

「水害から命を守るシンポジウム ～歴史・経験に学び、未来につなげ

る～」は、社会教育委員会議の調査研究をうけた内容であり、地域課題解

決に資する大切な内容であった。今後も地域課題に即した講座や活動を展

開する必要がある。 

 

  (3)食育講座の実施 

   本町は歴史的に農業に取組んできた町であり、食に関する学びは地域理

解につながるので、飲食を伴わずとも食文化を学べる講座の企画等工夫す

る必要がある。 
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担当課 生涯学習課 

重点目標 Ⅴ 社会教育による多様な学びの充実と伝統文化の継承 

重点施策 １ 知的好奇心を刺激する講座等の充実 

重点的に取り組む施策等 ３ 家庭教育に関する講座 

目的 

近年の核家族化、都市化、地域の人間関係の希薄化に伴い、子育てが難しい

社会環境になりつつあり、同時に家庭の教育力の低下が懸念されていることか

ら、親が親として成長するための学習機会を提供する。 

主な取組 
(1)親の学習の実施 

(2)「親子でチャレンジ」体験講座の実施 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)親の学習の実施 

   入学を控える保護者の心構えと、保護者の子育てに対する不安を取り除

き、保護者の自己肯定感を高める機会となっている。令和４年度も、学校

や講師と十分に事前打合せを行うことで、講演内容の充実と多様な講師と

のネットワークを構築することができた。 

 

   ・「小学校生活のスタートに向けて」 
（対象：中山小新入学児童保護者、実施日：10月 19日、参加者：30名） 

   ・「小学生の保護者になる皆さんへ」 

（対象：伊草小新入学児童保護者、実施日：10月 5日、参加者：33名） 

   ・「小学生の保護者になる皆さんへ」 

（対象：つばさ南小学校新入学児童保護者、実施日：10月 26日、 

参加者：17名） 

   ・「小学生の保護者になる皆さんへ」 

（対象：つばさ北小学校新入学児童保護者、実施日：10月 12日、 

参加者：22名） 

 

 (2)「親子でチャレンジ」体験講座の実施 

・親子で家庭菜園 

   （９月～11月中 全３回/４家族 12名参加） 

 

２ 課 題 
(1)親の学習の実施 

   令和４年度も、新型コロナウイルス感染症の影響により、講演形式のみ

の実施となったため、グループワーク等の保護者が交流する機会を作るこ

とができず、保護者同士が子育ての悩みや入学前の不安等を共有できるま

でにはいたらなかった。改めて、機会の提供が必要である。また、兄弟姉

妹が数年後に入学すること等を踏まえると、常に情報収集をし、新しい講

師となる人材との繋がりが必要である。さらに、前年度の保護者アンケー

トや学校側の要望も取り入れながら、内容について講師と調整すること

で、親の満足度が高まる取組が必要である。 

 

 (2)「親子でチャレンジ」体験講座の実施 

  「親子で家庭菜園」を実施し、4家族 12名の参加があった。３回の講座を

とおし、親子で協力しながら収穫物を得る体験は、親子の会話を深め、良
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い思い出となった。今後は、自然体験の講座のみならず、様々な体験の機

会を提供できるような環境整備を行い、講師等の人材確保に努める必要が

ある。 
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担当課 生涯学習課 

重点目標 Ⅴ 社会教育による多様な学びの充実と伝統文化の継承 

重点施策 １ 知的好奇心を刺激する講座等の充実 

重点的に取り組む施策

等 
４ 文化・芸術に関するイベント 

目的 

日頃、生涯学習活動に勤しむ町民が、その学習成果を発表する場を提供するため

のイベントを開催する。また、観客として来場した町民に対し、生涯学習活動の機

会を提供する。 

主な取組 

(1)コロナ禍に対応した中央文化展の実施  

(2)コロナ禍に対応した生涯学習町民ふれあいフェスティバルの実施方法の検討 

(3)ふれあいミニコンサート等の実施 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)コロナ禍に対応した中央文化展の実施 

  ・第 42回中央文化展の開催  

    芸術文化活動の成果の発表機会として、コミュニティセンターで実 

た。コンパクトかつ、作品鑑賞のしやすい環境を整備し、出展者及び来 

場者の満足度の向上に努めた。また、新型コロナウイルス感染症予防対 

策として、作品間のスペースを開けるために出展数を３点として実施した。 

 

 (2)コロナ禍に対応した生涯学習町民ふれあいフェスティバルの実施方法の検討 

  ・第 30回川島町生涯学習町民ふれあいフェスティバルの開催 

(11月３日開催、ステージ出演団体：13団体) 

    町内で生涯学習活動を行う団体の成果発表と生涯学習機会の提供を目 

   的として実施した。 

令和４年度は、２年ぶりに、町民会館ホールにてステージ発表を行った。

さらに、当日の発表の様子を撮影し、町ホームページや動画投稿サイトに掲

載した。 

また、庁舎多目的室にて、「特別展示 川島町立西中学校美術部による大型

立体作品『サファリパーク』」を開催した。中学生が来場者に展示品の解説を

行ったことで、来場者の満足度も高く、中学生自身も作品を発表する楽しさ

や地域住民との交流を楽しむことができた。 

 

 (3)ふれあいミニコンサート等の実施 

   新型コロナウイルス感染症の影響により実施できなかった。 

 

２ 課 題 

   比企管内の市町村では、新型コロナウイルス感染症の影響により文化展やフ

ェスティバルが中止となる中で、本町は実施方法や作品数を減らすなど開催方

法を熟考することで実施することができた。 

中央文化展は、作品展示数減など、制限があるものの実施できたのは評価で

きると考えている。また、フェスティバルについても、ステージ発表を実施し、

さらに動画配信を行うことで広く団体の活動を周知できたことは評価できる

と考えている。また、学校との連携による作品展示については、新たな試みと

して、中学生が展示品の解説を行った。このような取り組みは、地域住民との

交 流機 会の 創出とい う点 から も価値の ある もの であった 。今 後

も、中学校をはじめとした各団体との連携・関係づくりに挑戦をしていきたい。 
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担当課 生涯学習課 

重点目標 Ⅴ 社会教育による多様な学びの充実と伝統文化の継承 

重点施策 １ 知的好奇心を刺激する講座等の充実 

重点的に取り組む施策等 ５ 子供たちの豊かな読書体験の推進 

目的 
子供たちの娯楽が多様化する中で、幼いころから読書に親しんでもらうため

の機会を提供する。 

主な取組 

(1)読書の記録通帳の導入【新規・再掲】 

(2)としょかん読書マラソンの刷新 

(3)中高生ＰＯＰコンテストの充実 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)読書の記録通帳の導入【新規・再掲】 

   ４月 26 日より借りた本の書名や貸出日などを印字できる「読書の記録

通帳」の交付を開始した。年代を問わず来館者へ周知を行った。また、読

書マラソン時の「読書の記録通帳」の活用、小学校２年生の図書館見学時

には、記録通帳の記帳体験を見学内容に取り入れるなど、図書館利用及び

読書活動の推進を図った。 

  【交付人数】 

   令和４年度：390人 

 

 (2)としょかん読書マラソンの刷新 

   町内小学生を対象に、９月 20日から 12月 20日を読書マラソン期間 

とし、読書の推進を図るために実施した。 

   マラソンカードに記録をつけ、30冊読破するごとに景品をプレゼント 

した。 

   マラソンカードに読んだ本の記録をつけるのが大変であるという意見 

  があったことから、「読書の記録通帳」に記帳した本は、マラソンカード 

  に記入しないルールとし、参加者の効率化を図った。 

  【参加者・読破冊数】 

  令和３年度：103人 

  令和４年度：71人 

   ・150冊以上を読破した児童数：６人 

 

 (3)中高生ＰＯＰコンテストの充実 

  ・町内在住・在学の中高生を対象に、好きな本のＰＯＰ（紹介カード）を

書いてもらい、優秀作品を表彰した。 

  ・最優秀賞である図書館長賞を受賞した生徒には、賞品のほか、図書館の

選書権（図書館に入れる本を選ぶ権利）5,000円分を贈呈した。 

  ・令和４年度も川島中学校と西中学校で夏休みの宿題（自由課題）に取り

入れてもらうことができた。 

   募集期間：８月２日～９月 20日 

   参加者：20人 

応募作品数：20点 

 

   ＰＯＰと図書館所蔵の現物を並べて館内に展示したところ、中高生以外 

の利用者からも反響があり、図書の貸出に繋がった。 
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２ 課 題 

  (1)読書の記録通帳の導入【新規・再掲】 

    交付者数を増やすため、引き続き周知を行っていきたい。また、新１

年生の図書館利用券申込時に合わせて申込みをしてもらうなど、申込方

法の工夫などもしていく。 

 

  (2)としょかん読書マラソンの刷新 

   今年度より「読書の記録通帳」も併用して参加できるルールとしたが、 

実際に通帳を活用した児童は、９人であった。「読書の記録通帳」への記帳

を既存の参加方法に加えたことにより、参加方法が複雑に受け取られてし

まったことが、人数及び冊数減少の原因の一つではないかと考えるが、「読

書の記録通帳」の普及とともに、現在のルールで実施をしていきたい。 

   また、小学校高学年のチャレンジが少ない（５人）。スマホの普及もあ 

り、一人あたりの読書冊数が減っているようにも思える。 

   今後は子供たちが読みたくなるような、おすすめ本の紹介を積極的にす

るなど、読書のきっかけづくりになる方策を考え、読書意欲の向上を図る

ことが必要である。 

また、クラス・学年によって参加人数に大きな差があるのは、担任の先

生の働きかけが大きく影響していると考えられる。 

今後も図書主任の先生との連絡会などを通じて協力を依頼していきた

い。 

 

  (3)中高生ＰＯＰコンテストの充実 

   中高生ＰＯＰコンテストについては、高校生からの応募がなく、すべて

中学生からであった。 

今後も、高校生へのアプローチが引き続き課題である。 
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担当課 生涯学習課 

重点目標 Ⅴ 社会教育による多様な学びの充実と伝統文化の継承 

重点施策 １ 知的好奇心を刺激する講座等の充実 

重点的に取り組む施策等 ６ 子供の豊かな学習・体験活動の推進 

目的 
子供たちにとっても娯楽が多様化する中で、地域で豊かな体験をしてもらう

ための機会を提供する。 

主な取組 
(1)科学実験教室・食育に関する教室など新規メニューの実施 

(2)旧小学校における子供の居場所づくりの推進 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)科学実験教室・食育に関する教室など新規メニューの実施 

   科学実験教室として、旧出丸小学校にて「空高く打ち上げよう！ペット

ボトルロケット」、旧小見野小学校にて「小学生理科実験教室」を開催し

た。2つの教室は、地域学校協働活動であるひろば活動開催時に実施した。

なお、旧出丸小学校にて実施した講座では、講師として地域子ども教室の

スタッフが指導にあたり、地域学校協働活動と地域子ども教室が連携する

講座となった。 

 

 (2)旧小学校における子供の居場所づくりの推進 

   地域学校協働活動として、旧出丸小学校、旧小見野小学校を活用し、地

域全体で子供を育てる仕組みづくりを推進するとともに、①旧小学校施設

の開放、②各種講座・教室の実施、③ちいきの学習会を実施し、子供の居

場所づくりに資する取組を行った。 

 

  ・旧小学校の開放状況 

   開放場所：旧出丸小学校・旧小見野小学校 

  開放日数：旧出丸小学校 42日、旧小見野小学校 42日 

 合計 84日    

 

   来場者：旧出丸小学校 1,972人、旧小見野小学校 2,582人 

   合計 4,554人    

  ・実施講座数 

  【旧出丸小学校】 

11講座、参加者数：425人 

  ドッジボール、水ふうせんバトル、まがたまづくり、 

  クリスマス deきもだめし、多肉植物の寄せ植え教室 等 

 

【旧小見野小学校】  

７講座、参加者数：561人 

   Go to mini縁日、きもだめし、こども写真教室、ハロウィンイベント 等 

 

合計 18講座／986人    

  ・学習支援 

   各旧小学校において、学習支援を目的として、自習室を設置するととも

に、学習支援員による学習会を実施した。 
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２ 課 題 

   新型コロナウイルス感染症の影響により、食育に関する講座は、実施で

きなかった。科学実験教室は好評であったため、次年度以降も継続してい

きたい。 

   また、地域学校協働活動は、4 年目の活動となり、スタッフの力量が向

上し、運営が安定することで、子供を中心とした多様な事業が実施でき始

めている。本事業の今後の継続のために、地域住民を中心とした運営組織

の支援を今後もしっかりと継続していく必要がある。 
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担当課 生涯学習課 

重点目標 Ⅴ 社会教育による多様な学びの充実と伝統文化の継承 

重点施策 １ 知的好奇心を刺激する講座等の充実 

重点的に取り組む施策等 ７ 思いやりを育む人権教育の推進 

目的 
同和問題をはじめとする様々な人権問題に対する正しい認識を持ち､差別意

識の解消を図るため、人権教育・啓発を推進する。 

主な取組 
(1)近隣博物館等を活用した平和都市宣言をふまえた活動の実施 

(2)「部落差別の解消の推進に関する法律」の周知 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)近隣博物館等を活用した平和都市宣言をふまえた活動の実施 

   地域子ども教室において、施設見学と学習会を実施する予定だった 

が、新型コロナウイルス感染症の影響により、地域子ども教室が規模を縮 

小して実施されたため、実施できなかった。 

 

 (2)「部落差別の解消の推進に関する法律」の周知 

   川島町人権問題研修会において、法務省作成のリーフレット等を配布し 

て周知を行う予定だったが、新型コロナウイルス感染症の影響により本研 

修会が中止になり、実施できなかった。 

 

 

２ 課 題 

   令和４年度も新型コロナウイルス感染症の影響により、各種事業の実施

が制限されてしまった。令和５年度については、ピース・ミュージアム（東

松山市）の視察を予定している地域子ども教室のクラブがある。 
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～ 教育に関し、学識経験を有する者の意見 ～ 

２ 川島町教育行政重点施策の評価の結果 

Ⅴ 社会教育による多様な学びの充実と伝統文化の継承 

１ 知的好奇心を刺激する講座等の充実 

  令和４年度も感染症予防の観点から従来通りの活動が制限されるなど、苦労も多か

ったことと思います。しかし一方で、「スマートフォン教室」や「親子で家庭菜園」

など社会情勢や地域の特色を生かした講座も開催されていました。また、食育に関す

る講座では、飲食にかかわらず、食と文化、食と地域性、食と心理、食と美といった

多様な視点からの迫り方も可能と考えますので、ぜひ充実していただきたいと思いま

す。 

  なお、地域人材を指導者として活用する講座・教室の充実は、地域コミュニティを

活性化する良い方法だと思います。各講座等を通じて、講師の発掘と人材バンクの充

実をお願いします。 

  町民の学習成果発表の場となる中央文化展、町民ふれあいフェスティバル、スポー

ツチャレンジ 2022では、感染防止を徹底しつつ、文化の日を中心に盛大に開催できま

した。ステージ上でのダンス、スポーツ体験、西中学校の立体作品とギャラリートー

クなど、多くの関係機関や団体の連携・協力の成果と受け止めています。各種講座へ

の参加者や文化、スポーツにかかわる団体、そして参加された町民の皆様の新たな出

会いの場、新たな関係づくりの場となる要の機会ですので、関係者の代表者の方々に

よる振り返りの実施とネットワークの強化・活用を進めていただきたいと思います。 

  図書館では、「読書の記録通帳」が始まりました。図書館利用、読書活動の推進に

つながる取組と評価します。読んだ本の冊数だけでなくポイントがたまるようにして

も面白いのではと思います。これは推奨する本なので 2 ポイント、読書週間なので 3

ポイントなど工夫して、ポイントがたまるというのはどうでしょう。加えて、やはり

本の紹介が大事だと思います。ポップはそのための有効な手段だと思います。中高生

のポップコンクールにおいて作成したポップと現物を展示したことにより図書の貸し

出しにつながったという報告がありました。中学生にポップづくりボランティアをお

願いするというのはどうでしょうか。 

  子供たちの豊かな学習、体験活動事業においては、ひろば活動がスタッフの方々の

努力により定着してきました。その反面、参加者が固定化してしまう傾向も見られま

す。他の事業との重なりや送迎の課題等もありますが、一人でも多くの子供たちの参

加を促す工夫が必要かと思います。例えば、子供ボランティアの導入です。スライム

づくりを行うのであれば、指導者が子供ボランティアにスライムづくりを教え、今度

は子供ボランティアの子供たちが指導者となって、参加する人たちにスライムづくり

を教えていく。子供たちのかかわりを通じて、参加者を広げていくというのはどうで
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しょうか。 

  人権教育にかかわる講座等においては、今年度も感染拡大防止の観点から学習会、

研修会が実施できませんでした。が、重要な講座ですので、中止とせず、オンライン

で行うなど開催方法を工夫し、毎年継続的に実施できるようお願いします。 
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担当課 生涯学習課 

重点目標 Ⅴ 社会教育による多様な学びの充実と伝統文化の継承 

重点施策 ２ 生涯スポーツの講座・イベントの実施 

重点的に取り組む施策等 １ 健康づくり活動の講座 

目的 
誰でも気軽に楽しめるニュースポーツを普及し、スポーツ活動を活性化させ

ることにより、健康づくりの機会を提供する。 

主な取組 
(1)ノルディックウォーキング講座の実施 

(2)近隣大学と連携した、体力測定事業の実施 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)ノルディック・ウォーキング講座の実施 

   ４月 29 日に開催した「かわじま はるかぜウォーク 2022」において、

ノルディック・ウォーキング教室を実施した。当日、悪天候により 14 時

で中止としたが、はるかぜウォークには、662人の方に参加いただいた。 

 

 (2)近隣大学と連携した体力測定事業の実施 

   武蔵丘短期大学と連携し、11月３日に開催した「かわじま スポーツチ

ャレンジ 2022」内において、体力測定教室を開催した。 

（全２回／延べ 58名参加） 

 

 

２ 課 題 

   「かわじま はるかぜウォーク 2022」内で体験教室を実施し、多くの方

にご参加いただいた。ただし、体験教室の待ち時間があることで、ウオー

カーが足止めされてしまうことがあったため、実施方法の改善を検討し、

来年度以降も継続して実施したい。 

   体力測定事業については、武蔵丘短期大学と連携し、スポーツ推進委員

が中心となって、教室を開催した。教室開催にあたっては、事前に講座も

実施し、スポーツ推進委員の資質の向上にも繋がる内容となった。 

今後は、大学の知見も得ながら、地域でも事業を展開できるよう企画す

る必要がある。 
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担当課 生涯学習課 

重点目標 Ⅴ 社会教育による多様な学びの充実と伝統文化の継承 

重点施策 ２ 生涯スポーツの講座・イベントの実施 

重点的に取り組む施策等 ２ スポーツ講座・イベントの実施 

目的 新規スポーツ講座を実施することにより、生涯スポーツの促進を図る。 

主な取組 

(1)コロナ禍に対応した「はるかぜウォーク」の実施 

(2)総合型地域スポーツクラブと連携した魅力的なスポーツフェスティバル 

 の実施 

(3)総合型地域スポーツクラブと連携したスポーツ教室の実施 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)コロナ禍に対応した「はるかぜウォーク」の実施 

   「はるかぜウォーク」に名称を変更し、初めて実施することができた。

当日、午後から天候が悪化したため、14時で中止となったが、３年ぶりに

ウォーキングイベントを開催することができた。（参加者：662名） 

 (2)総合型地域スポーツクラブと連携した魅力的なスポーツフェスティバル 

  の実施 

   総合型地域スポーツクラブ、スポーツ推進委員と連携し、「かわじま ス

ポーツチャレンジ 2022」を実施した。各種教室だけでなく、「はじめての

スポーツ」をテーマに体験広場も開催し、多くの参加があった。 

  ・跳び箱教室：121人、体力測定教室：58人 

・体験広場 ボッチャ体験：149人、ボルダリング体験 362人 

 (3)総合型地域スポーツクラブと連携したスポーツ教室の実施 

・サッカー教室 

 ボッチャ教室 

 スポーツチャンバラ教室 

  卓球教室 

 将棋教室 

 ソフトテニス 

ピラティス教室 

ヨガ教室 

骨盤ストレッチ 

 シェイプアップビート 

 

２ 課 題 

   「かわじま はるかぜウォーク」は、名称を変更後、初めて実施ができ

た。ノルディックウォーキング教室も開催し、多くの方にウォーキングイ

ベントを楽しんでいただけた。「スポーツフェスティバル」については、

スポーツを始めるきっかけ作りとなるよう、体験広場を開催した。スポー

ツ少年団やスポーツ協会加盟団体の協力のもと、賑わいのあるイベントと

なった。スポーツ教室については、新規教室に加え、既存定期レッスンの

体験教室も開催するなど、教室が一過性のものとならないよう、検討を進

めていきたい。 
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～ 教育に関し、学識経験を有する者の意見 ～ 

２ 川島町教育行政重点施策の評価の結果 

Ⅴ 社会教育による多様な学びの充実と伝統文化の継承 

２ 生涯スポーツの講座・イベントの実施 

今年度は、コロナ禍ではありましたが「かわじま はるかぜウォーク」が開催され

ました。輪中に囲まれた川島町を一周することで川島町の地形や特色に触れることが

できる大変有意義なイベントであると思います。午後は、天候不良のため途中で中止

となりましたが、町民の安全確保の観点からも適切な判断、迅速な対処であったと感

心しております。 

「スポーツチャレンジ 2022」においては、「初めてのスポーツ」を取り上げ、ボ

ッチャ、ボルダリングが大変好評だったように思います。また、跳び箱教室も 100 名

を超える参加者があり盛況でした。こうしたイベントが一過性で終わるのではなく、

イベントとスポーツ関連の講座・教室等を有機的に関連付け、連続してスポーツに触

れる機会となるよう関係者への働きかけをよろしくお願いします。また、生涯スポー

ツは、健康づくりや社交の場を目的として「生涯を通じて、いつでも、どこでも、誰

でも」親しめるスポーツが本来の姿です。町民がその機会に触れることができるよう、

今後も引き続き、大学をはじめ、関係組織と連携して新たな内容、新たな迫り方の研

究をお願いします。 
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担当課 生涯学習課 

重点目標 Ⅴ 社会教育による多様な学びの充実と伝統文化の継承 

重点施策 ３ 伝統芸能の継承への支援と文化財の保護 

重点的に取り組む施策等 １ 地域に根差した伝統芸能の継承への支援 

目的 
各地区に存在する万作、獅子舞等の伝統芸能の継承等を支援するとともに、

発表の場を提供する。 

主な取組 
(1)伝統文化の映像記録の保存とｗｅｂ公開 

(2)伝統芸能団体への活動費補助事業 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)伝統文化の映像記録の保存とｗｅｂ公開の検討【中止】 

    

 (2)伝統芸能団体への活動費補助事業 

   伝統芸能保存団体（角泉囃子連）に、管理費及び用具費として、補助金

を交付した。 

   

 

２ 課 題 

   新型コロナウイルス感染症の影響により、撮影予定団体が活動を自粛

し、また、祭礼も中止となったため、撮影は実施できなかった。その代替

として、町内の特徴的な自然・地理を紹介する動画を制作した。 

   新型コロナウイルス感染症の影響により、獅子舞やお囃子は、祭礼を中

止する場合があるので、代案として他の文化財の撮影を検討しつつ、撮影

準備をすることが必要である。 

   町の無形民俗文化財に指定されている伝統芸能保存団体であっても後

継者不足など、さまざまな事情を抱えている。補助金の交付は用具の修理

や笛の講師への謝金など、保存団体の活動を支えるために活用されてい

る。 

   今後も町から補助を行い、町指定無形民俗文化財の継続的な保護が必要

である。 

   また、新型コロナウイルス感染症の影響により、町指定の無形文化財で

ある伊草獅子舞、角泉・下廓・飯島のお囃子の活動が中止となり、「継承」

という意味で今後への影響が懸念されることから、郷土芸能祭等のイベ

ントへの参加を依頼する等、演技・演奏を披露する場を提供する新たな

試みを検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中止】：新型コロナウイルス感染症拡大防止のための中止。 
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担当課 生涯学習課 

重点目標 Ⅴ 社会教育による多様な学びの充実と伝統文化の継承 

重点施策 ３ 伝統芸能の継承への支援と文化財の保護 

重点的に取り組む施策等 ２ 文化財の保護 

目的 町内の文化財を保護活用するために、郷土資料館設置等の準備を推進する。 

主な取組 

(1)古民具・写真の収集 

(2)歴史・文化シンポジウムの実施【新規】 

(3)公開に向けた既存文化財資料の整理 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)古民具・写真の収集【新規】 

   町内の方から情報提供いただいた古民具・写真を調査するとともに、展

示に活用するため、寄贈をしていただいた。 

祭礼記録写真・絵葉書等 1,033枚収集 

 

 (2)歴史・文化シンポジウムの実施 

   ７月 24日に、「水害から命を守るシンポジウム～歴史・経験に学び、未

来につなげる～」と題し、川島町が過去に経験した水害の歴史と、令和元

年に発生した台風 19 号での被害・被災者支援について、参加者とともに

学び、今後の防災を考えるシンポジウムの開催を開催し、来場者 149名が

来場した。 

 

 (3) 公開に向けた既存文化財資料の整理 

   町所蔵資料の検索を容易にするため、文書庫棟内に保管される町史編纂

時に収集された行政文書・写真等の所在確認及び目録の作成をした。 

 

２ 課 題 

  (1)かわじま郷土資料展示室の展示の充実を図るため、今後も資料の収集

を継続し、展示資料の調査・研究・作成する必要がある。 

  (2)かわじま郷土資料展示室の開室に伴い、展示室を活用した講座やシン

ポジウムの開催等を検討する。  

  (3)動画撮影については、新型コロナウイルス感染症の影響により、獅子

舞やお囃子は、祭礼を中止する場合があるので、代案として他の文化財

の撮影を検討しつつ、撮影準備をすることが必要である。 
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担当課 生涯学習課 

重点目標 Ⅴ 社会教育による多様な学びの充実と伝統文化の継承 

重点施策 ３ 伝統芸能の継承への支援と文化財の保護 

重点的に取り組む施策等 
３ かわじま郷土資料館(仮称)（以下「郷土資料館」と表記）

開設に向けた準備 

目的 町内の文化財を保護活用するために、郷土資料館設置等の準備を推進する。 

主な取組 

(1)郷土資料館設置準備委員会の実施 

(2)郷土資料館展示資料の調査・研究・作成【新規】 

(3)郷土資料館の展示ケース修繕【新規】 

(4)郷土資料館プレオープンイベントの開催【新規】 

施策の評価 

及び課題等 

１ 施策の評価 

 (1)郷土資料館設置準備委員会の実施 

   令和３年９月から、かわじま郷土資料館（仮称）設置準備委員会を設置

し、町内の有識者を委員に任命し、会議を３回（4/15、5/27、9/20）、視

察を１回（7/6）開催し、展示室のレイアウト・展示資料・展示方法等を

協議していただいた。 

 (2)郷土資料館展示資料の調査・研究・作成【新規】 

町内で養蚕を営んでいた民家を調査し、文化財として、価値を明確にす

るため調査を実施した。調査成果は、かわじま郷土資料展示室に公開し、

展示に活用した。 

 (3)郷土資料館の展示ケース修繕【新規】 

   埼玉県立松山高等学校同窓会から寄贈された展示ケースについて、 

ガラスの交換や、防犯用の鍵を取り付ける等の修繕を実施した。 

 (4)郷土資料館プレオープンイベントの開催【新規】 

   プレ展示として、中央文化展開催期間中にコミュニティセンターにて、

町制施行 50周年を振り返る年表、埋蔵文化財、寄贈民具を公開した。 

 

２ 課 題 

 (1)郷土資料館設置準備委員会の実施 

   令和５年４月 1日に「かわじま郷土資料展示室」として、開室すること

ができた。 

(2)郷土資料館展示資料の調査・研究・作成【新規】 

展示の充実を図るため、今後も資料の収集を継続し、展示資料の調査・

研究・作成する必要がある。 

(3)郷土資料館の展示ケース修繕【新規】 

   修繕が完了したので、業務は終了している。 

(4)郷土資料館プレオープンイベントの開催【新規】 

   令和４年 11月３日からプレ展示を実施した。 

   今後も、かわじま郷土資料展示室を PRする手立てを検討する。 
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～ 教育に関し、学識経験を有する者の意見 ～ 

２ 川島町教育行政重点施策の評価の結果 

Ⅴ 社会教育による多様な学びの充実と伝統文化の継承 

３ 伝統芸能の継承への支援と文化財の保護 

川島町の歴史や、これまでに集めてきた貴重な土器、町民の方から寄贈していただ

いた民具(生活用品)などを展示できるよう、かわじま郷土資料館の準備が進められ、

11月にはプレオープン、令和５年４月 1日には開館できる運びとなったことは、大変

うれしく思います。町の文化財や歴史を、町民の方々に広く知っていただくことは、

文化の継承と保護にもつながる大事な機会となります。ぜひ、資料館に足を運んでい

ただけるよう、常設展示も含め、変化のある展示に努めるとともに、講座・教室の開

催、ＰＲに務めたりしていただきたいと思います。 

なお、収集した資料等を管理する上で、資料管理システムの導入が必要となってく 

ると思います。資料カードが増加してからでは入力作業が大変になるため、早めの予

算措置、早めの導入計画の準備をお願いします。また、文化財の維持・保存する上で、

文化財保存団体等への資金援助は大変助かります。将来的には、かわじま郷土資料館

による保存も見据え、財政的な措置の継続をお願いします。 

 

 

５ 教育に関し、学識経験を有する者の意見（まとめ） 

   今年度は、コロナ禍も３年目に突入し、７月 23 日に全国で 20 万人を突破すると、

８月 19日には 26万 943人の感染が確認され、過去最多を更新しました。その一方で、

オミクロン株による重症化率や死亡率が以前のものより低いとされていることから、

「新型インフルエンザ等感染症」から５類へ感染対策を変更する議論が始まりました。

感染症拡大防止を含め、行政上の様々な施策、事業においても次年度に向けての変化

の兆しが見えてきた年でもありました。 

   経済界においては、世界的なインフレにより、我が国では 1990 年以来 32 年ぶりに

1 ドル=150 円を突破しました。このため、ガソリンをはじめ、様々な生活用品の価格

が上がり、私たちの生活にも大きな影響をもたらしました。 

   教育界においても、コロナ対応もさることながら、教員の不足、働き方改革の一層

の推進、ＩＣＴ活用の促進等が課題としてクローズアップされた年でした。 

   川島町においても、上記の課題等に対応すべく、価格高騰の影響を受けた方を支援

するために対象となる世帯に３万円の支給、町民の家計負担の軽減と地域経済支援と

して地域クーポン券の配付等の支援事業が進められました。小中学校においても、感

染症拡大に注意を払いながら、学校行事を徐々に再開しつつ、子供たちの学校生活の
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充実に努めていました。生涯学習においても、感染防止を徹底し、講座・教室等の開

催やイベント等の実施など町民の学習支援を進めたり、郷土資料館開設や電子図書館

の導入等、利用者の利便性の向上に努めたりしていました。 

   総じて、令和３年度からの５つの基本目標を核とした「教育大綱」に基づく教育行

政が、着実に進展していると評価しております。今後も、少子化する児童生徒への教

育や高齢化に伴う生涯学習等への対応はもちろんのこと、新しい時代を切り開き活躍

できる力を育み、町民の活力を引き出す施策を期待しております。 

 

                              平岡 健 
 

 

６ 結びに 

   教育委員会では、教育行政の目標と重点施策を定めた「川島町教育行政重点施策」

を毎年度策定し、その「川島町教育行政重点施策」に掲げられた施策を対象に教育に

関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を実施しています。 

令和４年度についても、引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮しな

がら、「川島町教育行政重点施策」に位置づけられたさまざまな施策を実施し、学識

経験者からは、概ね良い評価を得ることができました。 

   しかし、今後もより効果的に施策を実施するためには、「研究が必要」との意見も

多くいただきました。 

   教育委員会では、これからの時代に合わせた効果的な施策の実施に向け、研究を継

続してまいります。 

   さらに、令和７年度からの小中一貫教育校の開校に向けた準備を着実に進め、「川

島町教育大綱（対象期間：令和３年度から令和７年度）」の基本理念「共に学び 絆

を深め 未来を拓く かわじま教育」に基づき、更なる教育の充実、生涯学習の推進

に取り組んでまいります。 
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Ⅰ 新たな時代を生き抜く力を育む学校教育の推進 

Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 

Ⅲ 子供たちの学びを支える教育環境の充実             

Ⅳ 新たな生涯学習の推進体制の探求 

Ⅴ 社会教育による多様な学びの充実と伝統文化の継承 
 

 

                   
 

川島町教育行政重点施策 
 

 川島町教育委員会では、「川島町教育大綱」（令和３年度～令和７年度）に掲げられた

教育の基本理念及び５つの基本目標の実現に向け、令和４年度の『川島町教育行政重点施

策』を定めました。 

令和４年度は、コロナ禍での３度目の新年度となります。学校教育においては、ＧＩＧ

Ａスクール構想実現を目標に、昨年度に児童生徒１人１台学習用端末が整備されましたが、

本年度は、この学習用端末を含め、ＩＣＴを効果的に活用した授業の充実を図ります。 

また、これまでの「学力の向上」を目指した教師の指導力向上に継続して取り組むとと

もに、令和４年度は、これまでの成果に基づき、小学校の統合と小中一貫教育校開校に向

けた準備を本格的に推進します。 

生涯学習においては、川島町らしい豊かな生涯学習社会の実現に向け、新しい時代にふ

さわしい、生涯学習、生涯スポーツの多様な学習・活動機会の充実とともに、子供から高

齢者までが様々な活動を通して交流できる、地域活動センター（仮称）の検討を全庁をあ

げて開始するとともに地域の様々な課題を解決する社会教育の充実を図り、生涯学習の推

進体制の構築に取り組みます。 

 

● 教育の基本理念 川島町教育大綱より ● 

「共に学び 絆を深め 未来を拓く かわじま教育」 

● 教育の基本目標 川島町教育大綱より ● 
 

１ 質の高い学力と新たな時代を生き抜く力の育成 

２ 豊かな心と健やかな体の育成 

３ 質の高い学校教育を推進する教育環境の整備・充実 

４ 生涯学習のまちづくりの推進 

５ 地域の様々な課題を解決する社会教育の充実と伝統文化の継承 
 
 

●令和４年度 重点目標● 
 

 

 

 

 

 

 

令和４年度 
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重 点 

目 標 
 

 

グローバル化の進展や人工知能（ＡＩ）の飛躍的な進化など、新たな時代に対応す

るための論理的な思考力や問題を解決する能力を培うために、「教える」授業から「学

ぶ」授業への転換を図ります。 

特に、グローバル化が進行する社会において、未来を拓くための創造性やチャレン

ジ精神、多様な他者と交流できる語学力・コミュニケーション能力を育みます。 

●重点施策と主な取組● 

１ 時代の変化に対応する教育の推進 

（１）新学習指導要領の着実な実施 

◇各教科・領域における指導と評価の一体化の実現 

◇主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の推進 

（２）ＧＩＧＡスクール構想の実現 

    ◇児童生徒１人１台端末を活用した授業の充実 

    ◇ＩＣＴを効果的に活用した授業の実践 

 

２ 学校管理運営の改善・充実 

（１）人事評価制度の活用による教職員の資質・能力の向上 

（２）学校評価制度の充実による学校改善の推進 

（３）各学校におけるカリキュラム・マネジメントの推進 

    ◇教育課程の編成・実施・評価・改善のサイクルの意識化の推進 

    ◇コミュニティスクールの推進による社会に開かれた教育課程の実現 

 

３ 学力の向上と指導方法の工夫・改善 

  （１）全国学力・学習状況調査、埼玉県学力・学習状況調査、川島町学力確認 

テストの実施と結果の分析による授業改善の推進 

  （２）学力向上を目指す指導方法の工夫・改善の推進 

    ◇ティーム・ティーチング（ＴＴ）、少人数指導の充実 

 

Ⅰ 新たな時代を生き抜く力を育む学校教育の推進 
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４ 「英語の町」を目指した英語教育の推進 

  （１）英語教育充実事業の実施 

    ◇ＡＬＴの派遣（中学校常駐） 

    ◇小学校外国語支援員の配置 

    ◇ＡＬＴによる英語体験教室「英語村」の充実（対象：５・６年生） 

    ◇英語シャワーデイの実施（各小学校で実施予定）【新規】 

     ※１校にＡＬＴが集まり、英語に集中的に触れるイベントを実施。 

  （２）英語検定受験推進事業の実施 

    ◇中学生英語検定受験料を負担（年１回、２級まで） 

    ◇小学生英語検定受験料の負担（年１回、３級まで、対象：５・６年生） 

    ◇町外の小中学校に通学する児童生徒に対し、受験料を１回分負担 

    ◇ＡＬＴによる英検対策事業の充実 

    ◇学校と私塾が連携した「英語検定取得支援講座」の充実 
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重 点 

目 標  

 

豊かな人間性や社会性を身につけるため、学校・家庭・地域が相互に連携・協働し

て道徳教育や自然体験・社会体験などの充実を図ります。 

特に、様々な環境にある子供たち一人一人が、その能力と可能性を開花できるよう

教育相談体制の充実を図り、子供たちを全力で支援します。 

また、生涯にわたってたくましく生きるために必要な健康・体力づくりを目指し、

規則正しい生活習慣や体力の向上を図ります。 

●重点施策と主な取組● 

１ 豊かな心を育む教育の推進 

  （１）道徳教育の推進 

    ◇学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の推進 

    ◇道徳授業研究会の実施や担任と管理職等の TT による授業の実践 

    ◇保護者への道徳授業の公開 

  （２）人権を尊重した教育の推進 

    ◇「人権感覚育成プログラム」の活用の推進 

    ◇人権教育指導者研修会への参加の促進 

  （３）豊かな体験活動の推進 

    ◇埼玉県・埼玉大学・木づかい子育てネットワ－クとの協力連携による木育推進 

事業の実施（中山小学校、伊草小学校） 

    ◇みどりの学校ファームの取組の充実 

    ◇キャリアパスポート※（わたしの志ノート）の活用支援 

     ※児童生徒が自分自身のキャリア発達を継続的に記録・蓄積することで、自分 

自身の成長を振り返ることを目的としたノート。 

    ◇災害対応を含めたボランティア活動の推進【継続】 

     ※総務課防災対策室と連携した防災教育を実施。 

 

 

 

Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 

たな時代を生き抜く力を育む学校教育の推進 
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２ いじめ・不登校対策の推進 

（１）教育相談体制の充実 

    ◇さわやか相談員、スクーリング・サポートセンター相談員、ＳＣ（スクールカ 

     ウンセラー）、ＳＳＷ（スクールソーシャルワーカー）との連携強化 

    ◇カウンセリングスタッフ会議／研修会の実施 

    ◇中学生学校生活等意識調査（hyper-QU～よりよい学校生活と友達づくりのた

めのアンケート）に係る補助事業の実施 

    ◇いじめ問題対策連絡協議会の開催 

 

３ 健康づくりとスポーツの推進 

  （１）子供の健康保持・増進 

    ◇新型コロナウイルス感染症予防対策の徹底 

    ◇学校給食を活用した食育の推進 

    ◇学校保健教育推進事業 

    ◇フッ化物洗口によるう蝕予防対策 

  （２）体力向上の推進と学校体育の充実 

    ◇体力向上推進委員会による研究並びに授業研究会の実施 

    ◇外部指導者による運動部活動の充実 
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重 点 

目 標  

 

 個別最適な学びと協働的な学びを実現するために、９年間の学びと育ちの連続性を重

視した小中一貫を見据えた教育を推進するとともに、ＧＩＧＡスクール構想実現を目指

し、ＩＣＴを活用した教育の更なる充実を推進します。 

全ての子供たちが個に応じた教育が受けられるよう、指導方法や指導体制の工夫・改

善、特別支援教育の充実を図ります。また、「川島方式子ども学習支援システム」を継

続し、学力の更なる向上を目指します。  

特に、最大の教育環境である教師が学び合い、高め合うことで資質・能力の向上を図

るとともに、家庭・地域と連携し教育環境の充実を図ります。 

●重点施策と主な取組● 

１ 時代の変化に対応した教育環境の整備 
  （１）小中一貫教育推進 

◇小中一貫教育推進協議会委員、専門部会委員による実践研究の継続 

    ◇小中一貫教育先進校視察研修の実施 

    ◇小学校と中学校の連携、交流、研究事業 

  （２）ＧＩＧＡスクール構想に対応した教育環境の充実 

    ◇児童生徒１人１台学習用端末活用の環境充実 

◇児童生徒用デジタル教科書の更なる導入と活用・研究 

◇校内 LANの追加整備（中山小、伊草小） 

  （３）安全で快適な学校施設等の整備・充実 

    ◇伊草小学校トイレ改修事業（工事）【継続】 

    ◇特別教室へのエアコン追加整備（中山小、伊草小、西中） 

    ◇小学校通学バス安全運行の推進 

 

２ 教職員の資質・能力の向上 

  （１）個別の教育的ニーズに応えることができる教員の育成 

    ◇全教職員対象の特別支援教育に関する研修の実施 

    ◇特別支援教育の視点を生かした授業・学級経営の推進に関する研修の実施 

    ◇個別の教育支援計画・指導計画の作成と活用の推進 

  （２）信頼関係に基づく生徒指導・教育相談が進められる教員の育成 

    ◇児童生徒理解に基づく生徒指導の推進に関する研修の実施 

    ◇あらゆる機会をとらえた教育相談の推進に関する研修の実施 

Ⅲ 子供たちの学びを支える教育環境の充実 

かな心と健やかな体の育成 

たな時代を生き抜く力を育む学校教育の推進 
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  （３）教師の指導力・授業力の向上 

    ◇全教職員研修会の実施（学力向上・小中一貫教育の推進） 

    ◇川島町教育研究会と一体となった教科等の授業研究会の計画的な実施による 

実践的な研修の充実 

    ◇他校における授業参観による自主研修の推進 

    ◇学校指導訪問によるきめ細やかな指導支援の実施 

    ◇川島町立小・中学校「学び合い交流事業」の実施【新規】 

     ※町内の先輩教員との交流を通して、教員が学び合う機会を提供。 

  （４）教職員倫理の確立 

    ◇各学校における倫理確立委員会の充実を目指す研修の実施 

 

３ 学力向上のための基盤整備 

  （１）「川島方式子ども学習支援システム」による学力向上の推進 

    ◇基礎学力向上事業 

     ・家庭学習ノートの作成・配付と活用の充実 

     ・ＡＩドリル教材の更なる活用（学習用端末に導入済み） 

     ・川島町 CRT 学力確認テストの実施（１月） 

     ・比企地区学力テストの補助 

    ◇小学生日本語検定受検推進事業 

    ◇きめ細かい教育推進事業（各学校の実態に応じた、町費による３５人学級編制） 

    ◇私塾と連携した通塾支援事業 

    ◇放課後児童クラブ学習支援事業 

    ◇外国人児童・生徒支援事業 

 

４ すべての子供の学びの保障 

  （１）就学支援の充実 

    ◇要保護及び準要保護児童生徒就学援助事業 

    ◇特別支援教育就学奨励事業 

     ※令和３年度よりオンライン学習通信費に対する補助を新設。 

     ・就学援助事業（該当者全員）：１４,000円／年額 

・特別支援教育就学奨励費事業（申請者のみ） 

：保護者負担の 1/2（上限７,000円／年額） 

    ◇育英資金貸付事業 

    ◇奨学金利子助成事業 

    ◇自転車総合保険加入事業 

    ◇新中学校１年生自転車通学用ヘルメット支給事業【新規】 
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  （２）児童・生徒一人一人を大切にする教育の推進 

    ◇特別支援学級の整備・充実（全小中学校設置） 

    ◇通級指導教室の整備・充実（小中各１校設置） 

    ◇スクーリングサポートセンターの整備・充実 

    ◇児童生徒支援員の配置（全小中学校設置） 

    ◇さわやか相談員の配置（全中学校配置） 

    ◇就学相談、就学支援委員会の充実 

    ◇幼保小連携事業の推進 

 

５ 学校・家庭・地域が連携した教育の推進 

  （１）防犯教育・安全教育・防災教育の推進 

    ◇家庭・地域と連携した学校安全体制の整備 

    ◇交通安全教室及び防災教室の充実 

    ◇防災教育及び防犯教室の充実 

  （２）家庭教育の充実 

    ◇「家庭生活の約束６か条」及び「ノーテレビ・ノーゲームの日」の推進 

    ◇「彩の国教育の日」及び「彩の国教育週間」の取組の充実 

  （３）「学校応援団」の充実 

    ◇学校応援団活動に対する支援の充実 

 ◇学習ボランティアの活動支援 
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重 点 

目 標  

 

生涯を通じて学び・活動する楽しさを発見し継続できるように環境を整えます。 

特に、コミュニティづくりの拠点となる「地域活動センター（仮称）」の方向性の

検討を全庁をあげて開始します。また、「地域学校協働活動」により、地域全体で子

供を育て、地域を「げんき」にする活動の充実を図るとともに、「総合型地域スポー

ツクラブ」を中心としたスポーツの活性化を図ります。 

さらに、社会教育施設の修繕や工事を実施することで、利用者の利便性の向上を図

り、各種団体の活動支援を推進します。 

●重点施策と主な取組● 

１ 生涯学習の推進体制の再構築と実践 

（１）「地域活動センター（仮称）」開設に向けた調査・研究 

    ◇地域活動センター（仮称）開設準備検討委員会の実施【新規】 

◇先進事例地の視察・情報収集【新規】 

（２）地域学校協働活動（地域ゆめ・みらいづくり事業）の実践と研究 

    ◇地域学校協働活動「地域ゆめみらいづくり事業」の実践 

    ◇近隣大学との連携による学生の活動参画 

（３）総合型地域スポーツクラブと連携した活動の充実 

    ◇魅力的なスポーツフェスティバルの実施 

     ・中学生の部活動支援に資する内容の実施 

     ・総合型地域スポーツクラブの活動充実に資する内容の実施 

 

２ 活動・学習のための仕組みづくり 

（１）新たな地域子ども教室の展開 

    ◇地域学校協働活動と連携した地域子ども教室の実施 

    ◇小学校区学区単位での事業の実施検討【新規】 

（２）町内中学校及び、近隣大学との連携強化 

    ◇近隣大学との連携による各学習・スポーツ講座の充実 

    ◇地域学校協働活動をプラットフォームにした学校・地域子ども教室・各種 

     地域団体との連携 

Ⅳ 新たな生涯学習の推進体制の探求 
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（３）総合型地域スポーツクラブの運営支援 

    ◇先進事例地の情報収集の継続 

    ◇運営安定化への支援 

    ◇中学生の部活動支援に資する内容の実施への支援 

    ◇プレ事業の実施と登録者増加への支援 

    ◇総合型地域スポーツクラブの種目メニューの増加への支援 

 

３ 施設利用者の利便性の向上 

（１）社会教育・体育施設のリニューアル工事 

    ◇コミュニティセンター等照明器具ＬＥＤ化更新工事【新規】 

    ◇武道館屋上防水工事【新規】 

    ◇緊急時対応修繕費の計上 

（２）町立図書館の利便性の向上 

    ◇授業で使う並行読書用図書の蔵書充実と学校との連携強化 

◇電子図書館システムの導入【新規】 

◇比企広域電子図書館協議会（仮称）への参加【新規】 

◇読書の記録通帳の導入【新規】 

◇学習者への支援機能のＰＲと相談・情報提供機能の充実 

「学習・調べもの応援宣言！」 

◇夏休み子ども学習支援講座（宿題サポート）の充実 

 

４ 地区公民館・各種団体の支援 

（１）地区公民館のあり方研究と実践  

    ◇地区公民館事業の在り方研究会の開催 

    ◇旧小学校へ移転した公民館の学習・活動環境の整備 

（２）各種団体の支援 

    ◇スポーツ推進員の資質向上に係る研修会の充実 

    ◇スポーツ少年団・文化協会・スポーツ協会への事業助成の継続 

    ◇外国人支援事業 
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重 点 

目 標 
 

 

自然災害、多文化共生、人口減少、少子高齢化、つながりの希薄化、持続可能な開

発目標（SDGs）に向けた取り組みなどの長期的な視野に立った地域社会づくりを推進

するために、社会教育の充実を図ります。 

また、文化・芸術に親しむ機会を拡充するとともに、郷土資料館設置に向けた取組、

文化財の保護・活用、および伝統文化継承への支援の充実を図ります。 

●重点施策と主な取組● 

１ 知的好奇心を刺激する講座等の充実 

（１）趣味・教養に関する講座 

    ◇趣味に関する講座 

    ◇教養に関する講座 

（２）地域づくりに関する講座 

    ◇地域の課題を解決するための学習講座・活動 

    ◇防災の視点を取り入れた公民館活動や講座の実施の検討 

    ◇食育講座の実施 

（３）家庭教育に関する講座 

    ◇親の学習の実施 

    ◇「親子でチャレンジ」体験講座の実施 

（４）文化・芸術に関するイベント 

    ◇コロナ禍に対応した中央文化展の実施 

    ◇コロナ禍に対応した生涯学習町民ふれあいフェスティバルの実施方法の検討 

    ◇ふれあいミニコンサート等の実施 

（５）子どもたちの豊かな読書体験の推進 

◇読書の記録通帳の導入【新規・再掲】 

◇としょかん読書マラソンの刷新 

    ◇中高生ＰＯＰコンテストの充実 

 

 

Ⅴ 社会教育による多様な学びの充実と伝統文化の継承 
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（６）子どもの豊かな学習・体験活動の推進 

    ◇科学実験教室・食育に関する教室など新規メニューの実施 

    ◇旧小学校における子供の居場所づくりの推進 

（７）思いやりを育む人権教育の推進 

    ◇近隣博物館等を活用した平和都市宣言をふまえた活動の実施 

    ◇「部落差別の解消の推進に関する法律」の周知 

 

２ 生涯スポーツの講座・イベントの実施 

（１）健康づくり活動の講座 

    ◇ノルディックウォーキング講座の実施 

    ◇近隣大学と連携した、体力測定事業の実施 

（２）スポーツ講座・イベントの実施 

    ◇コロナ禍に対応した「はるかぜウォーク」の実施 

◇総合型地域スポーツクラブと連携した魅力的なスポーツフェスティバル 

の実施 

    ◇総合型地域スポーツクラブと連携したスポーツ教室の実施 

  

３ 伝統芸能の継承への支援と文化財の保護 

（１）地域に根差した伝統芸能の継承への支援 

    ◇伝統文化の映像記録の保存と web公開 

    ◇伝統芸能団体への活動費補助事業 

（２）文化財の保護 

    ◇古民具・写真の収集【新規】 

    ◇歴史・文化シンポジウムの実施 

    ◇公開に向けた既存文化財資料の整理 

（３）かわじま郷土資料館（仮称）（以下「郷土資料館」と表記）開設 

に向けた準備 

    ◇郷土資料館設置準備委員会の実施 

    ◇郷土資料館展示資料の調査・研究・作成【新規】 

    ◇郷土資料館の展示ケース修繕【新規】 

    ◇郷土資料館プレオープンイベントの開催【新規】 


